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説明書
1.	提案の背景
-	提案の理由と目的
この規則の主な目的は、製品のライフサイクルにおける環境負荷を低減し、域内市場の機能を向上させることである。これらの目的は、影響評価で分析された問題とその原因を解決することを目指すものである。これらの目的は、不必要な環境負荷を発生させる製品が域内市場で入手可能であるという事実を反映している。また、本規則は、持続可能な商品の供給と需要を高め、持続可能な生産を実現し、域内市場で販売される製品の公平な競争条件を確保するというEU産業政策の目標にも寄与する。産業界は、全面的に適用される調和のとれた要求事項、それを遵守するための効率的な手段、適切な執行、リスク分析に基づく市場監視と税関管理の強化を必要としている 。 [footnoteRef:2] [2: 	連合関税法典に関する規則（EU）No 952/2013の第46条で予見されるとおり。] 

製品はEU市民の生活において重要な役割を担っており、私たちに提供される製品の数、範囲、種類は絶えず増加している。COVID-19危機の際に私たちの接続を維持したICT製品から、日々の家庭生活を支える家具や家電製品まで、過去数十年にわたる技術の飛躍に伴い、私たちの製品への依存度も高まっている。製品の自由な流通は、EU企業の競争力と消費者の選択の基盤であり続ける域内市場の機能を確保するために不可欠である。     
エコデザインの考え方を非常に広範な製品に適用し、対象となる製品要件を幅広く設定できるようにする ことで、この規制は、製品が環境に与える最も有害な影響に対処することを目指す。そのため、製品の耐久性、再利用性、アップグレード性、修理可能性、製品中の懸念物質の存在、製品のエネルギーおよび資源効率、製品のリサイクル含有量、製品の再製造および高品質のリサイクル、製品の炭素および環境フットプリント削減など、循環経済行動計画[footnoteRef:3] に記載されている持続可能性および循環性の側面に基づくエコデザイン要件を設定する枠組みが規定されている。 [3: 	COM(2020) 98 final.] 

これにより、経済成長、雇用創出、社会的包摂を支援しながら、EU全体の気候、環境、エネルギー目標の達成に貢献することがでく。素材を長持ちさせ、その価値を可能な限り長く保持し、製品におけるリサイクル素材の利用を促進することで、経済発展と天然資源利用の切り離しや素材依存の低減を促進し、EUの開放戦略的自律性と弾力性を促進する。最近のいくつかの出来事は、グローバルなサプライチェーンの脆弱性の可能性を私たちに思い起こさせた。 
この規制は、持続可能な製品と持続可能な製品選択の促進に関する欧州委員会のイニシアティブパッケージの一部である。このパッケージには、環境や気候に最も大きな影響を与える製品を扱う繊維製品（[footnoteRef:4] ）および建設製品（[footnoteRef:5] ）に関する分野別の取り組みや、不公正行為に対する保護強化や情報改善を通じて、グリーン移行における消費者の力を高めるための取り組み（[footnoteRef:6] ）が含まれている。最後に、この規則が施行されるまでの間、欧州委員会は、2022年から2024年にかけての新しいエコデザインおよびエネルギーラベル作業計画の採択を通じて、新しいエネルギー関連製品に対応し、すでに規制されている製品の更新と向上心を高めるなど、現行のエコデザイン指令に基づく作業を確実に継続する予定である。   [4: 	COM(2022)141最終。]  [5: 	COM(2022) 144 final.]  [6: 	COM(2022)143の最終回です。] 

-	政策領域における既存の政策規定との整合性
この規則は、製品および新しい種類の要求事項の両方において、エコデザイン指令の範囲を拡大するものである。法的明確性の観点から、エコデザイン指令は廃止されるべきである。提案されている規制の範囲が広いため、対象となる製品に適用される既存の法律、およびその目標に関連する、または関連する他の取り組みとの関係を可能な限り明確にする必要がある。その目的は、企業や当局の事務負担を最小限にするために、重複を防ぐことである。 
一般的な考え方として、本規則は、既存の法律で規定されていない、あるいは環境の持続可能性の側面への対応が不十分な場合に、要件を定めるものである。したがって、法律の一般原則であるlex specialis derogat legi generali（より具体的な規則がより一般的な規則に優先する）が適用される。具体的には、製品に特化した法律と、水平的な側面を扱う法律という2つのカテゴリーに分類される。
製品別法令とは、特定の製品または明確な製品群に焦点を当てた法令で、主に安全面を規制することが多い（例：電池、玩具、洗剤、包装材など）。本規則の一般的なレベルでは、既存の製品別法令のすべてを規定することは不可能である。しかし、本規則に基づく措置を通じて製品固有のレベルで具体的な要件を設定する前に、欧州委員会は、要件の重複や事業者への過度の負担を避けるために、既存の法律との重複や矛盾の可能性について詳細に評価する。原則として、本規則は、既存の法律でカバーされていない製品や、法律が製品の持続可能性に十分に対処していない場合にのみ適用される。  また、本規則に基づく製品固有の要求事項は委任法に含まれるため、規範の階層の原則に従い、指令や規則などの立法行為を通じて設定された要求事項に優先することはできない（より具体的にすることは可能である）。 
[bookmark: _Hlk98508885]特に建設製品については、本規則の適用範囲となるものの、健康・安全性を含む環境性能と構造性能の強い相互関係を管理する必要があることから、既存のエコデザイン指令で既に規制されているエネルギー関連建設製品を除き、改正規則（EU）No 305/2011[footnoteRef:7] （建設製品規則）でエコデザイン要件が規定される。  [7: 	2011年3月9日付欧州議会および理事会規則（EU）No 305/2011 建設製品の販売に関する調和条件を定め、理事会指令89/106/EECを廃止する（OJ L 88, 4.4.2011, p. 5）。] 

水平的側面に関する法律とは、化学物質を管理し、製品中の化学物質に関する権限を付与する REACH 規則など、広範な製品について本規則の水平的側面に対応する、または対応できる法律を指す。本規則の対象となる特定の側面について、より水平的な方法で既に法律が対応している、または対応する可能性がある場合、より一般的なレベルで本規則との関連性を明記することが明確に必要であり可能である。同様に、本規則は、市場監視規則における市場監視の一般的な枠組みをベースとしながらも、必要に応じて本イニシアティブの特定の目的に合わせた規定を設ける。 
本イニシアティブが既存の法律や新たに制定される法律とどのように相互作用し、整合性があるのかについては、影響評価7.9項および付属書14をご参照ほしい。  
最後に、エネルギーラベル規制は、エネルギー関連製品に対して、本規制案と並行して引き続き適用される。一貫性は確保される。これは、例えば、そのような製品には、原則として、エネルギーラベル規則で指定されたエネルギーラベルのみを付さなければならないことを意味する。
-	他のユニオンポリシーとの整合性
この規則は、いくつかのEUの政策に基づくものである。 
このイニシアチブの基盤は、欧州グリーンディール[footnoteRef:8] であり、2050年に温室効果ガスの純排出がなく、経済成長が資源使用から切り離された、近代的で資源効率的かつ競争力のある経済で、EUを公正で豊かな社会に変える成長戦略である。また、欧州グリーンディールは、2020年3月に共に発表された欧州の新産業戦略と循環型経済行動計画も発表した。  [8: 	COM(2019)640ファイナル。] 

欧州委員会の2020年欧州産業戦略（[footnoteRef:9] ）は、気候変動による中立性とデジタル・リーダーシップへの「双子の移行」を促進するというEUの包括的な野望を掲げている。同戦略は、欧州の産業界が、炭素と材料のフットプリントを削減し、経済全体に循環性を組み込むことによって、この中で主導的な役割を果たす必要があることを強調し、欧州グリーンディールと共鳴している。また、従来のモデルから脱却し、製品の設計、製造、使用、廃棄の方法を変革する必要性を強調している。2021年、欧州委員会は産業戦略の更新版（[footnoteRef:10] ）を発表し、2020年戦略の主要メッセージを強化するとともに、さまざまな追加的実施手段を提供する。  [9: 	COM(2020)102の最終回です。]  [10: 	COM(2021)350のファイナルです。] 

循環経済行動計画（CEAP）は、特に、EU内外の気候変動に左右されない持続可能な製品の主導的な市場開拓を促進することを目的としている。これを達成するために、CEAPは、持続可能な製品設計の促進、消費者と公的バイヤーの能力向上、生産プロセスにおける循環性の促進という3つの分野での対策を含む、持続可能な製品政策の枠組みを確立している[footnoteRef:11] 。  [11: 	また、「汚染ゼロ行動計画」（COM(2021) 400 final）に基づく行動との相乗効果もある。] 

持続可能な製品政策の枠組みの3つの分野は互いに相乗効果を発揮するが、本規定は、気候ニュートラル、資源効率、循環型経済に適した製品を作り、廃棄物を削減し、持続可能性におけるフロントランナーのパフォーマンスが徐々に標準となることを目指す、最初の分野（持続可能な製品設計）で定められた対策に主に焦点を合わせている。CEAPで発表されたように、この立法構想の核心は、エコデザイン指令の範囲をエネルギー関連製品以外にも拡大し、可能な限り幅広い製品をカバーし、循環型経済の実現に貢献することである。
本法律で定める製品要求事項は、他のCEAPイニシアティブで定める要求事項を補完し、強化する必要がある。特に、本法律で定める製品要件は、CEAPの実施において定義された主要なバリューチェーンに関する他の施策（持続可能で循環型の繊維に関するEU戦略など）の目的達成を支援し、これに沿うものであるべきである。さらに、「Empowering consumers for the green transition」イニシアティブは、製品の販売時点における情報、特に耐久性や修理可能性に関する情報を改善し、グリーンウォッシュや早期の陳腐化を防ぐのに役立つだろう。また、今後予定されている欧州委員会の「グリーンクレーム」イニシアティブは、製品に関する環境主張の信頼性、比較可能性、検証可能性を高めることで、本法案の措置を補完する。このような主張は、製品環境フットプリント法[footnoteRef:12] を含むライフサイクル分析手法を用いて立証・検証することを要求されるからだ。さらに、本法案の目的は、企業の持続可能なデューディリジェンスに関する法律（[footnoteRef:13] ）、特に企業に対して定めた環境デューディリジェンス規則によって、さらに支援されることになる。 [12: 	製品や組織のライフサイクル環境パフォーマンスを測定・伝達するための環境フットプリント手法の使用に関する2021年12月15日付欧州委員会勧告（EU）2021/2279に規定されている。]  [13: 	COM(2022) 71 final.] 

最後に、本要件は、EUの気候変動目標の達成にも貢献する。基本素材/基本素材部品の生産に留まらず、最終製品そのものを対象とすることで、より直接的な気候変動に焦点を当てた制度との相乗効果や補完が期待される（[footnoteRef:14] ）。これにより、バリューチェーン全体で発生する負の影響（ライフサイクルを通じて製品に組み込まれた排出物やその他の負の影響を含む）に対して行動を起こすことができ、グリーンディールの目的を直接支援し、「大きな被害を与えない」原則と一致する。 [14: 	例えば、Fit for 55パッケージ： https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541] 

2.	法的根拠、補完性、比例性
-	法的根拠
この提案は、欧州連合の機能に関する条約（TFEU）第114条に基づくもので、内部市場の確立と機能を目的とした措置に用いられることになっている。エコデザイン指令（欧州委員会はこの規則による廃止を提案している）は、それ自体、欧州共同体設立条約第95条（現在のTFEU第114条）に基づくものである。
このイニシアティブが取り組む課題は、より持続可能なアプローチを実施しようとする企業にとって不均等な競争環境、または現行のEU規則が製品の持続可能性の側面を部分的にしかカバーしていないという事実など、内部市場に関連するものである。つまり、EU市場に投入されるすべての製品がますます持続可能になることを保証するための包括的な要求事項が存在しないのである。その結果、加盟国は国内レベルで複数のアプローチを採用し始め（域内市場の断片化につながる）、現行のエコデザイン規則の施行は不十分で不均一なものとなっている。 
十分かつ包括的な域内市場ルールがないため、加盟国や業界によって開発されたイニシアティブが、潜在的な障壁、断片化、支離滅裂なアプローチを生じさせ、域内市場の機能を損なう余地がある。さらに、製品の環境持続可能性を定義する包括的な要件、すなわちエコデザイン要件がない場合、ある加盟国で持続可能であると考えられている同じ製品が、別の加盟国では持続可能であると認められない可能性がある。さらに、最近採択された国内法では、EUの国境を越えて活動する製造業者（および小売業者）に対して、加盟国ごとに異なるさまざまな国内義務を遵守することが義務付けられる可能性がある。 
これらの新しい国内義務は、再生電子機器に施された技術的操作に関する情報提供義務、フランスにおけるソフトウェアの互換性期間に関する義務、ドイツにおける売れ残り耐久財の取り扱いに関する報告義務など、商品にエコデザインの要件を設定することで規制措置を講じようとする傾向を明確に示している。その結果、EUが行動を起こさなければ、必然的に各国の義務が増加し、市場の細分化が進むことになる。
上記の問題は、本提案がTFEU114条を根拠とする根拠となる。
-	相補性 
必要性テストは、提案の目的が加盟国による行動のみで十分に達成できるかどうかを問うものである。このテストでは、すべての加盟国においてサステナブル製品のための調和され、十分に機能する域内市場を実現するために、調和された一連のルールを導入することが不可欠であり、したがって域内市場で活動する企業にとって公平な競争条件となる。これには、製品要件やユーザーへの信頼できる情報提供の義務などが含まれる。 
加盟国だけでは、ビジネスに対する要求の相違や製品の自由な移動に対する障害、規制負担、ビジネスに対する過剰なコストを生じさせることなく、この範囲の措置を制定することはできないだろう。さらに、加盟国が単独で実施する措置は、必然的に異なる手段を生み出し、消費者の選択をより複雑なものにするだろう。加盟国が個別に対応する場合、特に域内市場を越えて取引される製品について、異なる手法やアプローチに基づく競合するシステムが存在することになる危険性が高い。これは、市場を分断し、EU全域で製品の環境性能に関する認識や情報のレベルが異なり、EU加盟国間で取引する企業にとって追加的なコストにつながる可能性が高い。   
有効性テストは、EUレベルの行動が、国レベルの行動よりも有効であるかどうかをチェックするものである。このテストでは、EUレベルの行動のみが、EU全域に適用される調和された製品要件と持続可能性の側面に関する情報要件を設定し、商品の自由な移動を保証し、消費者に、どの加盟国で購入された製品であっても持続可能な特性や循環機能に関する適切で信頼できる情報を提供することができるとされている。EUレベルで要求事項を設定することには、明確な付加価値がある。なぜなら、すべての加盟国において調和され、十分に機能する域内市場が形成され、域内市場で活動する企業にとって公平な競争の場となるためである。EUレベルで設定される調和された最低要件と情報要件により、持続可能な製品と循環型社会がすべての加盟国で促進され、より大きく効率的な市場が形成され、したがって、産業界がそれらを開発するインセンティブが高まる。最後に、域内市場の規模は、EUが製品の持続可能性を促進し、世界中の製品設計やバリューチェーン・マネジメントに影響を与えることを可能にするクリティカルマスである。
-	プロポーショナリティ
本提案は、可能な限り広範な製品に対してエコデザイン要件を策定するための規制的枠組みを提供するために必要な範囲を超えるものではない。
欧州委員会は、欧州委員会の「より良い規制」のガイドラインに沿って実施される影響評価に基づき、実施措置を発行するという、エコデザイン指令で踏襲したアプローチを継続する予定である。そのため、欧州委員会は、一連の要求事項ごとに異なる選択肢の経済的および環境的影響の分析を実施する予定である。これにより、比例性を維持することができるようになる。 
本提案は、比例性を確保するための手段として、柔軟な枠組みとして設計されている。このため、事前評価に基づいて正当化されない限り、要求事項の基準や目標を設定しない。比例を確保するために、個々の要件は、どの製品グループにも適用される前に正当化される必要がある。明確に定義された製品グループのレベルで要件、基準または目標を設定することで、影響の慎重な評価が可能になる。また、製品の固有の特性、製造プロセス、市場の状況に応じて要求事項、目標、基準を設定することの付加価値と比例性を、欧州委員会が考慮することができるようになる。
-	楽器の選択
規制は、すべての事業者に対して直接的な要件を設定するため、EU全域で完全に統合された市場の施行に必要な法的確実性と範囲を提供することになる。また、規制は、27の加盟国すべてにおいて、同じ時期に同じ方法で義務が実施されることを保証する。
3.	事後評価、ステークホルダーとの協議、インパクトアセスメントの結果
-	既存法の事後評価・適合性チェック
2019年3月、欧州委員会は「循環型経済における持続可能な製品-循環型経済に貢献するEU製品政策フレームワークに向けて[footnoteRef:15] 」と題するスタッフ作業文書を発表した。これは、製品に影響を与えるEUの政策が、循環型経済への移行にどの程度貢献しているか、また、より強力な貢献をする可能性があるのはどこかについて検討した。その結果、すべての製品の持続可能な生産と消費、および/または、消費者に対するこれらの製品に関する情報の入手可能性と信頼性をカバーする包括的で統合されたEUの政策手段は存在しないことがわかった。  [15: 	SWD(2019)92最終回。] 

エコデザイン指令の連続評価（[footnoteRef:16]  ）は、それが規制ツールとして明らかに適切かつ効果的であることを確認したものの、実施と施行を改善する可能性を指摘した。例えば、これらの評価は、「SCP/SIP 行動計画（[footnoteRef:17] ）のエネルギー効率の側面と EU の資源効率政策がエコデザイン指令と実施措置によって提供できることは広く認識されているが、一部の加盟国代表と環境 NGO からは、実施措置において他の環境側面への適用範囲が限定されている結果、機会を逃していることも指摘されている」[footnoteRef:18] と指摘した。また、評価では、エネルギー効率以外の側面を扱う指令の未開発の可能性を強調し、「製品範囲、政策選択、基礎的な技術分析の結果として、扱われていないエネルギー以外の改善があったかもしれない」と結論付けている。 [16: 	エコデザイン指令（2009/125/EC）の評価、Centre for Strategy and Evaluation Services（CSES）、2012年、エネルギーラベル指令とエコデザイン指令の特定の側面の評価、Ecofys、2014年6月、エコデザインとエネルギーラベルに関するEUの行動：エネルギー効率向上への重要な貢献が、著しい遅延と非遵守によって減少、欧州監査院、特別報告01/2020。]  [17: 	持続可能な消費と生産および持続可能な産業政策行動計画に関するコミュニケーション]  [18: 	エコデザイン指令の評価 p.19.] 

-	ステークホルダーとの協議
Better Regulationのガイドラインに沿って、いくつかのコンサルテーション活動が行われた。 
1. 2020年9月14日から11月16日まで、インセプション・インパクト・アセスメントに関するコンサルテーションを実施[footnoteRef:19] .193 件の回答を得た。 [19: 	https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative_en] 

2021年3月17日から6月9日まで公開のパブリックコンサルテーションを実施。626件の回答が寄せられた。
2021年4月から7月にかけて、サステナブル・プロダクト・イニシアティブに関連するさまざまなトピックに関する一連のワークショップが開催され、複数のステークホルダー・グループからの参加者が広く参加した。
2021年4月26日～6月15日、中小企業を対象としたアンケート調査。332件の回答を得た。
2021年10月20日から11月4日まで、中小企業（SME）を対象とした2回目のターゲット調査を実施した。これは、主に中小企業を代表する組織の専門知識を活用した。35件の返信があった。 
2021年5月20日から6月9日まで、選ばれたステークホルダーの代表者にテーラーメイドのアンケートを提出。
選ばれたステークホルダーの代表者に、多くのステークホルダーインタビューを実施した。
全体として、協議活動では、製品の持続可能性をカバーする規制イニシアチブに対する強い一般的な支持が示された。ほとんどの関係者は、このイニシアチブが幅広い製品範囲をカバーし、製品規制に対して全ライフサイクル的なアプローチを取ることを提唱した。また、現行のエコデザイン指令の適用範囲を拡大することへの強い支持が示され、2020年の循環型経済行動計画で特定されたセクターを優先させるべきとの意見も一般的だった。フィードバックでは、製品の特異性をしっかりと考慮したアプローチを（特にメーカー/輸入業者が）好むことが示された。明確で包括的な拘束力のある法律がないこと、信頼できる情報がないことは、エコデザイン要求の不均一な実施と同様に、EU市場で持続可能な製品の利用を増やすための障壁であるという点で、一般的な合意が得られている。デジタル製品パスポートを導入するというアイデアは、サステナブル製品の需要を喚起するためのインセンティブやツール同様、すべてのステークホルダーグループにおいて、一般的に明確な多数決で支持されている。このイニシアチブの実施に伴い、より強力な執行と市場監視活動（例：検査や監査）が必要であると考えられている。
ステークホルダーとの協議による詳細な結論は、影響評価書の付属書2に記載されている。
-	専門知識の収集と活用
欧州委員会は、本提案に付随する影響評価に反映させるための調査を外部の専門家に発注した。この研究は、同文書に記載された政策オプションの分析の基礎となるデータの一部を提供し、ひいては今回の提案に含まれる施策に反映させるものである。外部専門家は、研究のさまざまな段階を通じて、欧州委員会と緊密に協力して作業を行った。
-	インパクトアセスメント
この提案は、影響評価に基づくものである。2021年9月17日に出された規制精査委員会の否定的意見で指摘された問題を解決した後、影響評価は2022年1月21日に肯定的意見を得ている。最終意見では、選択肢の選択、規制の下で採用される方法、デジタル製品パスポートのルールが実際にどのように敷かれるのかについて、追加で詳細を求めた。
このイニシアティブが改善しようとする主な問題、それに関連する副問題、および特定された政策オプションは、影響評価のセクション2と5.2に詳述されている。望ましい選択肢の組み合わせは、影響評価のセクション7で詳細に説明されている。影響評価の付属書10は、分析したすべてのサブオプションのコストと便益の概要を示しており、付属書12は、好ましいオプションの組み合わせに関連すると思われるコストと便益に関する詳細情報を示している。これらすべての側面は、影響評価に付随するエグゼクティブサマリーにまとめられている。
フレームワーク・アーキテクチャを想定しているため、要件に起因する正確なコストを見積もることは困難である。大半は、二次法の制定後、第二段階で発生することになる。 
今後、各委任法に関連して行われる専用の影響評価では、第三国の事業者を含め、予想される影響を、WTOの通達も踏まえて詳細に評価する。
なお、このイニシアチブの準備中に、「企業の持続可能なデューデリジェンスに関する指令のための委員会提案」[footnoteRef:20] が採択されたため、この立法提案の範囲から社会的側面に関する要件を除外することが適切と判断されたことを付記しておく。  [20: 	COM(2022) 71 final.] 

法文に明記されているように、本規則の適用日から8年後に評価が行われる。この評価では、特に、規制の枠組みに社会的要件を盛り込むことが検討される可能性がある。     
-	規制の適正化と簡素化
この規制は、域内市場で活動する企業にとって公平な競争条件を作り出すことが期待される。EUレベルで提案されている調和された要件は、国レベルの複数の既存または計画された要件に取って代わる可能性があることから、全体的なコンプライアンス・コストを削減する可能性が高い。 
より持続可能な生産と透明性の高いサプライチェーンを用いる生産者は、持続可能性の低い方法を用いる生産者よりもEUの市場シェアを獲得し、競争力を高めることが期待される。
中小企業は、影響評価で特定された政策オプションの好ましい組み合わせの下で、いくつかの対策から一定のマイナスの影響が生じる可能性があることを示唆したが、多くの企業が、これらの影響は相殺でき、時間とともに付加価値をもたらす（材料費の削減、顧客ロイヤルティの向上、より環境に優しい製品の市場へのアクセス向上、評判上の利益などによる）、という考えも表明している。さらに、欧州委員会は、中小企業への悪影響を軽減する方法を特に検討した。これらは、付属の影響評価書の付属書19と、今回の提案の特定の条項に詳述されている。 
協議の目的については、エコデザイン指令に基づく既存の協議フォーラムの成功例を引き継ぎ、加盟国の代表と、中小企業や工芸品を含む産業界、労働組合、商社、小売業者、輸入業者、環境保護団体、消費者団体などすべての利害関係者がバランスよく参加するエコデザインフォーラムを設立することを提案している。エコデザインフォーラムは、欧州委員会が委任された権限を正式に行使する前に、作業計画およびエコデザイン要求事項の作成に関する専門知識を欧州委員会に提供することに限定される。欧州委員会は、2016年4月13日の「より良い法作りに関する機関間合意」[footnoteRef:21] に従い、本規則に基づき採択される委任法について加盟国と協議するための専門家グループを追加設置することができる。 [21: 	OJ L123, 12.5.2016, p. 1.] 

また、サプライチェーン事業者、当局、消費者の間で製品関連情報を電子的に登録、処理、共有するためのデジタル製品パスポートの創設も提案されている。これにより、サプライチェーン事業者と一般消費者の双方にとって透明性が向上し、情報伝達の効率化が図られることが期待される。特に、EUおよび加盟国の当局が行う規制の監視と執行の円滑化と合理化に役立つと思われる。また、将来的に義務を改訂・改善する際に利用される可能性のある市場情報ツールを提供する可能性がある。
エコデザインに関するFit for Future Platformの意見[footnoteRef:22] は、製品の持続可能性を向上させる必要性と、ビジネスへの負担を最小限に抑えつつ新しい義務を導入する必要性を認識した。同プラットフォームは、デジタル化、中小企業への負担の考慮、一貫性と明確性の確保に関する新しい法律の設計において考慮された9つの提案を行った。例えば、消費者がより良い情報にアクセスできるようにする一方で、デジタル製品パスポートがベストプラクティスに従って効率的な情報の流れを可能にすること、また、中小企業への影響が比例して残るように、本規則に基づく措置に緩和策を付随させる可能性があることなどが挙げられる。  [22: 	https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/final_opinion_2021_sbgr2_10_ecodesign.pdf] 

-	基本的人権
 エコデザインの要件は、EU基本権憲章に規定されている基本的権利の保護と促進にとって有益であり、事業遂行の自由（16条）、環境保護の権利（37条）、消費者保護の権利（38条）を含む。
4.	予算上の影響
本提案が欧州委員会に与える予算的影響は限定的である。具体的には、EUの多年次財政枠組み（MFF）の2022年から2027年にかけて、同規則と関連する委任法を完全に実施するために、54人の常勤職員が必要となる。既存の予算枠に新たなコミットメントが必要となり、その額は、MFFの見出し1（単一市場、イノベーション、デジタル）に233億3800万ユーロ、見出し3（天然資源と環境）に439億1200万ユーロ、見出し7（行政支出）に386億2100万ユーロとなる。新たなコミットメントは、関連プログラムの既存の予算枠から賄われる予定である。
予算への影響は、主に以下の作業から生じています：
2022年から2026年の間に、現行のエコデザイン指令に基づく33の欧州委員会規制を見直し、5つの新たな措置を採択するが、これは現在指令の実施に従事しているスタッフでは実施することが不可能である；
2024年から2027年の間に最大18の新しい委任法を準備・採択し、2028年から2030年の間に12の新しい委任法も採択し、2025年から2027年にスタッフと予算の影響を与える；
市場監視、売れ残り消費財の破棄に関する情報の開示、自主規制措置の承認など、本規則の実施のための統一的な条件を確保するために必要な場合、実施法を作成する（2024年から平均して1年に1回）こと。
デジタル製品パスポート、市場監視と税関管理の支援、製品設計と製造に循環性を取り入れるための経済主体間の経験交換を支援する欧州循環ビジネスハブ[footnoteRef:23] に関する水平方向のタスクを実行する。 [23: 	ハブは、循環型ビジネスモデルの導入を支援し、啓発、協力、訓練、ベストプラクティスの交換を含む情報やサービスを提供する。このハブは、既存のEUの活動、特に欧州循環経済ステークホルダー・プラットフォーム、エンタープライズ・ヨーロッパ・ネットワーク・サステナビリティ・アドバイザー、欧州グリーンテック・クラスター・ネットワークなどの専門知識とサービス提供を基盤としています。] 

スタッフの必要性という点では、欧州委員会は、主管DG間で業務を分担し、可能な限りスタッフを再配置し、委任法および実施法の準備や横断的な業務のための科学技術支援を外注する方法を慎重に検討した。
5.	その他の要素
-	実施計画およびモニタリング、評価、報告の取り決め
2021年11月に発表された「より良い規制」のガイドライン、特にツール38に従って、欧州委員会は、立法案が共同立法者によって採択された後、実施戦略を作成することになる。この戦略には、使用されるさまざまなコンプライアンス推進ツールが示され、デジタル技術の導入に関連する側面も含まれる予定である。 
-	提案の具体的な条項の詳細説明
第1条は、本規則の主題であるエコデザイン要求事項の設定、デジタル製品パスポートの作成、および売れ残った消費者製品の破棄の禁止に関する枠組みを規定している。第1条では、耐久性と信頼性、再利用性、アップグレード性、修理性、メンテナンスと改修の可能性、懸念物質の存在、エネルギーと資源の効率、リサイクル素材など、エコデザイン要件に関連する製品の側面を示している。さらに、食品、飼料、医薬品など一部の分野のみが対象外であるなど、規制の適用範囲を定めている。
第 2 条は、本規則の目的に必要な定義を定めている。これらの定義の多くは、新規制枠組み（規則（EC）No 765/2008および決定768/2008/EC）、廃止されたエコデザイン指令、または既存の連合環境法（廃棄物枠組み指令など）から引き継がれる。製品パスポートや売れ残った消費財の廃棄に関する規定など、新しい定義が追加されている。
第3条は、この規則に従って採択された委任法に適合する製品の自由な移動に関連する一般原則を規定する。 
第4条は、欧州委員会が、エコデザインの要件、適合性評価手続きに関する要件、エネルギー消費量またはその他のパラメータに関する性能の測定に関する要件、製造業者、認定代理人または輸入業者が欧州委員会または市場監視当局に情報を提供するための要件、製品の性能を計算するオンラインツールの使用に関する要件、適合宣言または表示の代替規則に関する要件、最後に、加盟国のインセンティブおよび公的調達基準に関する要件を定めることによって、本規則を補足する委任法の採択を行う権限を規定したものである。
第5条は、エコデザイン要求事項を採用するための一般的な枠組みを定めている。また、これらの要求事項が改善できる製品の側面を示している。これらの要求事項は、ある特定の製品グループに適用されることもあれば、技術的な類似性により共通の要求事項を設定することができる場合には、より多くの製品グループに水平的に適用されることもあると説明している。また、エコデザイン要件には性能要件と情報要件が含まれることを明記しています）。  最後に、欧州委員会がエコデザイン要求事項を作成する際に満たすべき条件と、それらの要求事項が満たすべき基準の数々を定めている。
また、欧州委員会は、サプライチェーンの関係者が、製品がエコデザイン要件に適合していることを検証するために、メーカー、通知機関、管轄の国家当局と協力することを求めることができる。 
第6条では、性能要件についてより詳しく説明している。例えば、性能要件は、選択された製品パラメータ（そのリストは附属書Iにある）に基づいて、製品の側面を改善するために設定された定量的レベルまたは非定量的要件のいずれかの形態をとることができることを説明している。 
第7条は、情報要件に焦点を当てている。同条はさらに、製品の性能に関する情報、製品の設置方法や使用方法に関する消費者向けの情報など、提供可能な他のタイプの情報についても詳述している。この情報は、製品間の比較を容易にするために、例えばAからGまでの「性能のクラス」の形をとることができる。 
最後に、同条は、情報を提供するさまざまな方法（パスポート、ウェブサイト、ラベルなど）を明記している。
第8条は、デジタル製品パスポートに関連する情報要件において、欧州委員会が指定する必要のある要素、例えば、含まれるべき情報、誰がどの情報にアクセスできるのかについて定めている。第9条から第11条は、プロダクトパスポートを実施するために必要な規定を定めている。第9条は、プロダクトパスポートに関連する一般的な要件を定めている。第10条は、プロダクトパスポートの技術的な設計および運用に関する必須要件を規定する。第11条は、事業者及び施設の固有識別子に関連する規則を規定する。 
第12条では、プロダクトパスポートに含まれる情報を保存する登録簿を設置することを規定し、欧州委員会がどの情報をアップロードする必要があるかを指定できるようにしている。
第13条には、製品パスポートに関連して税関当局に期待されること、および税関当局がその業務を円滑に進めるためにアクセスすべき情報を規定した条項が含まれている。 
第14条は、ラベルが特定の製品群に使用される場合に、ラベルに付随する要件を規定している。その場合、委任法はラベルの内容（性能のクラスを含む）とレイアウト、および消費者への表示方法を規定しなければならないと説明している。製品がすでにエネルギーラベル規則（EU）2017/1369に規定されたラベルでカバーされており、他の性能クラスを含む他のパラメータに関する情報をそのラベルに含めることができない場合、委員会が適切と判断すれば、その情報を別のラベルに含めることができる。
第15条は、経済事業者が本規則に規定されたラベルを模倣したラベルを表示できないことを明記している。 
第16条は、欧州委員会が少なくとも3年間をカバーする作業計画を採択することを規定し、製品の優先順位をつけるための基準を示している。作業計画には、欧州委員会が今後数年間に取り組む予定の製品群のリストが示されている。 
第17条では、エコデザインフォーラム（専門家集団）を設置する。これは、指令2009/125/ECの下で設立された既存の協議フォーラムに基づくものである。 
第 18 条は、自主規制措置に関するものである。これらは業界主導の対策であり、第 5 条に従って採択されたエコデザイン要件を定める委任法の代替とし て使用することができる。指令 2009/125/EC[footnoteRef:24] には、自主的な合意に関する条文が既に含まれている。本規則の第 17 条は、指令 2009/125/EC の元の条文を拡大したものである。特に、自主規制措置が含むべき内容、業界が欧州委員会に証拠として提出すべき内容、欧州委員会が自主規制措置を委任法の有効な代替案として承認するための手続きについて定めている。 [24: 	2009年10月21日付欧州議会・理事会指令2009/125/EC エネルギー関連製品のエコデザイン要件設定のための枠組みを定める指令（EEA関連文書）（OJ L 285, 31.10.2009, p. 10）。] 

第19条は、本規則および今後の委任法の一般的な実施に際して、中小企業を支援するために加盟国および欧州委員会が講じることが求められるいくつかの措置を定めている。このような措置には、ガイドライン、財政支援、研修が含まれる。
第20条は、まず、売れ残った消費者製品を廃棄する経済事業者の透明性の一般的な義務を定めている。また、経済事業者が売れ残った消費者製品を廃棄することを禁止するための委任法を採択する可能性を規定している。これらの委任法には、例えば健康や安全を理由とする一般的な禁止事項の適用除外を含めることもできる。このような適用除外を用いる場合、経済事業者は透明性の義務も負う（廃棄した製品の数、廃棄の理由などを開示する）。この条文は中小企業には適用されないが、製品の破壊を禁止する委任法は、一部の義務が特定のカテゴリーの中小企業（零細、小規模、中規模）に適用されると規定することがでく。  
第21条、第22条、第23条および第24条は、製造者、公認代理店、輸入業者および販売業者の義務を規定する。これらは、決定768/2008/ECの標準規定に基づいている。 
第25条は、特にラベルの表示と、（オンライン）遠隔販売の場合を含む製品パスポートへのアクセスに関する販売店（一般的には小売業者または販売業者）の義務を規定している。 
第26条は、委任法が製品にラベルを貼ることを要求している場合、経済事業者が遵守しなければならないさまざまな義務（例：販売店へのラベルの提供）をまとめたものである。 
第27条は、フルフィルメントサービスプロバイダーの義務、すなわち、製品を取り扱う際に、倉庫保管、包装、宛名書き、発送の際の条件が、製品のエコデザイン要件への適合を危うくしないことを保証することに関わる。 
第28条は、決定768/2008/ECの標準条文で、製造者の義務が輸入業者と販売業者に適用される2つのケースを定めている。
第29条は、特に市場監視当局との協力に関するオンラインマーケットプレイスおよびオンライン検索エンジンの義務を定めている。また、市場監視当局がオンラインマーケットプレイスに対して違法コンテンツの削除を命じる権限を持つべきことを明記している。 
第30条では、将来の委任法として、経済事業者が技術文書を要求なしにデジタルで利用できるようにする可能性を示している。さらに、エコデザイン要件が設定された製品の市場浸透度を評価するため、同条は経済事業者に供給された製品に関する情報を提供することを求めている。
第31条は、適切な場合、製品が使用中に消費するエネルギー、またはその他の関連パラメータとの関連でその性能を測定し、このデータをエンドユーザーが利用できるようにすべきであると規定している。委任法で定められている場合、製造者はこのデータを収集、匿名化し、欧州委員会に報告しなければならない。 
製品の適合性に関する第8章は、製品の適合性を評価する方法に関する標準的な規定が中心となっている。に関するものである： 
試験、測定及び計算のために、信頼でき、正確で再現性のある方法を使用すること（第32条）； 
適合の推定を提供する調和された基準（第34条）； 
調和された規格がない場合、欧州委員会が共通の仕様を採用する可能性（第35条）； 
適合性評価手続き（第36条）； 
EU適合宣言（第37条）、および 
CEマーキング（第38条および第39条）および代替マーキング（第40条）を使用することができる。 
本標準章において注目すべきは、ユニオンエコラベルを貼付した製品については、エコデザイン要件に適合していると推定されること（第34条）と、委任法において、対象となる製品に応じて関連する適合性評価モジュールを修正することができること（第36条）である。 
第33条は、迂回行為の防止に関するものである。例えば、試験中であることを検知し、より有利な結果になるように自動的に性能を変更することができるように設計された製品は、市場での販売が許可されない。  
第IX章（第41条から第56条）は、適合性評価機関の届出に関するもので、決定768/2008/ECに基づく標準規定と、法的明確性を確保し、届出機関の独立性、能力、監視をさらに強化するためのこれらの規定の的を絞った強化から構成されている。  
第57条は、加盟国が製品に報いるためのインセンティブを採用する場合、それらのインセンティブは、原則として、最も高い2つの性能クラス、またはEUエコラベルが貼付された製品を対象とすべきであると規定している。性能クラスが設定されていない場合、または性能クラスが複数の製品パラメータに基づいている場合、欧州委員会は、加盟国のインセンティブがどのように機能しなければならないかを委任法でさらに規定することがでく。 
第58条は、グリーン公共調達に関するもので、より具体的には、本規則に従って採択された委任法が、本規則の付属書に記載された製品パラメータに基づき、公共契約に適用される要件（技術仕様、選定基準、授与基準など）を定める可能性について述べている。 
第 XI 章は、市場サーベイランスに関するものである。一般的に市場監視規則（EU）2019/1020の下で存在する義務を基礎としつつ、本規則に関連する場合、より具体的な義務をいくつか規定している。 
第59条では、加盟国に対し、市場監視活動のための行動計画を策定することを求めている。この計画には、同条に定められたいくつかの基準に基づいて特定される「市場監視の優先順位」と、計画されているチェックの性質と数が含まれていなければならない。 
第60条は、欧州委員会に対し、特定の製品について実施すべき最小限の検査回数を定めた委任法を採択する権限を与えている。 
第61条では、市場監視規則（ICSMS）に基づく情報通信システムに言及し、加盟国に対し、本規則に基づき科される罰則に関する情報の入力を求めている。これに基づき、欧州委員会は、検査の頻度、科される罰則の性質と厳しさに関する指標となるベンチマークを含む報告書を採択することが求められている。
第62条は、市場監視規則に従って設置された行政協力グループ（'ADCO'）に言及し、本規則の文脈におけるその役割を定めている。この役割には、加盟国の行動計画における共通の優先事項や、欧州連合の支援の優先事項（共同市場監視および試験プロジェクト、機器やITツールを含む市場監視能力への共同投資、共通の研修会、ガイドラインなど）の特定が含まれる。 
第XII章は，セーフガード手続に関するもので，標準的な規定に基づくものである。第61条は，国内市場監視当局が製品にリスクがあると判断した場合に従うべき手続を定めている。この場合，国内市場監視当局は，他の市場監視当局に，取られた措置（製品の入手の禁止又は制限，撤回又は回収）を通知する手続を開始しなければならない。
第64条は、加盟国または欧州委員会が、第63条に規定されたセーフガード手続きに基づいて国内レベルで行われた措置に同意しない場合に使用される連邦セーフガード手続きを定めている。協議の結果、欧州委員会は、当該措置が正当化されるか否かを決定する実施法を採択する。採択されると、すべての加盟国は、非適合製品が市場から撤去されることを保証しなければならない。 
第65条は、非遵守の事例が形式的な義務（CEマーキングの貼付、EU適合宣言など）に関連する場合について特に言及している。  
第XIII章は、委任行為に関する条文（第66条）と実施行為に関する条文（第67条）を含む標準的な章である。
第十四章は最終規定に関する標準的な章であり、罰則（第68条）、採択から8年後の規則評価の実施（第69条）、廃止および移行規定（第70条）に関する記事がある。注目すべきは、エコデザイン指令に基づいて採用された実施措置が、本規則に従って採択された委任法によって廃止されるまで適用され続けるという事実である。 
付属書 I は、本規則に基づく製品の性能および情報要件の設定に使用される製品パラメータを規定する。 
附属書IIは、このような性能要件を設定するための手続きを定めている。 
付属書Ⅲは、製品パスポートに記載できる情報を列挙し、記載すべき情報を規定したものである。 
付属書IVは、第35条（決定768/2008/ECより）で言及された標準適合性評価モジュールを再現している。
付属書Vは、EUの標準的な適合性宣言を再現している。 
付属書VIは、本規則に従って採択されるエコデザイン要件を定める委任法の内容に関するより詳細な情報を提供する。 
附属書VIIは、自主規制措置に適用される一般的な基準を定めている（第18条）。 
付属書VIIIは、エコデザイン指令との相関表を含む標準付属書である。 
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提案
欧州議会および欧州理事会規則
持続可能な製品のエコデザイン要件を設定するための枠組みを確立し、指令 2009/125/EC を廃止すること。
(EEAに関連するテキスト）。
欧州議会と欧州連合理事会は、
欧州連合の機能に関する条約、特にその第114条を考慮すること、
欧州委員会からの提案に配慮して、
立法草案が各国議会に伝達された後、
欧州経済社会委員会の意見に配慮し、[footnoteRef:25] 、  [25: 	OJ C ,, p. .] 

通常の立法手続きに則って行動すること、
一方：
(1)	欧州グリーンディール[footnoteRef:26]  は、欧州の持続可能な成長戦略であり、欧州連合を、近代的で競争力のある、気候ニュートラルで循環型の経済を持つ、公平で豊かな社会へと変革することを目的としている。2050年までに欧州で初めて気候変動に左右されない大陸となるという野心的な目標を掲げている。また、より公平で、より環境に優しく、よりデジタルな欧州を構築することで、欧州連合の競争力維持に投資することの利点を認識している。製品は、このグリーンな移行において極めて重要な役割を担っている。現在の生産プロセスと消費パターンは直線的で、新素材の抽出、商品の取引、加工、そして最終的に廃棄物や排出物として処分される処理能力に依存していることを強調し、欧州グリーンディールは、循環経済モデルへの移行が急務であることを強調するとともに、まだ大きな進展があることを強調している。また、エネルギー部門の脱炭素化、2030年および2050年の気候変動目標の達成のために、エネルギー効率を優先課題として挙げている。  [26: 	欧州委員会から欧州議会、欧州理事会、理事会、欧州経済社会委員会、地域委員会へのコミュニケーション 欧州グリーンディール COM(2019)640 final.] 

(2)	循環型経済モデルへの移行を加速させるため、欧州委員会は、よりクリーンで競争力のある欧州のための循環型経済行動計画[footnoteRef:27] （CEAP）において、規制の枠組みを持続可能な未来に適合させることを目的とした未来志向のアジェンダを設計した。この計画にあるように、現在、EU市場に投入されるすべての製品がますます持続可能になり、循環性のテストに耐えられるようにするための包括的な一連の要件は存在しない。特に、製品設計は、ライフサイクル全体にわたる持続可能性を十分に促進するものではない。その結果、製品は頻繁に買い替えられ、新しい製品を生産・流通させ、古い製品を廃棄するために、エネルギーと資源が大量に使用されている。経済事業者や市民が製品に関して持続可能な選択をすることは、関連する情報や手頃な価格のオプションが不足しているため、まだ困難である。そのため、持続可能な事業や価値維持のための機会を逃し、二次材料の需要が限られ、循環型ビジネスモデルの導入に支障をきたしている。  [27: 	欧州委員会から欧州議会、欧州理事会、欧州経済社会委員会、地方委員会へのコミュニケーション A new Circular Economy Action Plan For a Clean and more competitive Europe COM(2020)98 final.] 

(3)	欧州産業戦略（[footnoteRef:28] ）は、気候的中立性とデジタル・リーダーシップへの「双子の移行」を促進するという欧州連合の包括的な野心を示している。また、欧州の産業界が、炭素と材料のフットプリントを削減し、経済全体に循環性を組み込むことによって、この中で果たすべき主導的役割を指摘し、従来のモデルから脱却して、製品の設計、製造、使用、廃棄の方法を変革する必要性を強調している。産業戦略の2021年版アップデート[footnoteRef:29] は、2020年戦略の主要メッセージを強化し、レジリエンスを育成する必要性など、COVID-19危機からの教訓に焦点を当てている。  [28: 	欧州委員会から欧州議会、欧州理事会、欧州経済社会委員会、地域委員会へのコミュニケーション 欧州の新しい産業戦略 COM(2020)102 final.]  [29: 	欧州委員会から欧州議会、欧州理事会、欧州経済社会委員会、地域委員会へのコミュニケーション 2020年新産業戦略を更新する：欧州復興のためのより強い単一市場の構築 COM(2021)350 final] 

(4)	EUレベルでの法律がない中、電子機器のソフトウェアの互換性期間に関する情報要件から、売れ残った耐久消費財の取り扱いに関する報告義務まで、製品の環境持続性を向上させるための多様な国のアプローチが既に現れている。  このことは、本規則が追求する目的を達成するために各国がさらに努力することが、域内市場のさらなる分断を招く可能性が高いことを示している。したがって、高いレベルの環境保護を確保しつつ、域内市場の機能を守るために、製品にエコデザイン要件を段階的に導入する規制の枠組みが必要である。本規則は、欧州議会および理事会の指令2009/125/EC（[footnoteRef:30] ）で最初に定められたエコデザインのアプローチを、可能な限り幅広い製品に適用することで、そのような枠組みを提供する。 [30: 	2009年10月21日付欧州議会・理事会指令2009/125/EC エネルギー関連製品のエコデザイン要件設定のための枠組みを定める指令（EEA関連文書）（OJ L 285, 31.10.2009, p. 10）。] 

(5)	この規則は、気候変動に左右されない、資源効率の高い、循環型経済に適した製品を作り、廃棄物を削減し、持続可能性のフロントランナーのパフォーマンスが徐々に標準となるようにすることに貢献する。製品の耐久性、再利用性、アップグレード性、修理性の向上、改修・メンテナンスの可能性の向上、製品中の有害化学物質の存在への対応、エネルギー・資源効率の向上、廃棄物の予想発生量の削減、製品のリサイクル率の向上、さらに性能と安全性の確保、再製造と高品質のリサイクルの実現、炭素・環境フットプリントの削減を目的とした新しいエコデザイン要件の設定を規定すべきである。  
(6)	欧州議会は、2020年11月25日の決議「ビジネスと消費者にとってより持続可能な単一市場に向けて」[footnoteRef:31] において、修理、再使用、リサイクルが容易な耐久性のある製品の促進を歓迎した。2021年2月16日に採択された新循環経済行動計画に関する報告書（[footnoteRef:32] ）において、欧州議会は、CEAPで欧州委員会が提示した議題をさらに支持した。欧州議会は、循環型経済への移行が、現在の環境問題やCOVID-19の大流行による経済危機に対処するための解決策を提供できると考えている。理事会は、2020年12月11日に採択された「復興をサーキュラーかつグリーンに」に関する結論[footnoteRef:33] において、気候中立性、エネルギーと資源の効率、無害な循環経済を促進し、公衆衛生と生物多様性を保護し、消費者と公共の買い手に権限を与え保護する、包括的かつ統合的な持続可能な製品政策枠組みの一部として、立法案を提出するという欧州委員会の意図も歓迎した。 [31: 	P9_TA(2020)0318です。]  [32: 	P9_TA(2021)0040です。]  [33: 	13852/20.] 

(7)	本規則は、欧州連合の気候およびエネルギーに関する目標の達成に貢献するはずである。[footnoteRef:34]2016年に欧州連合が批准したパリ協定で定められた目標に沿って、欧州議会および理事会の規則（EU）2021/1119、「欧州気候法」[footnoteRef:35] は、2030年までに温室効果ガスの純排出量を少なくとも55%削減するという拘束力のある連合国内の約束を設け、2050年までに経済全体の気候中立性という目標を法律に明記している。2021年、欧州委員会は、EUの気候・エネルギー政策をこれらの目標達成に適したものにするため、「55にふさわしいパッケージ」[footnoteRef:36] を採択した。  そのためには、欧州議会および理事会の指令（EU）2018/2002[footnoteRef:37] に明記されたエネルギー効率第一主義に則り、エネルギー効率の改善を大幅に強化し、2030年までに最終エネルギー消費量に換算して約36%にする必要がある[footnoteRef:38] 。本規則に基づき制定された製品要件は、製品のエネルギーフットプリントを大幅に削減することで、この目標に向けて重要な役割を果たすはずである。また、これらのエネルギー効率要件は、エネルギー価格の上昇に対する消費者の脆弱性を軽減するものである。パリ協定で認識されているように、消費と生産の持続可能性を向上させることは、気候変動に対処する上で重要な役割を果たすことになる。 [34: 	気候変動に関する国連枠組条約の下で採択されたパリ協定の欧州連合を代表する締結に関する2016年10月5日の理事会決定（EU）2016/1841（OJ L 282, 19.10.2016, p.1）.]  [35: 	2021年6月30日付欧州議会及び理事会規則（EU）2021/1119気候中立性達成のための枠組みを確立し、規則（EC）No 401/2009及び（EU）2018/1999（「欧州気候法」）を改正（OJ L 243, 9.7.2021, p.1 ).]  [36: 	https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541 ]  [37: 	エネルギー効率に関する指令2012/27/EUを改正する2018年12月11日の欧州議会および理事会の指令（EU）2018/2002（OJ L 328, 21.12.2018, p.210）.]  [38: 	気候目標計画に伴う影響評価（Stepping up Europe's 2030 climate ambition - Investing in a climate-neutral future for benefit of our people, COM/2020/562 final）および【エネルギー効率指令案】によれば、以下のとおりです。] 

(8)	本規則は、EU の広範な環境目標の達成にも寄与するはずである。第8次環境行動計画（[footnoteRef:39] ）は、惑星境界内に留まるというEUの目標を法的枠組みとして明記し、無害な循環経済への移行を含む優先目標を達成するための条件を特定する。  欧州グリーンディールはまた、大気、水、土壌、消費者製品の汚染をよりよく監視、報告、予防、改善することをEUに求めている。これは、化学物質、材料、製品が、設計上およびライフサイクルにおいて可能な限り安全かつ持続可能でなければならず、無害な材料サイクル[footnoteRef:40] につながることを意味している。さらに、欧州グリーンディールとCEAPは、EUの域内市場が、製品の持続可能性と製品設計に関する世界標準に影響を与えることができる臨界量を提供することを認識している。したがって、本規則は、国連の持続可能な開発のための 2030 年アジェンダの「責任ある消費と生産」[footnoteRef:41] の下で定められたいくつかの目標の達成に向けて、EU 内外で大きな役割を果たすはずである。 [39: 	2030年までの一般連合環境行動計画に関する...の欧州議会及び理事会の決定（EU）2022/...［OJに掲載された時点で参照先を追加-2021年12月2日の三国同盟合意］。]  [40: 	EU行動計画Towards zero pollution for air, water and soil (COM(2021)400 final)やChemicals Strategy for Sustainability (COM(2020)667 final)で定められているように、生産と消費において汚染ゼロ目標を受け入れることが求められている。]  [41: 	特にSDG12（「責任ある消費と生産」）のターゲットが含まれます。] 

(9)	指令 2009/125/EC は、エネルギー関連製品のエコデザイン要求事項を設定するための枠組みを確立している。この指令は、欧州議会および理事会の規則（EU）2017/1369[footnoteRef:42] との組み合わせにより、EU の製品の一次エネルギー需要を大幅に削減し、これらの削減量は今後も増加すると推定されている。指令 2009/125/EC に基づいて採用された実施措置には、耐久性、修復性、リサイクル性など、循環性の側面に関する要件も含まれている。同時に、欧州議会および理事会規則（EC）No 66/2010（[footnoteRef:43] ） によって導入されたEUエコラベルや、EUグリーン公共調達基準（[footnoteRef:44] ）のような手段は、範囲は広いものの、自主的アプローチの限界からインパクトは小さくなっている。  [42: 	エネルギーラベルの枠組みを設定し、指令2010/30/EUを	廃止する2017年7月4日の欧州議会および理事会の規則（EU）2017/1369（OJ L 198, 28.7.2017, p. 1）.]  [43: 	EUエコラベルに関する2009年11月25日の欧州議会および理事会の規則（EC）No 66/2010（OJ L 27, 30.1.2010, p. 1）。]  [44: 	コミュニケーション「より良い環境のための公共調達」（COM (2008) 400） https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm] 

(10)	指令2009/125/ECは、エネルギー関連製品のエネルギー効率と一部の循環性の側面を促進することに概ね成功しており、そのアプローチは、すべての製品の持続可能性に段階的に対処する可能性を秘めている。グリーンディールの公約を達成するためには、このアプローチを他の製品群にも拡大し、拘束力のある要件で製品の環境持続可能性を高めるための重要な側面を体系的に扱う必要がある。これらの要件を満たす製品のみが連合市場に出されることを保証することにより、本規則は、国による格差を回避して当該製品の自由な移動を改善するだけでなく、当該要件が設定された製品の負のライフサイクル環境影響を低減することができるはずである。  
(11)	効果的で将来性のある規制の枠組みを構築するためには、部品や中間製品を含め、市場に出回る、または使用されるすべての物理的な商品に対してエコデザイン要求事項を設定できるようにすることが必要である。これにより、欧州委員会は、エコデザイン要求の設定に優先順位をつける際に、可能な限り幅広い製品を考慮し、その効果を最大化することができるはずである。必要な場合には、エコデザイン要求事項を設定する際に、例えば、エコデザイン要求事項を遵守しても満たされない特定の目的を持つ製品について、特定の免除を行うべきである。さらに、エコデザイン要求が適切でないことが既に明らかな製品や、他の枠組みがそのような要求の設定を規定している製品については、枠組みのレベルで適用除外を行うべきである。これは、欧州議会及び理事会の規則（EC）No 178/2002 に定義される食品及び飼料（[footnoteRef:45] ）、欧州議会及び理事会の指令 2001/83/EC に定義されるヒト用医薬品（[footnoteRef:46] ）、欧州議会及び理事会の規則（EU）2019/6 に定義される動物用医薬品（[footnoteRef:47] ）、生きた植物、動物、微生物、ヒト由来の製品、将来の繁殖に直接関係する植物や動物の製品についてのケースであるべきである。  [45: 	2002年1月28日付欧州議会および理事会規則（EC）No 178/2002は、食品法の一般原則および要件を定め、欧州食品安全機関を設立し、食品安全に関する手続きを定めている（OJ L 31, 1.2.2002, p. 1）。]  [46: 	ヒトに使用する医薬品に関する共同体規約に関する2001年11月6日の欧州議会および理事会の指令2001/83/EC（OJ L 311, 28.11.2001, p. 67）。]  [47: 	動物用医薬品に関する2018年12月11日の欧州議会および理事会の規則（EU）2019/6および指令2001/82/ECの廃止（OJ L 4, 7.1.2019, p.43）.] 

(12)	建物のエネルギー性能に関する欧州議会および理事会の指令案（再掲）[footnoteRef:48] は、加盟国に対し、建物外皮の一部を構成する建物要素に対する最低エネルギー性能要件と、全体的なエネルギー性能、新規または既存の建物に設置される技術建築システムの適切な設置および寸法調整・制御に関するシステム要件の設定を求めている。これらの最低エネルギー性能要件は、一定の状況において、本規則及びその委任法に適合するエネルギー関連製品の設置を制限することができるが、当該要件が不当な市場障壁とならないことが、本規則の目的に合致している。 [48: 	COM（2021）802 final.] 

(13)	製品の環境持続可能性を向上させ、域内市場における製品の自由な移動を確保するため、TFEU第290条に基づく法律を採択する権限を欧州委員会に委譲し、エコデザイン要件を定めて本規則を補完することが望ましい。これらのエコデザイン要件は、原則として、洗濯機や洗濯機・洗濯乾燥機などの特定の製品群に適用されるべきである。エコデザイン要求の効果を最大化し、製品の環境持続可能性を効率的に向上させるために、電子機器や繊維製品など、より幅広い製品群に対して、1つまたは複数の水平的エコデザイン要求を定めることも可能であるべきである。水平的なエコデザイン要件は、製品群の技術的な類似性により、同じ要件に基づいて製品の環境持続可能性を向上させることができる場合に設定されるべきである。 
(14)	欧州委員会が対象となる製品群に適した要件を設定できるようにするため、エコデザイン要件には性能要件と情報要件を含めるべきである。これらの要件は、エネルギー効率、耐久性、修復性、炭素・環境フットプリントなど、環境の持続可能性に関連する製品の側面を改善するために使用されるべきである。エコデザイン要件は、透明性、客観性、比例性があり、国際貿易規則に準拠したものでなければならない。
(15)	ある製品群についてエコデザイン要件を定める委任法が欧州委員会によって採択されると、加盟国は、域内市場の機能を確保するために、当該委任法に定められた性能要件の対象となる製品パラメータに基づく国内性能要件の設定、および当該委任法に定められた情報要件の対象となる製品パラメータに基づく国内情報要件の設定をもはや認められなくなるはずである。域内市場の機能を確保するため、欧州委員会は、特定の製品パラメータに関して、性能要件および/または情報要件の形式によるエコデザイン要件が必要ないことを確定する権限を与えられるべきである。
(16)	エコデザインの要求事項を設定する際、欧州委員会は、関連製品の性質と目的、および関連市場の特性を考慮する必要がある。例えば、防衛装備品は、特定の、時には過酷な条件下で動作する必要があり、エコデザイン要求事項を設定する際には、これを考慮する必要がある。防衛機器に関する特定の情報は公開されるべきではなく、保護されるべきである。したがって、軍事機器や機密性の高い機器のエコデザイン要件は、欧州議会および理事会の指令 2009/81/EC（[footnoteRef:49] ）で定義されているように、セキュリティニーズと防衛市場の特性を考慮する必要がある。同様に、宇宙産業は欧州にとって戦略的であり、その技術的な非依存性のために重要である。宇宙技術は極限状態で運用されるため、宇宙製品に対するエコデザイン要件は、持続可能性への配慮と回復力および期待される性能のバランスをとる必要がある。さらに、医療機器に関する規則（EU）2017/745の第2条（1）に定義される医療機器[footnoteRef:50] および体外診断用医療機器に関する規則（EU）2017/746の第2条（2）に定義される体外診断用医療機器[footnoteRef:51] について、委員会は患者やユーザーの健康と安全性に悪影響を与えない必要性に配慮すべきである。   [49: 2009年	7月13日付欧州議会および理事会指令2009/81/ECは、防衛および安全保障分野における契約当局または団体による特定の工事契約、供給契約およびサービス契約の締結手続きの調整、ならびに指令2004/17/ECおよび2004/18/ECの修正に関するものである（OJ L 216, 20.8.2009, p. 76）。]  [50: 医療機器に関する	2017年4月5日の欧州議会および理事会の規則（EU）2017/745は、指令2001/83/EC、規則（EC）No 178/2002および規則（EC）No 1223/2009を改正し、理事会指令90/385/ECおよび93/42/EC（OJ L 117 2017.5.1, p. 1）を撤廃しています。]  [51: 	体外診断用医療機器に関する2017年4月5日の欧州議会および理事会の規則（EU）2017/746であり、指令98/79/ECおよび委員会決定2010/227/EUを廃止する（OJ L 117, 5.5.2017, p. 176）.] 

(17)	努力の重複と規制の負担を避けるため、本規則と他の連合法、特に製品、化学物質、廃棄物に関する法律[footnoteRef:52] で定められた、またはそれに従って定められた要求との間の整合性を確保する必要がある。ただし、本規則に基づく要求事項と同一または類似の効果を持つ要求事項を設定する権限が他の連合法令に存在する場合、本規則に明記されていない限り、本規則に含まれる権限を制限するものではない。 [52: 	欧州委員会から欧州議会、理事会、欧州経済社会委員会及び地域委員会に対する、循環経済パッケージの実施に関するコミュニケーション-化学物質、製品及び廃棄物に関する法律間のインターフェースに対処するオプション（COM（2018）32 final）．] 

(18)	エコデザインの要件を含む委任法は、指令2009/125/ECの場合と同様に、専用の影響評価と利害関係者の協議を経て、欧州委員会の「より良い規制」のガイドラインに沿って作成されるべきであり、国際的側面と第三国への影響の評価を含むべきである。その際、欧州委員会は、製品のライフサイクルのあらゆる側面を十分に考慮し、入手可能な最善の証拠に基づいた影響評価を行う必要がある。エコデザインの要求事項を作成する際、欧州委員会は科学的アプローチを用いるとともに、特に欧州議会および理事会の規則（EC）No 66/2010[footnoteRef:53] 、欧州議会および理事会の指令 2010/75/EU[footnoteRef:54] 、欧州議会および理事会の規則（EU）2020/852 に従って採用した技術スクリーニング基準[footnoteRef:55] およびグリーン公共調達基準[footnoteRef:56] から得られる関連技術情報を考慮する必要がある。  [53: 	EUエコラベルに関する2009年11月25日の欧州議会および理事会の規則（EC）No 66/2010（OJ L 27, 30.1.2010, p. 1）。]  [54: 	産業排出物（統合的汚染防止および管理）に関する2010年11月24日の欧州議会および理事会指令2010/75/EU（OJ L 334, 17.12.2010, p. 17）。]  [55: 	持続可能な投資を促進するための枠組みの構築及び規則（EU）2019/2088の改正に関する2020年6月18日の欧州議会及び理事会の規則（EU）2020/852（OJ L 198, 22.6.2020, p.13）.]  [56: 	コミュニケーション「より良い環境のための公共調達」(COM (2008) 400)] 

(19)	製品の多様性を考慮するため、欧州委員会は、エコデザイン要求事項の設定を評価する方法を選択し、必要に応じて、製品の性質、最も関連性の高い側面、ライフサイクルにおける影響に基づいて、さらに開発する必要がある。その際、欧州委員会は、指令2009/125/ECの下で要求事項の設定を評価した経験や、エネルギー関連製品のエコデザインのための手法の更新や、炭素の一時貯蔵に関しても含め、委員会勧告（EU）2021/2279[footnoteRef:57] に定められた製品環境フットプリント手法など、科学に基づく評価ツールを開発し改善する継続的努力、エネルギー関連製品の材料効率など国際・欧州標準化機関による基準の策定を考慮することが望ましい。欧州委員会は、これらのツールを基に、必要に応じて専用の調査を行い、製品の評価やエコデザイン要件の作成において、循環性の側面（耐久性、修復性スコアリングを含む修復性、再使用やリサイクルを妨げる化学物質の特定など）をさらに強化し、必要に応じて新しい手法やツールを開発するべきである。また、強制的な公共調達基準の作成、売れ残った消費財の破棄の禁止についても、新たなアプローチが必要となる可能性がある。 [57: 	製品や組織のライフサイクル環境パフォーマンスを測定・伝達するための環境フットプリント手法の使用に関する2021年12月15日付欧州委員会勧告（EU）2021/2279。] 

(20)	性能要件は、環境持続性を向上させる可能性が特定された対象製品の側面に関連する選択された製品パラメータに関連するものとする。このような要求事項には、製品パラメータに関連する性能の最小又は最大レベル、製品パラメータに関連する性能の改善を目的とする非定量的要求事項、又は選択された性能要求事項が、その製品が設計及び販売された機能を果たす能力に悪影響を与えないことを確実にするための製品の機能性能に関連する要求事項が含まれる場合がある。最小または最大レベルについては、例えば、使用段階におけるエネルギー消費量や製品に含まれる所定の材料の量に関する制限、再生資源の最低量に関する要求、特定の環境影響カテゴリーまたはすべての関連する環境影響の集計に関する制限という形をとることができる。非定量的な要求事項の例として、製品の修復性に有害な特定の技術的解決策の禁止が挙げられる。性能要件は、本規則の環境持続可能性の目標に貢献するために必要な場合、性能の悪い製品を市場から排除するために使用される予定である。  
(21)	一貫性を確保するため、性能要件は、廃棄物に関する欧州連合の法律の実施を補完する必要がある。最終製品としての包装を市場に出すための要件は、欧州議会および理事会指令94/62/EC（[footnoteRef:58] ）に定められているが、本規則は、市場に出される特定の製品の包装に焦点を当てた製品ベースの要件を設定することにより、同指令を補完できる。関連する場合、このような補完的な要件は、特に包装の使用量を最小化し、ひいては連合における廃棄物発生の防止に寄与するものでなければならない。 [58: 	包装および包装廃棄物に関する1994年12月20日の欧州議会および理事会指令94/62/EC (OJ L 365, 31.12.1994, p. 10).] 

(22)	化学物質の安全性は、製品の持続可能性の重要な要素であると認識されている。化学物質の安全性は、健康や環境に対する化学物質の本質的な危険性と、特定または一般的な曝露との組み合わせに基づいており、欧州議会および理事会の規則（EC）No 1935/2004[footnoteRef:59] などの化学物質に関する法律で定められています、欧州議会および理事会の規則（EC）No 1907/2006[footnoteRef:60] 、欧州議会および理事会の規則（EC）No 1223/2009[footnoteRef:61] 、欧州議会および理事会の規則（EU）2017/745[footnoteRef:62] 、欧州議会および理事会の指令2009/48/EC[footnoteRef:63] .本規則は、他の連合法の下で行われているように、化学的安全性に基づく物質の制限を可能にしてはならない。同様に、この規則は、食品の安全性に関連する理由で物質を制限することを可能にすべきではない。しかし、化学物質と食品に関するEU法は、特定の物質に対する制限を通じて、化学物質の安全性や食品の安全性とは無関係な持続可能性への影響に対処することを認めていない。この制限を克服するために、本規則は、主に化学的安全性や食品安全性以外の理由で、製品に含まれる物質やその製造工程で使用される物質のうち、製品の持続可能性に悪影響を及ぼすものを、一定の条件の下で制限することを認めるべきである。また、本規則は、電気・電子機器からの廃棄物の環境的に健全な回収・処分を含む、人の健康および環境の保護を目的とする欧州議会および理事会の指令 2011/65/EU[footnoteRef:64] の対象物質の制限を重複または代替する結果にならないようにすべきである。 [59: 	食品と接触することを意図した材料および物品に関する2004年10月27日付欧州議会および理事会規則（EC）No 1935/2004、指令80/590/EECおよび89/109/EECを廃止（OJ L 338, 13.11.2004, p.4）．]  [60: 	化学物質の登録、評価、認可および制限（REACH）に関する2006年12月18日の欧州議会および理事会規則（EC）No 1907/2006は、欧州化学物質庁を設立し、指令1999/45/ECを改正し、理事会規則（EEC）No 793/93および委員会規則（EC）No 1488/94、ならびに理事会指令76/769/EECおよび委員会指令91/155/EC、93/67/EC、93/105/ECおよび2000/21/EC（OJ L 396, 30.12.2006, p.1) を	廃止する。]  [61: 	化粧品に関する2009年11月30日の欧州議会および理事会の規則（EC）No 1223/2009（OJ L 342, 22.12.2009, p. 59）。]  [62: 	体外診断用医療機器に関する2017年4月5日の欧州議会および理事会の規則（EU）2017/746であり、指令98/79/ECおよび委員会決定2010/227/EUを廃止する（OJ L 117, 5.5.2017, p. 176）.]  [63: 	玩具の安全性に関する2009年6月18日の欧州議会および理事会の指令2009/48/EC（OJ L 170, 30.6.2009, p. 1）。]  [64: 	電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する2011年6月8日の欧州議会および理事会指令2011/65/EU（OJ L 174, 1.7.2011, p. 88）。] 

(23)	製品の環境持続可能性を向上させるために、情報要件は、製品の環境フットプリントや耐久性など、製品の側面に関連する選択された製品パラメータに関連すべきである。情報要件は、選択された製品パラメータに関連する製品の性能に関する情報、または当該パラメータに関連する性能を向上させるために、製造者以外の関係者が製品の取り扱い方法に影響を与える可能性のあるその他の情報を利用可能にすることを製造者に求めることができる。このような情報要件は、適宜、同じ製品パラメータに関する性能要件に追加して、又は性能要件に代えて設定されなければならない。委任法が情報要件を含む場合、自由にアクセスできるウェブサイト、製品パスポート又は製品ラベルへの掲載など、要求される情報を利用可能にするための方法を示すべきである。情報要件は、本規則の環境持続性目標の達成を確実にするために必要な行動変容を導くために必要である。購入者と公的機関が製品の環境持続可能性に基づいて比較できる確かな根拠を提供することで、情報要件は消費者と公的機関をより持続可能な選択へと導くことが期待される。
(24)	委任法が情報要件を含む場合、委任法は、当該パラメータに基づく製品間の比較を容易にするために、1つ以上の関連する製品パラメータに関連する性能のクラスを追加で決定することができる。性能分類は、相対的な持続可能性に基づく製品の差別化を可能にするものであり、消費者と公的機関の両方が利用することが可能である。そのため、より持続可能な製品へと市場を誘導することが意図されている。 
(25)	製品に含まれる環境負荷物質の情報は、持続可能な製品を特定し、普及させるための重要な要素である。製品の化学組成は、その機能性や影響、再利用の可能性や廃棄物となってからの回収の可能性を大きく左右する。持続可能性のための化学物質戦略[footnoteRef:65] では、材料や製品のライフサイクルを通じて、情報要件を導入し、懸念物質の存在を追跡することにより、製品中の懸念物質の存在を最小限に抑え、化学物質の含有量や安全な使用に関する情報を確実に入手することを求めている。欧州議会および理事会規則（EC）No 1272/2008[footnoteRef:66] 、規則（EC）No 1223/2009 などの既存の化学物質に関する法律は、特定の懸念物質が単体または混合物でもたらす健康や環境への危険性に関する情報提供をすでに確保している。物質や混合物の使用者は、健康や環境に対する危険性とは無関係な、持続可能性に関連する適切な情報についても知らされる必要がある。さらに、物質や混合物以外の製品の使用者、およびそのような製品からの廃棄物の管理者も、健康や環境に対する化学物質の危険性に主に関連する情報を含む、持続可能性関連情報を受け取るべきである。したがって、本規則は、廃棄物となった場合の汚染除去や回収の観点も含め、ライフサイクルを通じて製品に懸念物質が含まれているかどうかなど、持続可能性情報の追跡と伝達に関する要求事項を設定することを可能にする必要がある。このような枠組みは、欧州委員会が取り組む予定の製品群を定めた作業計画に記載されているすべての製品に含まれるすべての懸念物質を段階的にカバーすることを目指すべきである。 [65: 	欧州委員会から欧州議会、理事会、欧州経済社会委員会、地域委員会へのコミュニケーション 持続可能性のための化学物質戦略 無毒な環境に向けて COM(2020)667 final.]  [66: 	物質および混合物の分類、表示および包装に関する2008年12月16日付欧州議会および理事会規則（EC）No 1272/2008、指令67/548/EECおよび1999/45/ECの修正および廃止、規則（EC）No 1907/2006の修正（OJ L 353, 31.12.2008, p. 1）。] 

(26)	本規則に基づき設定される情報要件には、製品パスポートを利用できるようにする要件が含まれるべきである。製品パスポートは、バリューチェーン全体の関係者が情報を利用できるようにするための重要なツールであり、製品パスポートを利用できるようにすることで、バリューチェーン全体における製品のエンドツーエンドのトレーサビリティが大幅に向上するはずである。特に、プロダクトパスポートは、消費者が自分に関連する製品情報へのアクセスを改善することにより、情報に基づいた選択を行うことを支援し、経済事業者が修理業者やリサイクル業者などの他のバリューチェーン関係者が関連情報にアクセスできるようにし、管轄の国家当局がその職務を遂行できるようにすべきである。このため、製品パスポートは、製品マニュアルやラベルに記載された情報など、デジタル以外の情報伝達手段を代替するものではなく、補完するものでなければならない。さらに、製品パスポートは、他の連邦法に従って関連する製品群に適用される他の持続可能性の側面に関する情報にも使用できるようにすべきである。
(27)	製品の性質とその市場を考慮し、製品固有の規則を作成する際には、製品パスポートに含まれる情報をケースバイケースで慎重に検討する必要がある。知的財産権を保護しつつ、得られた情報へのアクセスを最適化するために、情報の種類や利害関係者のタイプに応じて、プロダクトパスポートに含まれる情報へのアクセスを差別化できるように設計・実施する必要がある。同様に、企業や一般市民が、より広範な利益とは不釣り合いなコストを負担することを避けるため、プロダクトパスポートは、例えばバリューチェーンの複雑さ、考慮する製品のサイズ、性質、影響などに応じて、アイテム、バッチ、製品モデルごとに特定する必要がある。 
(28)	相互運用性を確保するため、許可されたデータキャリアの種類を規定すべきである。同じ理由で、データキャリアと一意の製品識別子は、国際的に認められた標準に従って公表されるべきである。TFEU第290条に基づく法律の採択権は、技術的または科学的進歩に照らして、データキャリアおよび一意の識別子を公開することができる基準を置き換えるまたは追加することによって、この規則を修正するために欧州委員会に委譲されるべきである。これにより、製品パスポートに含まれる情報をすべての経済事業者が記録・伝送できるようにするとともに、スキャン装置などの外部コンポーネントと固有識別子の互換性を保証することができるはずである。 
(29)	製品パスポート以外のエコデザイン要件の策定を不必要に遅らせないため、あるいは製品パスポートを効果的に実施できるようにするため、欧州委員会は、製品パスポートの技術的設計と運用のための必須要件に関して技術仕様が入手できない場合、製品グループを製品パスポート要件から除外することを許可すべきである。同様に、経済事業者の不必要な管理負担を防ぐため、バリューチェーンの関係者が関連する製品情報にアクセスでき、管轄の国家機関による製品の適合性の検証を容易にする製品情報のデジタル提供のためのシステムを他のEU法が既に含んでいる場合、欧州委員会は製品グループを製品パスポートの要件から除外することを認めるべきである。これらの免除は、技術仕様の更なる利用可能性を考慮し、定期的に見直されるべきである。
(30)	製品の一意な識別は、サプライチェーン全体でトレーサビリティを可能にするための基本的な要素である。したがって、製品パスポートは、一意の製品識別子にリンクされるべきである。さらに、適切な場合、パスポートは、その製品に関連する行為者及び製造施設の追跡を可能にすべきである。相互運用性を確保するため、トレーサビリティを可能にする一意の事業者識別子および一意の施設識別子は、国際的に認められた標準に従って公開されるべきである。TFEU第290条に基づく法律の採択権は、技術的または科学的進歩に照らして、一意の事業者識別子および一意の施設識別子を公開することができる基準を置換または追加することによって本規則を改正するために欧州委員会に委譲されるべきである。
(31)	製品およびそのライフサイクル、または該当する場合はそのパスポートに関するデジタル化された情報は、ウォーターマークやクイックレスポンス（QR）コードなどのデータキャリアをスキャンすることで簡単にアクセスできるようにする必要がある。可能であれば、ライフサイクルを通じて情報がアクセス可能であることを保証するために、データキャリアは製品自体にあるべきである。ただし、対象製品の性質、サイズ、用途によっては例外もあり得る。 
(32)	プロダクトパスポートが柔軟性、機動性、市場主導性を持ち、ビジネスモデル、市場、イノベーションに合わせて進化することを保証するため、経済事業者が設定・維持する分散型のデータシステムをベースとすべきである。しかし、執行および監視のために、所轄の国家機関および欧州委員会が、市場に投入された製品または使用中の製品に関連するすべてのデータキャリアおよび固有の識別子の記録に直接アクセスすることが必要になる場合がある。 
(33)	プロダクトパスポートを効果的に展開するために、プロダクトパスポートの技術設計、データ要件、および運用は、一連の必須技術要件に準拠する必要がある。このような要件は、セクターを超えて一貫してプロダクトパスポートを展開するための基礎となるべきである。技術仕様は、必須要件の効果的な実施を保証するために、官報で参照される整合規格の形で、あるいは、予備的な選択肢として、欧州委員会が採択した共通仕様の形で、策定されるべきである。技術設計は、製品パスポートがプライバシー規則を尊重した安全な方法でデータを運ぶことを保証するものでなければならない。デジタル製品パスポートは、技術仕様を策定する際に国際的なパートナーの意見を考慮し、より環境に優しい製品の貿易障壁を取り除き、持続可能な投資、マーケティング、コンプライアンスのコスト削減に役立つことを保証するために、オープンな対話を通じて開発される予定だ。バリューチェーンにおけるトレーサビリティに関連する技術仕様と要件は、その効果的な実施を可能にするために、可能な限り、合意的なアプローチに基づき、標準化団体、業界団体、消費者団体、専門家、NGO、途上国を含む国際パートナーを含む多様なアクターの関与、賛同、効果的な協力に基づき開発するべきである。 
(34)	エコデザインの要求事項の実施を改善するためには、各国当局と欧州委員会が、市場に投入され、または使用される製品に関連するすべてのデータキャリアと固有の識別子の記録に直接アクセスできることが必要である。このため、欧州委員会は、このようなデータを保存するための製品パスポート登録簿を設置し、維持する必要がある。執行をさらに容易にするために必要な場合、欧州委員会は、適宜、レジストリに保存する必要のある、製品パスポートに含まれるその他の情報を指定すべきである。 
(35)	本規則に基づく個人データの処理は、個人データの保護に関する適用される規則を遵守する必要がある。加盟国内の管轄国家当局による個人データの処理は、欧州議会および理事会の規則（EU）2016/679[footnoteRef:67] に従って実施されるべきである。欧州委員会による個人データの処理は、欧州議会および理事会の規則（EU）2018/1725 に従って実施されるべきである。[footnoteRef:68] [67: 	個人データの処理に関する自然人の保護及び当該データの自由な移動に関する2016年4月27日の欧州議会及び理事会の規則（EU）2016/679、並びに指令95/46/ECの廃止（OJ L 119, 4.5.2016, p. 1）.]  [68: 	欧州連合機関、団体、事務所及び機関による個人データの処理に関する自然人の保護並びに当該データの自由移動に関する2018年10月23日の欧州議会及び理事会の規則（EU）2018/1725、並びに規則（EC）No 45/2001及び決定No 1247/2002/ECを廃止（OJ L 295, 21.11.2018, p.39）.] 

(36)	国内生産品であれ輸入品であれ、EU市場に出された製品に関連する効果的な執行が、本規則の目的を達成するために不可欠である。したがって、欧州委員会が登録機関を設置した場合、税関当局は、規則（EU）.../...によって設置された税関のためのEUシングルウィンドウ環境を通じて、その登録機関に直接アクセスできるようにすべきである。税関の役割は、税関申告書において製品パスポートの参照を利用できるようにし、この参照がレジストリに格納されている一意の製品識別子に対応していることを確認することであるべきである。これにより、税関は輸入製品に製品パスポートが存在することを確認することができるようになる。
(37)	データキャリアや固有の識別子に加え、製品パスポートに含まれる特定の情報がレジストリに保存されている場合、欧州委員会は、製品のエコデザイン要件への適合性を高めるため、また税関当局の不釣り合いな負担を避ける必要性を考慮し、適宜、当該情報と税関申告書の整合性を税関当局が検証することを規定できるようにすべきである。
(38)	製品パスポートに含まれる情報は、税関当局がリスク管理を充実させ、容易にし、国境における管理の的を絞ることを可能にする。したがって、税関当局は、欧州議会および理事会の規則（EU）第952/2013号（[footnoteRef:69] ）に基づくリスク管理を含め、EUの法令に従って業務を遂行するために、製品パスポートおよび関連レジストリに含まれる情報を取得および使用できるようにしなければならない。  [69: 	2013年10月9日の欧州議会および理事会の規則（EU）No 952/2013は、連合関税法を定めるものである（OJ L 269, 10.10.2013, p. 1）。] 

(39)	消費者をより持続可能な選択へと導くために、ラベルは、この規則に従って採択された委任法が要求する場合、例えば、性能のクラスを示すことによって、製品の効果的な比較を可能にする情報を提供すべきである。特に消費者にとっては、物理的なラベルは、販売場所での追加的な情報源となり得る。ラベルは、消費者が特定の製品パラメータまたは製品パラメータのセットに関する性能に基づいて製品を区別するための迅速な視覚的根拠を提供することができる。また、適切な場合には、ウェブサイトのアドレス、ダイナミックQRコード、オンラインラベルへのリンク、または消費者向けの適切な手段など、特定の参照先を示すことによって、追加情報にアクセスできるようにする必要がある。欧州委員会は、関連する委任法の中で、顧客や経済事業者への影響、関係する製品の特性を考慮し、オンラインによる遠隔販売の場合を含め、このようなラベルを表示する最も効果的な方法を定めるべきである。また、欧州委員会は、ラベルを製品の包装に印刷することを要求することができる。 
(40)	エネルギーラベルに関する枠組みを定める規則（EU）2017/1369は、本規則と並行して、エネルギー関連製品に適用される。これは、エネルギーラベルがエネルギー関連製品の消費者に適切な情報を提供する主要な手段であり、本規則に基づいて決定された性能のクラスは、必要に応じて、規則（EU）2017/1369の第16条に規定されるように補足情報としてラベルに組み込まれるべきことを意味する。製品パラメータに関連する製品の性能に関する関連情報を、規則（EU）2017/1369に従ってエネルギー関連製品に設定されたエネルギーラベルに補足情報として含めることができない場合、欧州委員会は、消費者が製品に最も関連するパラメータについて情報を得る必要性と、公衆の混乱のリスク及び経済事業者の過度の事務負担という点でのデメリットを考慮して、この規則によるラベルを設定するかどうかを評価する必要がある。
(41)	消費者は、より持続可能な製品を選択することを妨げるような誤解を招く情報から保護されるべきである。このため、本規則に規定されたラベルを模倣したラベルを貼った製品を市場に出すことは禁止されるべきである。 
(42)	欧州グリーンディールの目的を最も効率的に実現し、最も影響の大きい製品に最初に取り組むために、欧州委員会は、本規則の下で規制される製品およびそれらに適用される要件の優先順位付けを実施すべきである。指令2009/125/ECのもとで優先順位をつけるために行われたプロセスに基づき、欧州委員会は、少なくとも3年間にわたる作業計画を採択し、委任法の採択を予定している製品グループのリストと、水平適用の委任法の採択を予定している製品側面を明記すべきである。欧州委員会は、特に、EUの気候・環境・エネルギー目標に対する委任法の潜在的な貢献度と、選択した製品側面を、公共機関や経済事業者に不釣り合いなコストをかけずに改善できる可能性に関連する一連の基準に基づき、優先順位を決定すべきである。EUのエネルギー目標を達成するための重要性を考慮し、作業計画には、エネルギー関連製品に関連するアクションの適切な割合を含める必要がある。加盟国および利害関係者は、エコデザインフォーラムを通じて協議する必要がある。エネルギー関連製品に関する本規則と規則（EU）2017/1369の間の補完性により、本規則に基づく作業計画と規則（EU）2017/1369の第15条に規定される作業計画のスケジュールを一致させる必要がある。 
(43)	建設製品に対応する場合、本規則は、[改正建設製品規則]とその実施によって生じる義務が、本規則が追求する環境の持続可能性の目標を十分に達成する見込みがない場合にのみ、最終製品に要件を設定するべきである。さらに、作業計画を策定する際、欧州委員会は、現行の慣行を踏襲し、【改正建設製品規則】が、建設製品でもあるエネルギー関連製品に関連して、本規則で定める持続可能性要件に優先することを考慮すべきである。これは、例えば、ヒーター、ボイラー、ヒートポンプ、給湯・暖房機器、ファン、冷房・換気システム、太陽光発電製品（建物一体型太陽光発電パネルを除く）などが該当するはずである。これらの製品については、ガス機器、低電圧、機械など、製品に関する他の連邦法も考慮しつつ、主に安全面に関して、必要に応じて[改正建設製品規則]が補完的に介入することができる。
(44)	規制的アプローチに代わる有効な手段として自主規制を奨励するため、本規則は、指令2009/125/ECに引き続き、産業界が自主規制策を提出する可能性を含めるべきである。欧州委員会は、産業界が提案した自主規制措置について、署名者が提出した情報および証拠とともに、EUの国際貿易上の約束やEU法との一貫性を確保する必要性に照らし合わせて評価すべきである。本規則の実施のための統一された条件を確保するため、欧州委員会には、エコデザイン要件を定める委任法の有効な代替案とみなされる自主規制措置を列挙した法律を採択し更新する実施権限が付与されるべきである。また、例えば、関係する製品グループ内の関連する市場や技術の発展を考慮し、欧州委員会が必要と考えられる場合にはいつでも自主規制措置の改訂版を要求できるようにすることが適切である。自主規制措置が実施法に記載されると、経済事業者は、欧州委員会がこの特定の製品群に対するエコデザイン要件を定める委任法を採択しないことを期待することができる。しかし、欧州委員会が、自己規制措置で扱われていない製品の側面について、認知された自己規制措置の対象となる製品にも適用される水平的なエコデザイン要件を採択する可能性も排除されない。欧州委員会が、ある自主規制措置がもはや本規則に定められた基準を満たさないと考える場合、その自主規制を、認められた自主規制措置を列挙した実施法から削除しなければならない。その結果、当該自主規制措置が以前取り扱っていた製品群に対して、本規則に従ってエコデザイン要件を設定することができる。
(45)	零細・中小企業（SMEs）は、持続可能な製品に対する需要の増加から大きな利益を得ることができるが、要求事項の一部についてコストや困難に直面する可能性もある。加盟国と欧州委員会は、それぞれの責任範囲において、エコデザイン要求が設定されている製品の製造に携わる中小企業に対し、適切な情報を提供し、的を絞った専門的な訓練を行い、資金面も含めた特定の支援とサポートを提供するべきである。これらの措置は、例えば、製品の環境フットプリントの計算や、製品パスポートの技術的な実装を対象とすべきである。加盟国の措置は、適用される国家補助規則に基づいて講じられるべきである。
(46)	繊維製品や履物など、売れ残った消費財の経済事業者による廃棄は、特にオンライン販売の急速な拡大により、連邦全体で広く環境問題になっている。商品が生産され、輸送された後、本来の目的に使用されることなく廃棄されることは、貴重な経済資源の損失につながる。したがって、環境保護の観点から、本規則が、欧州議会及び理事会の指令（EU）2019/771[footnoteRef:70] に基づき、主に消費者向けの売れ残り製品の破棄を防止する枠組みを確立することが必要であり、欧州議会及び理事会の指令（EU）2011/83/EU[footnoteRef:71] で規定されている撤回権の観点から消費者によって返品された製品を含む。これにより、廃棄物の発生を減らし、製品の過剰生産を抑制することで、これらの製品の環境負荷を低減することがでく。さらに、いくつかの加盟国が売れ残った消費者製品の破棄に関する国内法を導入し、それによって市場に歪みが生じていることを考えると、流通業者、小売業者、その他の経済事業者が加盟国間で同じ規則とインセンティブに従うことを保証するために、売れ残った消費者製品の破棄に関する調和のとれた規則が必要となる。  [70: 	商品の販売に関する契約に関する特定の側面に関する欧州議会及び理事会の指令（EU）2019/771 f 2019年5月20日、規則（EU）2017/2394及び指令2009/22/ECを修正し、指令1999/44/ECを廃止（OJ L 136, 22.5.2019, p.6）.]  [71: 	消費者の権利に関する2011年10月25日の欧州議会および理事会の指令2011/83/EUは、欧州議会および理事会の理事会指令93/13/EECおよび指令1999/44/ECを修正し、欧州議会および理事会の理事会指令85/577/ECおよび指令97/7/ECを廃止する（OJ L 304, 22.11.2011, p. 64）. ] 

(47)	売れ残った消費者製品の破棄を抑制し、この行為の発生に関するデータをさらに作成するために、本規則は、連合内で消費者製品を保有する経済事業者に透明性義務を導入し、1年間に破棄された売れ残り消費者製品の数に関する情報の開示を義務づけるべきである。経済事業者は、製品の種類またはカテゴリー、廃棄の理由、その後の廃棄物処理作業への搬入を示すべきである。経済事業者は、その事業環境に適した方法でその情報を開示する方法を自由に決定すべきであるが、該当する場合には、欧州議会及び理事会の指令2013/34/EU[footnoteRef:72] の第19a条に従って作成された一般に公開される非財務報告書に必要な情報を含めることがベストプラクティスとみなされるべきである。  [72: 	2013年6月26日付欧州議会及び理事会指令2013/34/EU（特定の種類の事業体の年次財務諸表、連結財務諸表及び関連報告書に関するもので、欧州議会及び理事会指令2006/43/ECを修正し、理事会指令78/660/EC及び83/349/EC（OJ L 182, 29.6.2013, p. 19）を廃止）。] 

(48)	売れ残った消費者製品の破棄が蔓延している場合、そのような製品の破棄を禁止することで本規則を補足するために、TFEU第290条に基づく行為を採択する権限を委員会に委譲すべきである。販売や使用されることなく破棄される可能性のある製品の範囲が広いことを考えると、本規則にそのような権限を設けることが必要である。しかし、委任法に定める禁止は、特定の製品群に適用されるべきであり、そのような製品の破壊が実際にどの程度行われているかについての欧州委員会による評価に基づいて、適切な場合には経済事業者が提供する情報を考慮に入れて決定される。この義務が比例したものであることを保証するために、欧州委員会は、例えば健康や安全に関する懸念の観点から、売れ残った消費者製品の破棄を許可することができる特定の免除を検討すべきである。この禁止の効果を監視し、回避を阻害しないようにするため、経済事業者は、適用される免除の下で破棄された売れ残り消費者製品の数および破棄の理由を開示することを義務付けられるべきである。最後に、中小企業に対する過度の管理負担を避けるため、中小企業は、売れ残り廃棄製品の開示義務および委任法で定められた特定の製品群を廃棄する禁止から免除されるべきである。しかし、中小企業がこれらの義務を回避するために利用される可能性があるという合理的な証拠がある場合、欧州委員会は、これらの委任法の中で、一部の製品群について、これらの義務を零細企業、中小企業にも適用するよう求めることができるようにすべきである。
(49)	経済事業者は、サプライチェーンにおけるそれぞれの役割に関連して、製品が本規則に基づくエコデザイン要求事項に適合することに責任を負い、製品の域内市場における自由な移動を確保し、その持続可能性を向上させるようにすべきである。供給・流通経路に介在する経済事業者は、本規則および本規則に基づき採択された委任法に適合する製品のみを市場で入手できるようにするため、適切な措置を講じるべきである。  
(50)	製造者は、設計および製造プロセスに関する詳細な知識を有しており、適合性評価手続きを実施する上で最も適している。したがって、適合性評価は、製造者の義務としてのみ残されるべきである。 
(51)	域内市場の機能を保護するため、第三国から域内市場に流入する製品が、製品、部品又は中間製品として輸入されるか否かにかかわらず、この規則及びこれに従って採択された委任法に適合することを確保することが必要である。特に、これらの製品について製造者が適切な適合性評価手続を実施したことを保証することが必要である。したがって、輸入業者が、市場に出す製品がこれらの要求事項に適合すること、及び製造業者が作成したCEマーキング及び文書が管轄の国家当局の検査に供されることを確保するための規定を設けるべきである。また、輸入業者は、該当する場合、それらの製品について製品パスポートが利用可能であることを保証するための規定も設けられるべきである。
(52)	製品を上市する場合、すべての輸入者は、製品にその名称、登録商標または登録商標、および郵便住所、可能であれば連絡可能な電子通信手段を表示すべきである。製品の大きさによってそのような表示ができない場合には、例外を設けるべきである。これには、輸入者が製品に名前と住所を記載するために包装を開けなければならない場合や、製品のサイズが小さすぎてこの情報を貼ることができない場合などが含まれる。
(53)	販売業者は、製造業者または輸入業者によって市場に置かれた後、製品を利用可能にするため、適用されるエコデザイン要件に関連して、十分な注意を払って行動する必要がある。また、販売業者は、製品の取り扱いが本規則または本規則に従って採択された委任法の要求事項への準拠に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。 
(54)	流通業者および輸入業者は、市場に近く、製品のコンプライアンスを確保する上で重要な役割を担っているため、管轄の国家当局が実施する市場監視業務に関与すべきであり、当該製品に関連するすべての必要な情報を当局に提供するなど、積極的に参加する準備をしなければならない。 
(55)	販売店は、製品を販売、レンタルまたは購入のために提供し、あるいは顧客または設置者に製品を展示しているので、販売店は、遠隔販売の場合を含め、顧客が本規則に基づく要求事項に効果的にアクセスできるようにすることが必要である。特に、本規則は、販売店に対し、適用される要件に沿って、製品パスポートが顧客にとってアクセス可能であり、ラベルが明確に表示されていることを保証することを求めるべきである。販売店は、製品が貸与されるたびに、この義務を遵守すべきである。  
(56)	より持続可能な製品を選択しやすくするために、ラベルは、必要な場合には、明確に見えるように、識別可能な方法で表示されるべきである。ラベルに記載されたブランド名や型番を読まなくても、その製品のラベルであることがわかるようにする。ラベルは、陳列された製品を閲覧しているお客様の注意を引くものでなければならない。購入を検討している顧客がラベルにアクセスできるようにするため、販売店と責任ある経済事業者の双方は、オンラインを含む遠隔販売の場合にも、製品を宣伝する際にはラベルを表示する必要がある。    
(57)	本規則に従って採択された委任法の対象となる製品を、輸入業者または販売業者の自己の名称または商標の下で市場に出すか、または本規則または関連する委任法への準拠に影響を与える可能性がある方法で当該製品を変更する輸入業者または販売業者は、製造者と見なされ、製造者の義務を負うべきである。
(58)	オンラインマーケットプレイスは、サプライチェーンにおいて重要な役割を果たし、経済事業者が多数の顧客と接触することを可能にしている。経済事業者と顧客との間で製品の販売を仲介する重要な役割を果たすことから、オンラインマーケットプレイスは、エコデザイン要件に適合しない製品の販売に対処する責任を負い、市場監視当局と協力する必要がある。欧州議会および理事会の指令2000/31/EC[footnoteRef:73] は、電子商取引の一般的な枠組みを提供し、オンラインプラットフォームに対する一定の義務を定めている。デジタルサービスのための単一市場に関する規則（デジタルサービス法）および指令2000/31/ECの改正[footnoteRef:74] は、エコデザイン要件に適合しない製品を含む違法コンテンツに関するオンライン仲介サービスのプロバイダーの責任と説明責任を規制している。この一般的な枠組みに基づき、非適合製品のオンライン販売に効果的に対処するための具体的な要件を導入する必要がある。 [73: 	2000年6月8日付欧州議会および理事会指令2000/31/EC（内部市場における情報社会サービス、特に電子商取引に関する特定の法的側面に関する指令）（OJ L 178, 17.7.2000, p. 1）.]  [74: 	[デジタルサービスの単一市場に関する欧州議会および理事会の規則（デジタルサービス法）および指令2000/31/ECの改正に関する提案（COM（2020）825 final）が採択された際に参照を追加する]。] 

(59)	オンラインマーケットプレイスは、市場監視当局と緊密に協力することが不可欠である。欧州議会及び理事会規則（EU）2019/1020[footnoteRef:75] の第7条2項により、エコデザイン要件が設定されている製品を含む同規則の対象製品に関して、情報社会サービス事業者に市場監視当局との協力義務が課せられている。非対応製品に関連する違法コンテンツに取り組むための協力をさらに向上させるため、本規則は、オンラインマーケットプレイスに関して、この協力を実践するための具体的な義務を含めるべきである。例えば、市場監視当局は、オンラインで販売される非準拠製品を特定するために、オンライン市場監視に使用する技術的ツールを常に改善している。これらのツールを運用するために、オンラインマーケットプレイスは、そのインターフェースへのアクセスを許可する必要がある。さらに、市場監視当局は、オンラインマーケットプレイスからデータをスクレイピングする必要がある場合もある。  [75: 	製品の市場監視及びコンプライアンスに関する2019年6月20日付欧州議会及び理事会規則（EU）2019/1020、並びに指令2004/42/EC及び規則（EC）No765/2008及び（EU）No305/2011を改正（OJ L169, 25.6.2019, p. 1）.] 

(60)	規則（EU）2019/1020の第14条（4）は、重大なリスクを排除するために他に有効な手段がない場合、オンラインインターフェースから非適合製品に言及するコンテンツの削除を要求する、またはエンドユーザーがオンラインインターフェースにアクセスする際に警告を明示することを要求する権限を市場監視当局に付与している。規則（EU）2019/1020の第14条（4）により市場監視当局に委託された権限も、本規則に適用される。ただし、本規則に基づく効果的な市場監視のため、また、非適合製品が連合市場に存在することを避けるため、この権限は、深刻ではないリスクを提示する製品を含め、すべての必要かつ比例する場合に適用されるべきである。この権限は、[デジタルサービス法]の[第8条]に従い行使されるべきである。
(61)	サプライチェーン全体を通して製品のトレーサビリティを確保することは、市場監視当局が、非適合製品を市場に出したり、市場で入手できるようにした経済事業者を追跡する作業を容易にする。したがって、経済事業者は、その取引に関する情報を一定期間保管することを義務付けられるべきである。 
(62)	上市された製品の適合性検証を迅速かつ容易にするため、TFEU第290条に基づく法律の採択権を欧州委員会に委譲し、必要に応じて、責任ある経済事業者が技術文書の特定の部分を管轄当局および欧州委員会の双方に対してデジタルで提供することを義務付けることによって、本規則を補完すべきである。これにより、企業秘密の保護を引き続き保証しつつ、各国の所轄官庁が要求なしにこの情報にアクセスできるようになるはずである。この情報をデジタルで利用可能にする手段として考えられるのは、原則として、製品パスポート、規則（EU）2017/1369で言及されている製品データベースのコンプライアンス部分への掲載、または経済事業者のウェブサイトでの掲載である。このような義務は、要求に応じて技術文書の他の部分にアクセスする管轄の国家当局の権利を奪うものであってはならない。  
(63)	関連製品の市場浸透度をよりよく推定できるようにし、エコデザイン要件および作業計画の立案または更新に役立つ調査によりよい情報を提供し、エコデザイン要件の策定または見直しを加速させるために特定の製品群の市場占有率を特定するのを助けるために、TFEU第290条に基づく法律の採択権を委員会に委任して、製品の販売に関する適切かつ信頼できるデータの収集を要求し、委員会によるまたは委員会に代わってメーカーまたは小売業者に直接当該データを収集できるようにして、この規則で補足するべきである。監視と報告に関する規則を採用する際、欧州委員会は、市場への浸透に関する利用可能なデータを最大限に活用する必要性と、経済事業者の管理負担を最小限にする必要性を考慮すべきである。 
(64)	将来のエコデザイン要件を改善し、試験条件下で測定された使用時エネルギーとその他の性能パラメータと実際の機能との乖離をエンドユーザーが識別し修正する自信を高めるために、欧州委員会は、製品の使用時の実際のエネルギー消費量と関連するその他の性能パラメータにアクセスできるようにするべきである。そのため、TFEU290条に従って法律を採択する権限を欧州委員会に委譲し、道路運送車両と同様に、個々の製品に対して、使用中のエネルギー消費量およびその他の関連性能パラメータを決定し、エンドユーザーに表示することを義務付けることによって、本規則を補完するようにすべきである。インターネットに接続された製品については、製品の性能を特定し、国民に知らせるために不可欠であるため、経済事業者がそのような使用中データを遠隔で収集し、欧州委員会に報告することを義務付けることによって、本規則を補足するために、TFEU第290条に基づく法律を採択する権限を欧州委員会に委任する必要がある。使用時の性能が気候や地理的条件にも大きく依存する製品については、気候や地理的な情報も収集し、匿名化して報告する必要がある。
(65)	エネルギー使用または効率、耐久性と信頼性、リサイクル含有量などの側面を含め、本規則に基づき設定されたエコデザイン要件の効果的かつ調和された適用を確保するため、これらの要件への準拠は、一般に認められた最先端の方法を考慮した信頼できる正確かつ再現性のある方法を用いて測定すべきである。製品のエコデザイン要件を定める委任法には、原則として、適合性を立証または検証するために必要な試験、測定または計算の仕様が含まれていなければならない。さらに、TFEU第290条に従って法律を採択する権限を欧州委員会に委譲し、適用される計算要件を反映したオンラインツールの使用を義務付けることによって、本規則を補完し、その調和のとれた適用を確保することが望ましい。 
(66)	エコデザイン要件がその意図する効果を確実に達成するために、本規則は、エコデザイン要件の対象となるすべての製品に適用される、当該要件の回避を禁止する包括的かつ包括的な規定を定めるべきである。したがって、適合試験中または製品使用開始後の短期間に製品の性能を不当に変更し、使用中の製品の実際の性能と異なる性能を宣言することにつながる行為は、禁止されるべきである。
(67)	適切な場合、製品のエコデザイン要件を定める委任法は、準拠を立証または検証するための規格の使用に言及することができる。域内市場における貿易の障壁がないことを保証するため、当該規格は、EUレベルで調和されるべきである。欧州議会及び理事会規則（EU）No 1025/2012（[footnoteRef:76] ） に従って当該規格への言及が採択され、欧州連合官報に掲載されると、本規則に従ってエコデザイン要件が採択された当該規格に適合する製品は、当該整合規格がカバーする範囲において当該要件に適合しているとみなされるべきである。同様に、整合規格に適合する試験、測定又は計算のための方法は、関連する整合規格の対象となる限り、エコデザイン要件を定める関連委任法に規定された試験、測定及び計算要件に適合していると見なされるべきである。  [76: 	欧州標準化に関する 2012 年 10 月 25 日付欧州議会及び理事会規則（EU）No 1025/2012 は，理事会指令 89/686/EEC 及び 93/15/EEC 並びに指令 94/9/EC，94/25/EC，95/16/EC，97/23/EC，98/34/EC， 2004/22/EC，2007/23/EC，2009/23/EC及び 2009/105/EC の修正並びに欧州議会及び理事会決定 87/95/EEC 及び決定 1673/2006/EC の撤廃（OJ L 316, 14.11.2012, p. 12).] 

(68)	整合規格がない場合、共通仕様への依拠は、例えば、利害関係者間のコンセンサス不足により標準化プロセスが阻害された場合や、整合規格の確立に不当な遅れが生じた場合に、エコデザイン要求事項を遵守する製造者の義務を促進するための予備的解決策として使用されるべきである。このような遅延は、例えば、要求される品質に達していない場合に発生する可能性がある。さらに、規則（EU）No 1025/2012の第11条5項に従って、欧州委員会が関連する整合規格への参照を制限または撤回した場合にも、この解決策を利用できるようにすべきである。共通仕様への準拠は、適合の推定を生じさせるべきである。 
(69)	経済事業者が、市場で入手可能な製品が本規則に従って採用されたエコデザイン要件に適合していることを証明し、所轄官庁がそれを検証できるようにするため、TFEU第290条に基づく法律を採択する権限を委員会に委任し、当該製品の性質および規制される製品パラメータに適切かつ比例した適合性評価手続きを定めて本規則を補完することが望ましい。他の連合法との一貫性を確保するため、適合性評価手順は、本規則に含まれる内部生産管理モジュールと、欧州議会および理事会の決定第768/2008/EC号（[footnoteRef:77] ）に含まれるモジュールの中から、最も厳しくないものから最も厳しいものまで、適宜選択されるべきである。適用されるモジュールが、関係する製品および規制される製品パラメータの性質に適切かつ比例することをさらに確実にするため、欧州委員会は、必要に応じて、その性質に照らして選択したモジュールを適合させるべきである。  [77: 	製品のマーケティングに関する共通の枠組みに関する2008年7月9日の欧州議会および理事会の決定No.768/2008/EC、および理事会決定93/465/EECを廃止（OJ L 218, 13.8.2008, p. 82）。] 

(70)	製造者は、製品の本規則への適合に関する情報を提供するために、EU適合宣言書を作成する必要がある。また、製造者は、他のEU法令により、EU適合宣言書の作成を求められる場合がある。市場監視のための情報への効果的なアクセスを確保するため、すべてのEU法に関して単一のEU適合性宣言を作成すべきである。経済事業者の事務負担を軽減するために、単一のEU適合宣言は、関連する個々の適合宣言からなる書類とすることが可能であるべきである。
(71)	Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council[footnoteRef:78] は、適合性評価機関の認定に関する規則を定め、製品の市場監視および第三国からの製品の管理のための枠組みを提供し、CEマーキングの一般原則を定めている。同規則は、EU内での商品の自由な移動の恩恵を受ける製品が、人の健康、安全、環境などの公共の利益を高度に保護する要件を満たすことを保証するため、本規則の対象となる製品に適用されるべきである。製品にエコデザイン要件が採用されている場合、CEマーキングは、製品に関連する限りにおいて、当該製品が本規則および本規則に従って採用されたエコデザイン要件に適合していることを示すべきである。CEマーキングを規定する一般原則および他のマーキングとの関係は、規則（EC）No 765/2008に規定されている。本規則が広範な製品に対してエコデザイン要件を定めることを考慮すると、対象となる製品に適用されるEU法の要件との一貫性を確保し、他のマーキングや宣言との混乱を防ぎ、経済事業者の管理負担を最小限に抑えるために、エコデザイン要件に関連する適合宣言または適合マーキングに関する代替的またはより具体的な規則を定めて、本規則を補足するためにTFEU第290条に基づく法律の採択権限を委員会に委任する必要がある。  [78: 	2008年7月9日付欧州議会および理事会規則（EC）No765/2008は、製品のマーケティングに関する認定および市場監視の要件を定め、規則（EEC）No339/93を廃止した（OJ L 218, 13.8.2008, p.30）.] 

(72)	Decision No 768/2008/ECに規定されている適合性評価モジュールの中には、適合性評価機関の介入を必要とするものがある。本規則の実施条件を統一するため、これらの機関は加盟国当局から欧州委員会に通知される必要がある。 
(73)	適合性評価の実施において一貫した品質レベルを確保するためには、ノーティファイド・ボディの評価、通知及び監視に関与する通知当局に対する要件を設定することが必要である。特に、通知機関がその活動に関して客観的かつ公平であることが保証されなければならない。さらに、通知機関は、入手した情報の機密性を保護することが求められるべきであるが、それにもかかわらず、適合性評価の一貫性を確保するために、国内当局、他の加盟国の通知機関および欧州委員会と通知機関に関する情報を交換することができるようにすべきである。申請機関の能力と独立性を効果的に確立し監視するために、届出機関は、親会社や姉妹会社の資格を考慮せず、申請する正確な法人のみを通知の根拠とすべきである。同じ理由で、申請機関は、すべての関連する要求事項及び適合性評価作業に対して、調和された規格がカバーする要求事項及び作業に対して、調和された規格に依拠しながら、申請機関を評価すべきである。 
(74)	エコデザイン要求事項に関する適合性評価の信頼性を確保するという中心的な役割を考えると、届出機関がその業務を適切に遂行するために、十分な数の有能な職員と十分な資金を自由に使えるようにすることが不可欠である。本規則の実施において、有能な人材の不足により、届出機関が効果的に検証・監視を行うことができない場合、特定の適合性評価業務に関連して、必要に応じて、届出機関が自由に使える最低数の常勤相当者を規定する実施権を欧州委員会に付与すべきである。  
(75)	すべてのノーティファイドボディが同じレベルで、平等な競争と自律の条件のもとでその機能を果たすことが不可欠である。したがって、適合性評価活動を提供するために、ノーティファイドボディの地位を得ようとする適合性評価機関には、要件を設定すべきである。これらの要件は、通知機関の能力を維持するために適用され続けるべきである。自律性を確保するため、通知機関及びその雇用するスタッフは、通知を受けた製品のバリューチェーンにおける経済事業者、及び事業者団体や親会社・子会社を含む他の企業からの独立性を維持することが要求されるべきである。 
(76)	適合性評価機関が整合規格に規定された基準への適合を証明した場合、本規則に規定された対応する要求事項に適合していると推定されるべきである。 
(77)	適合性評価機関は、適合性評価に関連する活動の一部を下請けに出したり、子会社に依頼したりすることがよくある。EU市場に投入される製品がエコデザインの要求事項に適合することを確実にするため、適合性評価の下請け業者及び子会社は、本規則に基づく適合性評価業務の遂行に関して、届出機関と同様の要求事項を満たすべきである。 
(78)	届出機関が申請機関の能力及び独立性を効果的に確立し監視するためには、申請機関は自律的であるべきであり、また、自律的であり続けるべきである。したがって、製品の適合性評価及び届出機関内部のその他の活動に関する特定の活動及び意思決定プロセスは、専ら個々の届出機関自体によって実施されなければならない。 
(79)	申請機関の能力及び独立性を確立し監視するプロセスを促進するために、申請機関は資格マトリックスを作成し、定期的に更新することが望ましい。このマトリックスは，人員及びその資格を特定の適合性評価業務に適合させるものでなければならず，これにより，届出機関が，人員配置の適切さ及び届出機関の継続的な自律性をより効果的に評価することができる。  
(80)	ある加盟国のノーティファイド・ボディが提供するサービスは、EU全域で市販される製品に関連する可能性があるため、他の加盟国および欧州委員会に、ノーティファイド・ボディに関する異議を申し立てる機会を与えることが適切である。本規則の実施のための統一された条件を確保するため、欧州委員会には、通知機関が本規則の要件を満たしていない、または満たさなくなった場合に、通知する加盟国に対して是正措置をとるよう要請する実施権を付与すべきである。
(81)	適合性評価手続の円滑化・迅速化を図り、経済事業者の均等待遇を確保するためには、届出機関が適合性評価手続を一貫して、経済事業者に不必要な負担をかけずに適用することが極めて重要である。 
(82)	製品に適合証明書を付与できるかどうかの最終決定を下す前に、その製品を市場に出すことを希望する経済事業者は、関連文書を一度だけ補足することを許されるべきである。この制限は、届出機関が、適合に達するまで製造者の変更を支援することができないことを保証するために必要なものである。適切な場合、ノーティファイドボディは、認証又は承認決定を制限、停止又は撤回することもできるはずである。
(83)	ノーティファイドボディ、製造者又は製品の不適合事例の特定及び解決を促進するために、ノーティファイドボディは、その裁量で関連情報を通知当局又は市場監視当局に積極的に転送すべきである。
(84)	通知機関と市場監視当局（他の加盟国を含む）との間の効率的な情報交換を確保することが重要である。そのために、通知機関および通知団体は、市場監視当局からの情報提供の要請に対するフォローアップを確実に行うことが必要である。 
(85)	欧州委員会は、届出機関間の適切な調整と協力を可能にすべきである。エコデザイン要求事項の調和された適用を確保するため、通知機関は、相違が生じる可能性のあるテーマについて議論し、調整する必要がある。その際、規則（EU）2019/1020の第30条（2）で言及されている、市場監視当局で構成される行政協力グループが作成する文書を一般的な指針として取り入れるべきである。
(86)	消費者が持続可能な選択をするインセンティブを与えるために、特に、より持続可能な製品が十分に手頃な価格でない場合、エコバウチャーやグリーン税制などのメカニズムを提供する必要がある。加盟国が、本規則に基づく委任法によって性能クラスが設定された製品のうち、最も性能の良い製品に報いるためのインセンティブを利用することを決定した場合、関連する委任法によって別段の指示がない限り、そのインセンティブは、最も人口の多い2クラスの性能クラスに的を絞って行われるべきである。しかし、加盟国は、性能等級に基づいて製品の上市を禁止することはできないはずである。同じ理由から、TFEU290条に従って法律を採択する権限を欧州委員会に委譲し、適用される委任法で性能クラスが決定されていない場合、または複数の製品パラメータに関連して性能クラスが設定されている場合、加盟国のインセンティブがどの製品パラメータまたは性能レベルに関係するかをさらに特定することによって本規則を補足することが望ましい。加盟国のインセンティブの導入は、EUの国家補助規則の適用を妨げるものであってはならない。 
(87)	公共調達は、EUのGDPの14%に相当する。気候中立の達成、エネルギーおよび資源効率の改善、公衆衛生と生物多様性を保護する循環型経済への移行という目的に貢献するため、TFEU第290条に基づく法律を採択する権限は、欧州議会および理事会の指令2014/24/EU[footnoteRef:79] および 2014/25/EU[footnoteRef:80] で定義されている契約当局および団体に対し、その調達を、本規則に従って採択する委任行為に定める特定のグリーン公共調達基準または目標と整合するように適宜、委員会に委任されるべきである。特定の製品群について委任法が定める基準または目標は、公共供給契約において当該製品を直接調達する場合のみならず、当該製品が当該契約の主題を構成する活動に使用される公共工事または公共サービス契約においても遵守されなければならない。自主的なアプローチと比較して、強制的な基準または目標は、より良い性能の製品への需要を高めるための公的支出の活用が最大化されることを保証するものである。基準は、透明性、客観性、非差別性であるべきである。 [79: 	公共調達に関する2014年2月26日付欧州議会及び理事会指令2014/24/EU、指令2004/18/ECの廃止（OJ L 94, 28.3.2014, p.65）.]  [80: 	水、エネルギー、輸送、郵便サービス分野で活動する事業体による調達と指令2004/17/ECの廃止に関する2014年2月26日の欧州議会および理事会の指令2014/25/EU（OJ L 94, 28.3.2014, p.243）.] 

(88)	エコデザイン要件の効果的な施行は、連合市場における平等な競争を確保し、本規則が期待する利益と連合の気候、エネルギー、循環の目標達成への貢献を確実にするために不可欠である。したがって、本規則に同じ目的、性質、効果を持つ特定の規定がない限り、EU市場に参入する製品の市場監視と管理のための水平的枠組みを定めた規則（EU）2019/1020は、本規則に従ってエコデザイン要件が設定された製品に適用されるべきである。さらに、指令 2009/125/EC に基づいて採択された実施措置の対象となる製品の問題になっている非遵守のレベルを下げ、将来のエコデザイン要件の非遵守をよりよく防止し、指令 2009/125/EC と比較して本規則の範囲が広く野心が高まっていることを考慮し、本規則には規則 (EU) 2019/1020 によって作られた枠組みを完成する特定の追加規則が含まれるべきである。これらの特定の追加規則は、加盟国の取り組みの計画、調整、支援をさらに強化することを目的とし、欧州委員会が、エコデザイン要件の不遵守を防ぐために市場監視当局が十分な行動を取ることを保証するための追加の手段を提供するべきである。 
(89)	市場監視当局だけでなく、税関当局も輸入品に関して本規則を施行する上で重要な役割を担っており、そのために理事会規則（EC）No 515/97[footnoteRef:81] に依拠することがでく。 [81: 	関税および農業に関する法律の正しい適用を確保するための加盟国の行政当局間の相互援助および加盟国と欧州委員会との協力に関する1997年3月13日の理事会規則（EC）第515/97号（OJ L 82, 22.3.1997, p. 1）． ] 

(90)	エコデザイン要件に関連して適切なチェックが適切な規模で行われることを確保するため、加盟国は、本規則に基づく市場監視の優先事項として特定された製品又は要件と、関連製品の不適合又は関連エコデザイン要件の不適合を減らすために計画された活動を示す専用の行動計画を作成する必要がある。関連する場合、この行動計画は、規則（EU）2019/1020の第13条に従って採択された加盟国の国内市場監視戦略の一部でなければならない。 
(91)	本規則に基づく市場サーベイランスの優先順位は、観察される違反のレベルや違反から生じる環境影響などの客観的な基準に基づいて特定されなければならない。優先順位に対処するために計画される活動は、その優先順位につながる事実に比例したものでなければならない。本規則の実施のための統一された条件を確保するため、欧州委員会には、本規則に基づく市場サーベイランスの優先事項およびコンプライアンス違反を減らすために計画された活動を特定する行動計画の中で、加盟国が市場サーベイランスの優先事項として考慮すべき製品および要件を決定する実施権が付与されるべきである。  
(92)	本規則が定める計画、調整、支援の強化にもかかわらず、問題のあるレベルのエコデザイン要求事項の不遵守が見られる場合、欧州委員会は、市場監視当局が適切な規模で検査を実施できるように介入できるようにすべきである。したがって、エコデザイン要求の効果的な実施を保護するために、TFEU第290条に従って法律を採択する権限を欧州委員会に委譲し、特定の製品または要件について実施すべきチェックの最低数を規定するべきである。この権限は、規則（EU）2019/1020の第11条（4）における権限に追加されるべきである。
(93)	市場監視のための情報通信システムに入力されたデータに基づき、欧州委員会は、過去2暦年におけるエコデザイン要件に関連して実施された検査の内容と数、特定された違反のレベル、科された罰則の内容と重さに関する情報を含む報告書を作成する必要がある。報告書には、加盟国の活動と計画された活動の比較、および市場監視当局のための指標となるベンチマークが含まれるべきである。   
(94)	市場監視当局の調整をさらに強化するため、規則（EU）2019/1020に従って設置された行政協力グループ（「ADCO」）は、本規則に基づく市場監視の優先事項として特定された製品または要件、および規則違反の削減のために計画された活動を特定する目的で、定期的に会合を開き、加盟国の行動計画に考慮されるべき市場監視の共通の優先事項、EU支援の提供に関する優先事項、市場の歪みにつながる異なる解釈をされているエコデザイン要件について特定するべきである。    
(95)	加盟国がエコデザイン要求事項の不遵守を防ぐために十分な行動をとることを確保する努力を支援するために、欧州委員会は、関連する場合、規則（EU）2019/1020に規定されている支援措置を活用すべきである。欧州委員会は、共通の関心分野での共同市場監視・試験プロジェクト、市場監視能力への共同投資、市場監視当局、届出機関、通知機関の職員のための共同研修などを企画し、必要に応じて資金援助すべきである。さらに、欧州委員会は、エコデザイン要求の調和された適用を確保するために必要な場合、その適用方法と施行方法に関するガイドラインを作成すべきである。 
(96)	製品は、リスクをもたらさない場合にのみ上市されるべきである。エコデザイン要求事項の具体的な性質により合致し、市場監視の努力の焦点が当該要求事項の不遵守にあることを確実にするため、本規則の目的上、リスクを提示する製品は、エコデザイン要求事項を遵守しないことにより、または責任ある経済事業者がエコデザイン要求事項を遵守しないことにより、環境または関連要求事項により保護されるその他の公共の利益に悪影響を与える可能性がある製品として定義するべきである。このより具体的な定義は、規則（EU）2019/1020の第19条および第20条を適用する際に使用する必要がある。 
(97)	リスクを提示する製品に関して講じられる予定の措置について、利害関係者に通知される手順が存在することが望ましい。また、加盟国の市場監視当局が、関連する経済事業者と協力して、そのような製品に関して早い段階で行動できるようにする必要がある。このため、指令 2009/125/EC に現在含まれているセーフガード条項を更新し、他の連合調和法および決定番号 768/2008/EC に含まれるセーフガード手続と整合させる必要がある。本規則の実施に際して均一な条件を確保するため、非適合製品に関する国内措置が正当化されるか否かを判断する実施権限を欧州委員会に付与すべきである。 
(98)	市場監視当局は、製品がエコデザイン要件に適合していない、または経済事業者が製品の市場投入・入手に関する規則や経済事業者宛のその他の規則に違反しているという調査結果に基づいて、経済事業者に是正措置を要求する権利を有するべきである。
(99)	TFEU290条に従って委任法を採択する場合、欧州委員会がその準備作業において、専門家レベルも含めて適切な協議を行い、それらの協議が2016年4月13日の「より良い法作りに関する機関間協定」[footnoteRef:82] に定められた原則に従って行われることが特に重要である。特に、委任法の準備への平等な参加を確保するため、欧州議会と理事会は加盟国の専門家と同時にすべての文書を受け取り、加盟国の専門家は委任法の準備を扱う欧州委員会の専門家グループの会合に体系的にアクセスすることができる。 [82: 	OJ L123, 12.5.2016, p. 1.] 

(100)	本規則の実施のための統一された条件を確保するため、以下の点に関して、欧州委員会に実施権限を付与する必要がある：(a) 第12条で言及されたレジストリとEU税関単一窓口証明書交換の相互接続に関する実施上の取り決めを規定すること、(b) ラベルのレイアウトに関する共通要件を定めること、(c) 第4条に従って採択された委任法の有効な代替案として確立した自主規制措置のリストを含むこと、(d) 廃棄された未販売消費財に関する情報公開の形式について定めること、 (e) エコサイン要件、製品パスポートの必須要件または試験、測定、計算方法に関する共通仕様書を制定、修正、廃止すること；(f) 届出機関の適切な監視に十分と考えられる常勤の同等者の最低人数を定めること。 (g) 非遵守の届出機関に対して、届出の撤回を含む是正措置をとることを加盟国に求めること。 (h) 市場監視の優先事項として加盟国が少なくとも考慮しなければならない製品または要件をリストアップすること。 (i) 国内の措置が正当であるかどうか、連合のセーフガード手続に従って判断すること。これらの権限は、欧州議会および理事会の規則（EU）No182/2011に従って行使されるべきである。[footnoteRef:83] [83: 	欧州委員会による実施権の行使を加盟国が管理する仕組みに関する規則および一般原則を定めた2011年2月16日付欧州議会および理事会規則（EU）第182/2011号（OJ L 55, 28.2.2011, p. 13）。] 

(101)	市場に出された製品、特にエコデザイン要件に適合しているという事実に対する信頼を高めるために、国民は、非適合製品を市場に出す経済事業者が罰則の対象となることを確認する必要がある。したがって、加盟国は、本規則を遵守しなかった場合、国内法において効果的、比例的、かつ説得力のある罰則を定めることが必要である。
(102)	欧州委員会は、本規則の評価を実施する必要がある。より良い法づくりに関する制度間協定の第22項に従い、その評価は、効率性、有効性、関連性、一貫性、EUの付加価値という5つの基準に基づいて行われるべきであり、可能な追加措置の影響評価の基礎となるものでなければならない。欧州委員会は、欧州議会、理事会、欧州経済社会委員会および地域委員会に対し、本規則の実施状況および製品の環境持続可能性と域内市場の機能に対するその影響に関する報告書を提出しなければならない。適切な場合には、報告書には、本規則の関連規定を改正するための提案を添付しなければならない。
(103)	エコデザイン要件がエネルギー関連製品だけでなく、可能な限り幅広い製品に適用され、エコデザイン要件の定義が循環性のすべての側面を包含するように拡大されることが必要である。また、本規則を規則 (EC) No 765/2008 および決定 No 768/2008/EC に規定された新立法的枠組みに合わせ、市場監視に関連する規定を改善する必要がある。したがって、指令 2009/125/EC は置き換えられるべきものである。本規則の発効日からすべての経済事業者に法的確実性を確保し、域内市場で活動する事業者に公平な競争環境を保証するために、売れ残った消費者製品の廃棄、回避、市場監視に関する透明性義務を定めた規定は、域内のすべての事業者に統一的に適用されるべきである。したがって、指令2009/125/ECは規則で置き換えられるべきである。
(104)	本規則の適用日に適用されるバージョンの指令 2009/125/EC に従って採択された実施措置に準拠して上市または使用開始された製品の法的確実性と継続性を確保するために、これらの措置はその日を超えて、本規則に従って採択された委任法によって廃止されるまで効力を維持する必要がある。同じ理由で、指令 2009/125/EC の多くの条項は、これらの実施措置の適用という観点から、引き続き完全な効力を有するべきである。これは特に、指令2009/125/ECの、物品または人の輸送手段をその範囲から除外する規定、実施措置に関連する定義の確立、上市された製品に関する経済事業者の責任の設定、関連する適合性評価手続きおよびEC適合宣言の詳細の特定、EUエコラベルを付与された製品に対する適合性の推定の確立、調和規格に関連した必要な措置を可能にすることに関連している。商品の自由な移動を確保し、より有利な結果を得るために製品の性能を違法に変更する行為を禁止し、エコデザイン要件の適切な実施を確保することの重要性に留意しつつ、本規則の関連条項は、指令2009/125/ECに基づく実施措置に従って市場に出されたエネルギー関連製品に適用されるものとする。 
(105)	本規則の目的、すなわち、製品の環境持続性を向上させ、エコデザイン要求が設定された製品の域内市場における自由な移動を確保することは、加盟国では十分に達成できず、むしろその規模や効果から、連合レベルでしか達成できないため、欧州連合条約（TEU）第5条に定める補完性の原則に従い、連合は措置を採用できる。同条に定める比例原則に従い、本規則は、その目的を達成するために必要なことを超えることはない、
は、この規則を採用しています：
第1章 総則
第1条
主題と範囲
1.	本規則は、製品が市場に投入され、または使用されるために満たすべきエコデザイン要件を定めることにより、製品の環境持続性を向上させ、域内市場における自由な移動を確保するための枠組みを確立するものである。これらのエコデザイン要件は、欧州委員会が委任法の中でさらに詳しく説明するものとし、以下の事項に関連する：
(a)	製品の耐久性・信頼性を高める 
(b)	製品の再利用性； 
(c)	製品のアップグレード、リペア、メンテナンス、リファビッシュ；
(d)	製品に懸念物質が含まれていること； 
(e)	製品のエネルギーと資源の効率化； 
(f)	製品にリサイクル素材を使用する； 
(g)	製品の再製造とリサイクル； 
(h)	製品のカーボンフットプリントと環境フットプリント 
(i)	製品の予想される廃棄物発生量 
また、本規則は、デジタル製品パスポート（以下、製品パスポート）の制定、グリーン公共調達の必須基準の設定、売れ残った消費者製品の廃棄を防ぐための枠組みを定めている。 
2.	本規定は、部品及び中間製品を含め、市場に投入され、又は使用されるあらゆる物理的な物品に適用される。ただし、以下のものには適用されない： 
(a)	Regulation (EC) No 178/2002 の Article 2 で定義されている食品；
(b)	Regulation (EC) No 178/2002 の Article 3(4) に定義される飼料； 
(c)	指令2001/83/ECの第1条(2)に定義されるヒト用の医薬品； 
(d)	規則（EU）2019/6 の第 4 条（1）に定義される動物用医薬品；
(e)	植物、動物、微生物が生きている； 
(f)	人由来の製品；
(g)	動植物の将来の生殖に直接関係する産物。 
第2条
定義
本規定において、以下の定義が適用されるものとする：
(1)	製品」とは、市場に出回る、または使用に供されるあらゆる物理的な物品を意味する； 
(2)	コンポーネント」とは、他の製品に組み込まれることを意図した製品をいう；
(3)	中間製品」とは、最終消費者に適したものにするために、混合、コーティング、組み立てなど、さらなる製造または変形を必要とする製品を意味する；
(4)	エネルギー関連製品」とは、使用中のエネルギー消費に影響を与える製品をいう；
(5)	商品群」とは、類似の目的を果たし、使用方法が類似している、または類似の機能特性を有し、消費者の認識の点で類似している商品の集合をいう；
(6)	エコデザイン」とは、製品の特性や製品のバリューチェーンを通じて行われるプロセスに、環境の持続可能性を考慮したものを統合することを意味する；
(7)	エコデザイン要件」とは、製品をより環境的に持続可能なものにすることを目的とした性能要件または情報要件をいう；
(8)	性能要件」とは、附属書 I で言及される製品パラメータに関連して、ある性能レベルを達成するための、製品に対す る定量的または非定量的な要件をいう；
(9)	情報提供義務」とは、第7条第2項に規定される、製品に情報を添付する義務をいう；
(10)	サプライチェーン」とは、製品がエンドユーザーに到達するまでの、製品のバリューチェーンの上流の活動やプロセスをすべて指する； 
(11)	バリューチェーン」とは、製品のライフサイクルに含まれるすべての活動やプロセス、およびその可能な再製造を意味する； 
(12)	ライフサイクル」とは、天然資源からの原材料の入手または生成、前処理、製造、保管、流通、設置、使用、保守、修理、改良、改装および再利用、ならびに使用終了からなる、製品の一生の連続した、相互に関連した段階をいう；
(13)	エンドオブライフ」とは、製品が廃棄されたときに始まり、製品が廃棄物として自然に戻されるか、他の製品のライフサイクルに入るときに終わるライフサイクル段階を意味する； 
(14)	環境影響」とは、有害か有益かを問わず、製品のライフサイクルにおいて全体的または部分的に生じる環境に対する変化をいう；
(15)	性能のクラス」とは、附属書Ⅰで言及される1つ以上の製品パラメータに関する性能レベルの範囲を意味し、製品の差別化を可能にするために連続したステップに順序付けられる；  
(16)	再製造」とは、廃棄物、製品または部品である対象物から製品を製造する産業プロセスであって、商業的保証を伴って通常市場に出される製品の安全性、性能、目的または種類に影響を与える少なくとも1つの変更が製品に対して行われるものをいう； 
(17)	アップグレード」とは、製品の機能、性能、容量、美観を高めることを意味する； 
(18)	改装」とは、廃棄物である物体または製品を、設計段階で当初考えられた意図された用途、性能の範囲およびメンテナンスの範囲内でその性能または機能を回復するため、または適用される技術基準または規制要件を満たすために、完全に機能する製品を作る結果をもって準備または変更することをいいます；
(19)	メンテナンス」とは、製品を必要な機能を発揮できる状態に維持するために実施される行為をいいます；
(20)	修理」とは、欠陥のある製品または廃棄物を、その意図された使用を果たす状態に戻すことをいいます；
(21)	耐久性」とは、制限的な事象によってその機能が妨げられるまで、使用、保守、修理の指定された条件下で、製品が要求通りに機能する能力を意味する； 
(22)	信頼性」とは、製品が所定の条件下で所定の期間、制限事象なしに要求通りに機能する確率を意味する；
(23)	環境フットプリント」とは、製品環境フットプリント法に基づき、単一の環境影響カテゴリーに関連するか、影響カテゴリーの集合に関連するかを問わず、製品の環境影響を定量化したものをいう；
(24)	製品環境フットプリント法」とは、勧告（EU）2021/2279で定められた製品の環境影響を定量化するライフサイクル評価法を意味する；
(25)	カーボンフットプリント」とは、製品システムにおける温室効果ガス（GHG）排出量とGHG除去量の合計をCO2 相当として表し、気候変動という単一の影響カテゴリーを用いたライフサイクルアセスメントに基づくものをいう；
(26)	公共契約」とは、指令2014/24/EUの第2条(5)に定義される公共契約をいう；
(27)	物質」とは、規則（EC）No 1907/2006 の第 3 条、ポイント（1）に定義される物質を意味する；
(28)	懸念物質」とは、以下のような物質を意味する：
(a)	第57条に定める基準を満たし、規則（EC）No 1907/2006の第59条（1）に従って特定される、または
(b)	は、Regulation (EC) No 1272/2008のAnnex VIのPart 3において、以下のハザードクラスまたはハザードカテゴリのいずれかに分類される： 
1. 発がん性区分1および2、 
1. 生殖細胞変異原性カテゴリー1および2、 
1. 生殖毒性カテゴリー1および2、［規則（EC）No 1272/2008がこれらの危険有害性クラスを含むと、立法手続きの過程で追加される］：難分解性、生物蓄積性、毒性（PBTs）、非常に難分解性、非常に生物蓄積性（vPvBs）；難分解性、移動性、毒性（PMT）、非常に移動性（vPvM）；内分泌撹乱性］、 
1. 呼吸器感作性 カテゴリー1 
1. 皮膚感作性 カテゴリー1、 
1. 水生環境慢性有害性 カテゴリー1～4 
1. オゾン層への有害性 
1. 特定標的臓器毒性-反復暴露カテゴリー1および2、
1. 特定標的臓器毒性-単回暴露カテゴリー1および2；または
(c)	は、それが存在する製品における材料の再使用やリサイクルに悪影響を及ぼす； 
(29)	製品パスポート」とは、製品に固有のデータの集合であって、第4条に従って採択された該当する委任法に規定される情報を含み、かつ、第3章に従ってデータキャリアを通じて電子的手段でアクセス可能なものをいいます；
(30)	データキャリア」とは、リニアバーコードシンボル、二次元シンボル、その他の自動識別データ取得媒体で、装置によって読み取ることができるものをいう； 
(31)	ユニークな製品識別子」とは、製品を識別するための固有の文字列で、製品パスポートへのウェブリンクも可能にするものをいう；
(32)	事業者固有識別子」とは、製品のバリューチェーンに関わる事業者を識別するための固有の文字列を意味する；
(33)	ユニークな施設識別子」とは、製品のバリューチェーンに関わる場所や建物、または製品のバリューチェーンに関わる行為者が使用するものを識別するためのユニークな文字列をいう； 
(34)	処理」とは、規則（EU）2018/1807の第3条、ポイント（2）に定義される処理を意味する；
(35)	破壊」とは、再使用または再製造作業の準備のために製品を引き渡すことのみを目的とした廃棄を除き、製品を意図的に損傷し、または廃棄物として廃棄することをいう；
(36)	消費者製品」とは、指令（EU）2019/771の第2条、ポイント（2）に定義されるように、主に消費者を対象とする、部品および中間製品を除く製品をいう；
(37)	未販売の消費者製品」とは、販売されていない消費者製品、または指令（EU）2011/83/EUの第9条に従った消費者の撤回権に鑑みて消費者から返品された消費者製品をいう； 
(38)	自主規制措置」とは、産業部門が自らの意思で締結する自主的な合意や行動規範を意味し、その実施に責任を持つものである；
(39)	市場で入手可能にする」とは、商業活動の過程において、有償であるか無償であるかを問わず、連合市場において流通、消費又は使用のために製品を供給することをいいます；
(40)	市場に出す」とは、製品を連合市場で最初に入手可能にすることを意味する；
(41)	使用開始」とは、製品が意図された目的のために、組合内で初めて使用されることをいいます； 
(42)	製造者」とは、製品を製造する、またはそのような製品を設計もしくは製造させ、その製品をその名称もしくは商標で販売する自然人もしくは法人、またはそのような者もしくは輸入者がいない場合には、製品を市場に出す、もしくは使用開始する自然人もしくは法人を意味する；； 
(43)	認定代理人」とは、本規則に基づく製造者の義務に関して、特定の業務に関して製造者に代わって行動するよう製造者から書面による委任を受けた、連合国内に設立された自然人または法人をいう；
(44)	輸入者」とは、連合国内に設立された自然人または法人で、第三国からの製品を連合市場に出す者を意味する；
(45)	販売業者」とは、製造業者または輸入業者以外のサプライチェーンにおける自然人または法人で、製品を市場で入手できるようにする者をいう；
(46)	経済事業者」とは、製造者、公認代理店、輸入業者、販売業者および履行サービス提供者をいう；
(47)	技術仕様書」とは、製品、プロセスまたはサービスが満たすべき技術的要件を規定した文書をいう；
(48)	整合規格」とは、規則（EU）No 1025/2012 の第 2 条（1）項、ポイント（c）に定義される規格をいう；
(49)	CEマーキング」とは、製造者が、当該製品が、その貼付を規定する欧州連合の調和に関する法律に定める適用要件に適合していることを表示するためのマーキングをいう；
(50)	認定」とは、規則（EC）No 765/2008 の第 2 条（10）に定義される認定を意味する； 
(51)	国家認定機関」とは、規則（EC）No 765/2008 の第 2 条（11）に定義される国家認定機関をいう； 
(52)	適合性評価」とは、第4条に従って採択された関連する委任行為に規定された要件が満たされているかどうかを実証するプロセスをいう； 
(53)	適合性評価機関」とは、校正、試験、認証および検査を含む適合性評価活動を行う機関をいう；
(54)	通知機関」とは、本規則第IX章に従って通知された適合性評価機関をいう；
(55)	オンラインマーケットプレイス」とは、ウェブサイト、ウェブサイトの一部またはアプリケーションを含むソフトウェアを使用する仲介サービスのプロバイダーであって、顧客が第4条に従って採択された委任法の対象となる製品の販売について経済事業者と遠隔契約を締結することを可能にするものをいいます；
(56)	ディーラー」とは、商業活動の過程で、対価の有無にかかわらず、販売、レンタルまたは購入のために製品を提供し、または顧客に製品を展示する、小売業者またはその他の自然人もしくは法人をいいます；
(57)	遠隔販売」とは、オンラインまたはその他の遠隔販売手段により、潜在顧客が物理的に表示された製品にアクセスできない状態で、製品の販売、レンタルまたはレンタル購入のために提供することをいいます；
(58)	リスクを提示する製品」とは、第65条(1)に列挙された要件以外の本規則に定める又は本規則に従って定める要件に適合しないことにより、環境又は当該要件により保護されるその他の公共の利益に悪影響を及ぼす可能性がある製品をいう；
(59)	重大なリスクを提示する製品」とは、評価に基づき、関連する不遵守の程度または関連する危害が、市場監視当局による迅速な介入を必要とすると考えられるリスクを提示する製品をいい、不遵守の影響が即時でない場合を含む。
また、欧州議会および理事会の指令2008/98/EC[footnoteRef:84] の第3条、(1), (2), (13), (15), (16) および (17) における「廃棄物」、「有害廃棄物」、「再利用」、「回収」、「再利用準備」および「リサイクル」の定義が適用されるものとする。 [84: 	廃棄物に関する2008年11月19日付欧州議会および理事会指令2008/98/ECおよび特定の指令の廃止（OJ L 312, 22.11.2008, p.3）。] 

規則（EU）2019/1020の第3条、ポイント（3）、（4）、（11）、（15）、（16）、（21）、（22）、（23）、（24）及び（25）における「市場監視」、「市場監視当局」、「履行サービス業者」、「オンラインインターフェース」、「矯正措置」、「エンドユーザー」、「回収」、「撤回」、「税関」及び「自由流通への解放」の定義も、適用するものとする。 
欧州委員会勧告 2003/361/EC[footnoteRef:85] の附属書 I の第 2 条(1)、(2)、(3)にある「中小企業」「小規模企業」「零細企業」の定義も適用するものとする。  [85: 	零細・中小企業の定義に関する2003年5月6日の欧州委員会勧告（OJ L 124, 20.5.2003, p.36）.] 

第3条
自由行動
1.	製品は、当該製品に適用される第4条に従って採択された委任法に規定されたエコデザイン要件に適合する場合にのみ、上市または使用開始されるものとする。
2.	加盟国は、第4条に従って採択された委任行為に定める性能要件に適合する製品について、当該委任行為に含まれる性能要件が対象とする附属書Iに言及する製品パラメータに関する国内性能要件に適合しないことを理由として、市場への投入又は使用開始を禁止、制限又は妨げてはならない。 
加盟国は、第4条に従って採択された委任法に規定された情報要件に適合する製品について、当該委任法に含まれる情報要件の対象となる附属書Iに言及する製品パラメータに関する国内情報要件の不遵守を理由として、市場への出品又は使用開始を禁止、制限又は妨げてはならない。
3.	第 2 項は、加盟国が、欧州議会および理事会の指令 2010/31/EU[footnoteRef:86] の第 4 条（1）に従って最低エネルギー性能要件を、第 8 条に従ってシステム要件を設定することを妨げないものとする。 [86: 	建物のエネルギー性能に関する2010年5月19日の欧州議会および理事会の指令2010/31/EU（OJ L 153, 18.6.2010, p. 13）。] 

4.	加盟国は、第4条に従って採択された委任法が性能要件、情報要件又は性能要件及び情報要件のいずれも不要と規定している附属書Iの製品パラメータに関する国内要件の不遵守を理由として、製品の上市又は使用開始を禁止、制限又は妨げてはならない。
5.	見本市、展示会及び類似のイベントにおいて、加盟国は、第4条に従って採択された委任行為に適合しない製品の展示を妨げない。ただし、当該製品が適合しないこと及び適合させるまでは販売しないことを、目に見える標識で明示することが条件となる。
第II章 エコデザイン要件
第4条 
委任された行為を採択する権限
欧州委員会は、第66条に基づき、製品の環境持続可能性を向上させるために、製品に対する、または製品に関連するエコデザイン要件を定めることにより、本規則を補足する委任行為を採択する権限を有する。これらの要求事項は、付属書VIに列挙された要素を含むものとし、第5条、第6条および第7条ならびに第3章に従って制定されなければならない。エコデザイン要求事項を採択する権限には、附属書Iで言及される特定の特定製品パラメータについて、性能要求事項、情報要求事項、または性能要求事項と情報要求事項のいずれも必要ないことを定める権限も含まれる。
第1号に言及する委任行為においてエコデザイン要件を定める場合、欧州委員会は、第36条に従い、本規則の付属書IVおよび決定No 768/2008/ECの付属書IIに定めるモジュールの中から、当該製品またはエコデザイン要件に鑑みて必要な適合性評価手続きを特定し、本規則を補足するものとする。
第1号に言及する委任法は、また、以下の方法により本規則を補足することができる：
(a)	製造業者、その正規代理人または輸入業者に対し、第30条3項に従い、関連製品に関連する技術文書の一部を、欧州委員会または市場監視当局が要求なしにデジタルで利用できるようにすることを要求すること；
(b)	製造業者、その正規代理人または輸入業者に対し、第31条第1項に従い、市場に出されまたは使用されるこれらの委任法の対象となる製品の数量に関する情報を欧州委員会に提供することを要求すること；
(c)	上市された製品に対し、第31条2項に従い、使用中に消費するエネルギー又は附属書Iで言及される他の関連製品パラメータに関する性能を測定できることを要求すること； 
(d)	製造業者、その認定代理人または輸入業者に対し、第31条3項に従って、(c)にいう使用中データを収集、匿名化、または欧州委員会に報告することを義務づけること；
(e)	第32条(2)に従い、附属書Iで言及される製品パラメータに関する製品の性能を計算するために、オンラインツールの使用を要求すること； 
(f)	第40条に基づき、第37条及び第39条の適用除外によるエコデザイン要求事項への適合を示す適合宣言又はマーキングに関する代替規則を規定すること；
(g)	第57条に基づき、加盟国のインセンティブを指示するための規則を規定すること；  
(h)	加盟国による要件の実施、監視及び報告を含め、公的契約に適用される要件を確立する。これらの要件は、附属書Iに言及され、第58条に従って設定される製品パラメータに基づくものとする。
第5条 
エコデザイン要件
1.	欧州委員会は、関連する製品群に適切であり、ライフサイクルの全段階を十分に考慮した上で、以下の製品側面を改善するためのエコデザイン要求事項を定めるものとする：
(a)	耐久性に優れています； 
(b)	の信頼性を高めることがでく； 
(c)	再利用可能である； 
(d)	アップグレードが可能である；
(e)	の修復が可能である；
(f)	保守・改修の可能性
(g)	懸念される物質が存在する
(h)	エネルギー使用またはエネルギー効率； 
(i)	資源利用または資源効率；
(j)	リサイクル・コンテンツ 
(k)	再製造やリサイクルの可能性
(l)	素材回収の可能性がある；
(m)	カーボンや環境フットプリントを含む、環境影響； 
(n)	廃棄物の発生が予想されること。
2.	エコデザイン要件は、特定の製品グループに対して設定されるものとする。 
ただし、2つ以上の製品グループが技術的な類似性を有し、共通の要件に基づいて第1項の製品側面を改善することができる場合、それらの製品グループに対して水平的にエコデザイン要件を設定することができる。 
第2号に従って設定された水平的エコデザイン要件は、第18条第3項に従って有効な代替措置として設定された自主規制措置の範囲に属する製品を対象とすることができるが、その自主規制措置が当該水平的エコデザイン要件の対象となる製品の側面を扱っていないと委員会が判断した場合は、この限りではない。  
3.	エコデザイン要件は、適宜、以下を含むものとする：
(a)	第6条に定める性能要件を満たすこと； 
(b)	第7条に定める情報提供義務を負う。 
4.	エコデザイン要求事項を作成する場合、委員会は、以下のことを行う： 
(a)	は、以下の要素を考慮する：
(i)	EUの気候、環境、エネルギー効率に関する優先事項およびその他の関連するEUの優先事項；
二	第1項に記載された関連する製品の側面にどの程度対応しているかを含む、関連するEUの法律；
三	第18条に規定する自己規制措置；
四	関連する国内環境法令を遵守する；
(v)	関連する欧州および国際規格；
(b)	入手可能な最善の証拠および分析に基づき、また、必要に応じて、欧州の資金提供プログラムの下で行われた追加の研究および研究結果に基づき、影響評価を実施する。その際、欧州委員会は、第1項に列挙された製品の側面の分析の深さが、その重要性に比例するようにするものとする。第1項に列挙された製品の側面のうち、最も重要な側面に関するエコデザイン要件の策定は、当該製品の他の側面を改善するためのエコデザイン要件の策定の可能性に関する不確実性によって不当に遅延してはならない；
(c)	規則（EC）No 66/2010、指令2010/75/EU、規則（EU）2020/852に従って採用された技術的審査基準、グリーン公共調達基準など、EUの法律や文書の根拠として使用された、またはそこから派生した関連技術情報を考慮する；
(d)	は、第17条で言及されたエコデザイン・フォーラムが表明した意見を考慮する。
5.	エコデザイン要件は、以下の基準を満たすものとする：
(a)	ユーザーの立場から、製品の機能に重大な悪影響を及ぼさないこと；
(b)	人の健康や安全に悪影響を及ぼすことがないようにする；
(c)	中古品へのアクセス、耐久性、製品のライフサイクルコストなども考慮し、関連製品の購入しやすさという点で、消費者に大きな悪影響を与えないこと；
(d)	経済主体（少なくとも中小企業）の競争力に不釣り合いな悪影響を与えてはならない；
(e)	製造業者やその他の経済主体に対して、独自の技術を押し付けてはならない； 
(f)	製造業者やその他の経済主体に不釣り合いな行政負担をかけないこと。
6.	委員会は、適切な場合、サプライチェーン関係者に以下を求めるものとする：
(a)	エコデザイン要求事項の遵守を確認するために関連する、製造者、通知機関及び管轄の国家機関に対し、要求に応じて、その供給品又はサービスに関連する利用可能な情報を提供する；
(b)	(a)の情報がない場合、製造者がエコデザイン要求事項への準拠を確認するために、その供給品またはサービスを評価することを認め、これらの製造者に関連文書または施設へのアクセスを与える；
(c)	通知機関及び管轄国家機関が、その活動に関連し、エコデザイン要求事項の遵守を検証するために関連する情報の正確性を検証することを可能にする。
7.	欧州委員会は、適切な場合、製品に直接、または技術文書に基づいてなど、特定のエコデザイン要件に関する適切な検証手段を特定するものとする。
8.	欧州委員会は、本規則に基づくエコデザイン要求事項の設定に使用された関連する研究及び分析を公表するものとする。
第6条
性能要件 
1.	製品は、第4条に従って採択された委任法に規定された、第5条(1)に掲げる製品側面に関連する性能要件に適合するものとする。
2.	第1項にいう性能要件は、附属書Ⅰにいう製品パラメータに基づくものとし、適宜、以下を含むものとする：
(a)	付属書 I に記載された特定の製品パラメータに関する最小値または最大値、あるいはそれらの組合せ； 
(b)	附属書Ⅰで言及される1つ以上の製品パラメータに関する性能の改善を目的とした非定量的な要求事項；
(c)	製品の機能的性能に関連する要求事項。 
3.	付属書 I の(f)に定める製品パラメータに基づく性能要件は、主に化学的安全性に関わる理由で、製品に含まれる物質の存在を制限してはならない。 
4.	性能要件を定める場合、欧州委員会は、附属書Ⅱに定める手続に従うものとする。
第7条
必要な情報
1.	製品は、第4条に従って採択された委任法に規定された、第5条(1)に列挙された製品側面に関連する情報要件に適合するものとする。 
2.	第 1 項の情報要件は、以下のとおりとする： 
(a)	最低限、第III章で言及される製品パスポートに関する要求事項、及び第5項で言及される懸念物質に関する要求事項を含むこと。
(b)	を適宜、製品に添付することを要求する：
(i)	付属書 I で言及される製品パラメータに関連する製品の性能に関する情報； 
(ii)	消費者及びその他のエンドユーザーに対して、環境への影響を最小限に抑え、最適な耐久性を確保するための製品の設置、使用、保守及び修理方法、並びに使用終了後の製品の返却又は廃棄方法に関する	情報； 
(iii)	処理施設向けの、分解、リサイクル、または使用済み製品での処分に関する	情報；
四	附属書 I で言及される製品パラメータに関連する性能を向上させるために、製造者以外の関係者が製品を取り扱う方法に影響を与える可能性があるその他の情報。
委任法が、第5条第2項第2号にいう2以上の製品群に対する水平的なエコデザイン要件を含む場合、本項第(a)号は、適用しない。
3.	付属書 I の(f)に定める製品パラメータに基づく情報要件は、主に健康または環境に対する危険性に関連する理由で、物質または混合物の表示に関する義務を規定するものではないものとする。 
4.	第2項第(b)号、第(i)号に掲げる情報要件を定める場合、委員会は、必要に応じて、性能のクラスを決定するものとする。
それらの成績クラスは、成績レベルの統計的に有意な改善に対応するものとする。 
5.	第1項の情報要件は、製品のライフサイクルを通じて全ての懸念物質の追跡を可能にするものとする。ただし、当該追跡が、当該製品を対象として第4条に従って採択された別の委任法によって既に可能になっている場合はこの限りではなく、少なくとも以下を含むものとする：
(a)	製品に含まれる懸念物質の名称を記載する； 
(b)	製品に含まれる懸念物質の位置；
(c)	製品、その主要部品、またはスペアパーツのレベルでの、懸念物質の濃度、最大濃度、または濃度範囲；
(d)	本製品を安全に使用するための関連する説明書；  
(e)	分解に関連する情報を提供する。
欧州委員会は、第4条に従って採択された委任法において情報要件を定める場合、その定めるところによるものとする：
(a)	対象製品群の目的のために、どの物質が第2条(28)項(c)の定義に該当するかを確定すること；
(b)	第1パラグラフで言及された情報要件の適用開始の期限を、物質ごとに区別して設定する。
(c)	第1項で言及された情報要件から、懸念物質または情報要素の除外を規定する。 
第2項(c)の免除は、懸念物質の追跡の技術的実現可能性または関連性、企業秘密情報の保護の必要性、およびその他の正当に正当化されるケースに基づいて提供される場合がある。  
第 2 条(28)項(a)の定義に該当する懸念物質が、関連製品、その主要部品またはスペアパーツに 0.1 重量％を超える濃度で存在する場合、第 1 項で言及する情報要件の適用を免除しないものとする。 
6.	情報要件は、必要な情報を入手するための方法を示すものとする。 
必要な情報は、適宜、以下の方法の少なくとも1つで提供されなければならない：
(a)	製品そのものに
(b)	は、製品のパッケージに記載されています；
(c)	を、第8条に定める製品パスポートに記載する；
(d)	第14条のラベルに記載されています；
(e)	を、ユーザーマニュアルに記載する；
(f)	フリーアクセスのウェブサイトやアプリケーションで
第5項に基づく物質のトレーサビリティを確保する情報は、製品に付与されるか、製品に含まれるデータキャリアを通じてアクセス可能でなければならない。 
7.	情報要件に従って提供される情報は、製品が市場で入手可能になり、又は使用されることになる加盟国が決定するように、消費者及びその他の最終使用者が容易に理解できる言語で提供されるものとする。  
第III章 デジタルプロダクトパスポート
第8条
製品パスポート
1.	第7条第1項にいう情報要件は、第4条並びに第9条及び第10条に従って採択された該当する委任法に従って製品パスポートが入手できる場合にのみ、製品を市場に投入し又は使用開始することができることを規定するものとする。 
2.	第4条に従って採択された委任法に定める製品パスポートに関連する要求事項は、対象となる製品群について適宜、以下の事項を規定するものとする：
(a)	付属書IIIに基づき、製品パスポートに記載される情報；
(b)	使用するデータキャリアの種類；
(c)	データキャリアを表示するレイアウトとその位置；
(d)	製品パスポートをモデルレベル、バッチレベル、アイテムレベルのいずれに対応させるか；
(e)	通信販売の場合を含め、販売契約締結前に製品パスポートにアクセスできるようにするための方法；
(f)	顧客、エンドユーザー、製造業者、輸入販売業者、販売店、修理業者、再製造業者、リサイクル業者、管轄の国家機関、公益団体、欧州委員会、またはそれらの代理を務める組織など、プロダクトパスポートの情報にアクセスできる関係者とアクセスできる情報の内容； 
(g)	必要な場合には新しいプロダクトパスポートを作成することを含め、プロダクトパスポートの情報を導入または更新できる主体、および導入または更新できる情報の内容（製造業者、修理業者、メンテナンス専門家、再製造業者、リサイクル業者、管轄の国家機関、欧州委員会、またはそれらの代理を務める組織など）；
(h)	製品パスポートが利用可能な期間。
3.	第 2 項の要件は、以下のとおりとする：
(a)	バリューチェーン上の関係者、特に消費者、経済事業者、管轄の国家機関が、自分に関連する製品情報にアクセスできるようにすること；
(b)	管轄の国家当局による製品適合性の検証を容易にすること。 
(c)	バリューチェーンに沿った製品のトレーサビリティを向上させる。
4.	製品パスポートに関連する要件を定める際、委員会は、以下の場合に、製品グループを本条第1項に定める要件から免除することができる：
(a)	第10条に含まれる必須要件に関連する技術仕様が利用できない場合。
(b)	他のEU法には、製品群に関連する情報をデジタルで提供するシステムであって、欧州委員会が第3項（a）及び（b）にいう目的を達成するとみなすものが含まれる。 
第9条
製品パスポートの一般要件
1.	製品パスポートは、以下の条件を満たすものとする： 
(a)	は、データキャリアを介して、固有の製品識別子に接続されているものとする；
(b)	データキャリアは、第4条に従って採択された適用される委任法に規定されるとおり、製品、その包装または製品に付随する文書に物理的に存在するものとする； 
(c)	データキャリア及び一意の製品識別子は、規格（'ISO/IEC'）15459:2015に準拠するものとする；
(d)	製品パスポートに含まれるすべての情報は、第10条に定める必須要件に従い、オープンスタンダードに基づき、相互運用可能なフォーマットで開発され、機械可読、構造化、検索可能であるものとする； 
(e)	製品パスポートに含まれる情報は、第4条に従って採択された委任法に規定された製品モデル、バッチまたは品目を指すものとする；
(f)	製品パスポートに含まれる情報へのアクセスは、第10条に定める必須要件に従って規制されるものとし、製品群レベルでの特定のアクセス権は、第4条に従って採択された該当する委任法で特定されるものとする。
欧州委員会は、第66条に従い、技術的及び科学的進歩に照らして、本条に定める条件を満たす目的でデータキャリア及び固有の識別子が準拠すべき他の欧州規格又は国際規格を、同点で言及される規格に置き換え又は追加することにより本条第1項（c）の点を修正する委任法を採択する権限を有する。
2.	他のEUの法令が製品パスポートに特定の情報を含めることを要求し又は許容する場合、当該情報は、第4条に従って採択された該当する委任法に従って、製品パスポートに含めるべき情報に追加することができる。 
3.	製品を市場に投入する経済事業者は、販売店が物理的に製品にアクセスできない場所でもアクセスできるように、データキャリアのデジタルコピーを販売店に提供するものとする。経済事業者は、販売店の要求から5営業日以内に、当該デジタルコピーを無償で提供しなければならない。
第10条
製品パスポートの技術設計・運用 
製品パスポートの技術的な設計および運用は、以下の必須要件に適合するものとする： 
(a)	プロダクトパスポートは、エンドツーエンドの通信及びデータ転送の技術的、意味的及び組織的側面に関して、第4条に従って採択された委任法が要求する他のプロダクトパスポートと完全に相互運用可能でなければならない； 
(b)	消費者、経済事業者及びその他の関係者は、第4条に従って採択された該当する委任法に定められたそれぞれのアクセス権に基づき、製品パスポートに自由にアクセスできるものとする；     
(c)	製品パスポートに含まれるデータは、その作成に責任を負う経済事業者またはその代理として行動する権限を有する事業者によって保存されるものとする； 
(d)	製品パスポートに含まれるデータが、その代理として行動することを認められた事業者によって保存またはその他の方法で処理される場合、これらの事業者は、当該データの全部または一部を、当該保存または処理サービスの提供に必要な範囲を超えて、販売、再利用または処理することを認めないものとする； 
(e)	製品パスポートは、製品パスポートを作成した経済事業者の支払不能、清算または連合における活動の停止後を含め、第4条に従って採択された委任規定に定める期間、利用可能であり続けるものとする；  
(f)	製品パスポートに記載された情報にアクセスし、導入、変更または更新する権利は、第4条に従って採択された委任行為に規定されたアクセス権に基づき制限されるものとする；
(g)	データの認証、信頼性、完全性が確保されていること； 
(h)	製品パスポートは、高度なセキュリティとプライバシーが確保され、不正が行われないように設計・運用されるものとする。
第11条
事業者固有識別子、施設固有識別子
1.	附属書Ⅲの(g)及び(h)にいう事業者固有識別子、附属書Ⅲの(i)にいう施設固有識別子は、ISO/IEC規格15459：2015に準拠しなければならない。
2.	附属書IIIのポイント(h)で言及されている固有の事業者識別子がまだ利用できない場合、製品パスポートを作成する経済事業者は、関連する行為者に代わって固有の事業者識別子を要求するものとする。
第1号にいう要求を出す前に、製品パスポートを作成する経済事業者は、関係事業者に固有の事業者識別子が存在しないことの確認を求め、関係サプライチェーン事業者に、公表された固有の事業者識別子の全詳細を提供しなければならない。 
3.	附属書 III の(i)に言及する固有の施設識別子がまだ利用できない場合、製品パスポートを作成する経済事業者は、関連する場所または建物に責任を負う行為者に代わって固有の施設識別子を要求するものとする。
第1号にいう要求を出す前に、製品パスポートを作成する経済事業者は、責任ある行為者から、固有の施設識別子が存在しないことの確認を求め、責任ある行為者に、解除された固有の施設識別子の全詳細を提供するものとする。 
4.	欧州委員会は、技術的及び科学的進歩に照らして本条第1項を修正するため、第66条に従って委任法を採択し、同項にいう規格を置き換え、又は附属書IIIの（g）及び（h）にいう固有の事業者識別子及び附属書IIIの（i）にいう固有の施設識別子が本条に定める条件を満たすために準拠し得る欧州又は国際規格を追加する権限を与えられている。
第12条
製品パスポート登録
1.	委員会は、第4条に従って採択された委任法が要求する製品パスポートに含まれる情報を格納する登録簿を設置し、維持しなければならない。
第1号にいう登録簿は、少なくとも、第9条第1項にいうデータキャリア及び固有の製品識別子のリストを含むものとする。 
委員会は、第1号に掲げる登録簿に保存された情報が、安全かつ個人情報の保護に関する適用規則を含む連合法に準拠して処理されることを確保するものとする。
2.	委員会は、第4条に従って採択された委任法において、製品パスポートに含まれることに加えて、少なくとも以下の基準を考慮して、第1項の登録簿に保存されなければならない情報を規定するものとする：
(a)	プロダクトパスポートの真偽を確認できるようにする必要があること；
(b)	第4条に従って採択された委任法の対象となる製品に関連する市場監視検査及び税関管理の効率及び有効性を改善するための情報の関連性；
(c)	経済事業者に不釣り合いな行政負担を与えないようにする必要があること。
3.	第1項に言及されたレジストリを設置及び管理する責任並びに当該活動から生じる可能性のある個人データの処理に関して、欧州委員会は、規則（EU）2018／1725の第3条、ポイント（8）に定義される管理者とみなされるものとする。
4.	製品を市場に投入し又は使用に供する経済事業者は、第1項の登録簿に、第2項の情報をアップロードしなければならない。 
5.	欧州委員会、管轄の国家機関及び税関当局は、連合の法令に基づく職務を遂行するために、本条にいう登録簿にアクセスできるものとする。 
第13条 製品パスポートに関連する
税関管理
1.	欧州委員会は、第12条第1項の登録簿をEU税関シングルウィンドウ証明書交換（EU CSW-CERTEX）と相互接続することにより、規則（EU）.../...によって設立されたEU税関シングルウィンドウ環境を通じた各国の税関システムとの情報の自動交換を可能にしなければならない。
欧州委員会は、第1号にいう相互接続の実施態勢の詳細を規定する実施法を採択するものとする。
この実施法は、第67条(3)にいう審査手続きに基づいて採択されるものとする。
第1号にいう相互接続は、第2号にいう実施法の採択日から4年以内に実施されるものとする。 
本条第3項から第6項までの規定は、相互接続が行われた時点から適用されるものとする。 
2.	規則（EU）952/2013の第5条（15）に定義される申告者は、第4条に従って採択された委任法の対象となる製品の自由流通のための放出のための税関申告書に、第9条（1）項（a）にいう固有の製品識別子を含めるものとする。
本項の規定は、第12条第1項のレジストリが整備された時点から適用する。 
3.	税関当局は、自由流通のための放出を許可する前に、第2項に従って申告者が示した固有の製品識別子が、第12条第1項にいう登録簿に含まれる固有の製品識別子に一致するかどうかを確認しなければならない。  
4.	製品パスポートに含まれる情報が第12条第1項にいう登録簿にも保存されている場合、欧州委員会は、第4条に従って採択された委任法において、税関当局が、本条第3項にいう検証に加え、自由流通への放出を認める前に、登録簿に保存されている情報と税関申告書の間の整合性を検証することを定めることができる。この場合、委員会は、少なくとも次の基準を考慮しなければならない：
(a)	EU市場に投入される製品のエコデザイン要件への適合性を高める必要があること；
(b)	税関当局に不釣り合いな負担がかからないようにする必要があること。
税関当局は、本項に定める検証の結果、登録簿に保存されている情報と税関申告書との間に不一致があることを確認した場合、当該製品の自由流通のための解放を拒否するものとする。税関当局は、関税法に従い、適切と考えるその他の措置をとることができ、また、拒絶を第12条第1項にいう登録簿に登録し、拒絶について管轄の国家当局に通知することがでく。
自由な流通のためのリリースは、連合法に適合していることの証明とはみなされない。
5.	第3項及び第4項の検証は、税関のためのEUシングルウィンドウ環境を通じて電子的かつ自動的に行われるものとする。
6.	税関当局は、規則（EU）No 952/2013の第46条及び第47条に基づくリスク管理を含む、EUの法令に基づく職務遂行のために、製品パスポート及び第12条（1）に記載の登録簿に含まれる情報を取得及び利用できる。   
第IV章 ラベル
第14条 
ラベル
1.	第7条(1)の情報要件が、第7条(6)の(d)に従ってラベルに情報を記載することを規定する場合、第4条に従って採択された委任法は、これを規定する：
(a)	は、ラベルの内容である；
(b)	視認性、可読性を考慮したラベルのレイアウト；
(c)	第26条に定める要件及び関連する経済事業者に対する影響を考慮し、遠隔販売の場合を含め、ラベルを顧客に表示する方法；
(d)	必要に応じて、ラベルを生成するための電子的な手段。
2.	情報要件が、第7条(4)にいう製品の性能等級をラベルに記載することを伴う場合、第1項(b)にいうラベルのレイアウトは、顧客が当該製品パラメータに関連する製品性能を容易に比較し、より性能の高い製品を選択できるようにしなければならない。 
3.	エネルギー関連製品について、第7条(4)に言及する性能クラスに関する情報を含む関連製品パラメータに関する情報が、規則（EU）2017/1369に従って設定されたエネルギーラベルに組み込まれない場合、委員会は、この特定の情報について伝達する最善の方法を評価した後、適切であれば、本規則に従ってラベルを設定することを要求できる。
4.	第1項の情報要件を定める際、欧州委員会は、必要に応じて、顧客が製品に関する追加情報（第8条にいう製品パスポートへのアクセスを可能にする手段を含む）にアクセスできるようにするデータキャリアまたはその他の手段をラベルに含めるよう求めるものとする。 
5.	欧州委員会は、第7条（6）項（d）に従って要求されるラベルのレイアウトに関する共通の要件を定める実施法を採択することができる。
これらの実施法は、第67条(3)にいう審査手続きに基づいて採択されるものとする。
第15条 
ラベルを模倣する
第4条に従って採択された委任法が製品にラベルを付けることを要求していない場合、第14条に規定するラベルに関して顧客を誤解させ、又は混乱させる可能性のあるラベルを供給し又は表示する場合には、それらの製品を市場に出し又は使用開始することはできない。
第五章 優先順位付け、計画、コンサルテーション
第16条
優先順位付けと計画
1.	本規則に従ってエコデザイン要求の対象となる製品に優先順位をつける場合、欧州委員会は、欧州連合の気候、環境、エネルギー効率に関する目標の達成に寄与する可能性を考慮するとともに、以下の基準も考慮するものとする：
(a)	特に考慮し、不釣り合いなコストを伴うことなく、第5条第1項に記載された製品側面を改善する可能性があること：
(i)	第18条に従って採用された連合法の不在もしくは不十分、または市場原理もしくは自主規制の措置が目的に適切に対処していない場合。
二	第5条第1項に列挙された製品側面に関して、同等の機能を有する市場で入手可能な製品の性能に格差があること； 
(b)	組合内での製品の販売量および取引量； 
(c)	バリューチェーン全体における環境負荷、エネルギー使用量、廃棄物発生量の分布、特にそれらが連合内で行われているかどうか；
(d)	技術や市場の発展に照らして、第4条に従って採択された委任行為を定期的に見直し、適応させる必要性がある。
2.	欧州委員会は、少なくとも3年間を対象とする作業計画を採択し、定期的に更新するものとし、本規則に従ってエコデザイン要件を定める予定の製品群のリストを記載する。当該リストには、欧州委員会が第5条第2項第2号に従って策定された水平的なエコデザイン要件を採用する意向のある、第5条第1項に言及する製品側面を含むものとする。
第1号に掲げる作業計画を採択又は更新する場合、欧州委員会は、本条第1項に定める基準を考慮し、第17条に掲げるエコデザイン・フォーラムに諮問するものとする。
第17条 
エコデザインフォーラム
欧州委員会は、その活動を行う際に、加盟国の代表と、中小企業や工芸品を含む産業界、労働組合、貿易業者、小売業者、輸入業者、環境保護団体、消費者団体など、問題となっている製品または製品グループに関わるすべての利害関係者がバランスよく参加するようにするものとする。これらの関係者は、特にエコデザイン要求事項の作成、確立された市場監視メカニズムの有効性の検討、自主規制措置の評価に貢献するものとする。
そのために、欧州委員会は、これらの関係者が集まる専門家グループ（「エコデザイン・フォーラム」と呼ばれる）を設立するものとする。 
第18条
セルフレギュレーション測定法
1.	二以上の経済事業者は、第4条に従って採択された委任法に代わるものとして、製品のエコデザイン要件を定める自主規制措置を欧州委員会に提出することができる。これらの事業者は、第3項の(a)から(e)に言及する基準が満たされていることを示す証拠を提出しなければならない。第3項の(a)については、その証拠は、エコデザイン要件および自主規制措置の目的を正当化し、当該自主規制措置に定められたエコデザイン要件の影響を評価する、構造化された技術、環境および経済分析で構成されなければならない。 
2.	自主規制対策には、以下の内容を記載する：
(a)	自己規制措置に署名している経済事業者のリスト； 
(b)	自主規制措置の対象となる製品に適用されるエコデザイン要求事項； 
(c)	付属書VIIの6項に定める基準を含む、産業界及び独立した検査官の責任を明確にした、詳細かつ透明で客観的なモニタリング計画； 
(d)	署名者が報告すべき情報、試験・検査に関する規則。
本項の情報は、常に最新の状態に保ち、一般にアクセス可能なウェブサイト上で公開するものとする。
3.	欧州委員会は、提案された自主規制措置を評価し、必要な場合には、欧州連合の分散型機関から科学的助言を求めるものとする。その評価に基づき、以下の基準を満たす場合、第4条に従って採択された委任法の有効な代替案であるかどうかを確定するものとする：
(a)	自主規制措置が、製品の環境持続可能性の向上及び域内市場の自由な移動の確保に、第4条に従って採択される委任法よりも迅速に又は少ない費用で寄与すること； 
(b)	自主規制措置の対象となる製品に関して、自主規制措置の署名者の数量ベースの市場シェアが、市場に投入された、または使用開始されたユニットの80％以上であること；
(c)	自主規制措置が付属書VIIに定める基準に適合していること； 
(d)	自主規制措置の対象となる製品が、第4条に従って採択された委任法の範囲に含まれないこと； 
(e)	自主規制措置が、EUの法律およびEUの国際貿易公約に合致していること。
欧州委員会は、第4条に従って採択された委任法の有効な代替案として確立された自主規制措置のリストを含む実施法を採択しなければならない。当該実施法は、第67条(2)にいう諮問手続に従って採択されなければならない。
4.	欧州委員会は、関係する製品グループ内の関連する市場または技術の発展に鑑み、または第3項に定める基準がもはや満たされないと信じるに足る理由がある場合には、いつでも、自主規制措置の署名者に対し、当該措置の改訂・更新版の提出を求めることができる。 
5.	自己規制措置が第3項第2号に従って採択された実施法に記載された後は、当該措置の署名者は、当該実施法に定められた定期的な間隔で、自己規制措置の目的の達成に向けた進捗状況を欧州委員会に報告し、第3項（a）から（e）に定められた基準が引き続き満たされることを証明するものとする。また、これらの報告書は、一般にアクセス可能なウェブサイト上で公開されるものとする。 
6.	欧州委員会は、第4項または第5項に従って受け取った情報に基づき、自主規制措置がもはや第3項に定める基準を満たさないと考える場合、同項に定めるリストから削除するものとする。この場合、欧州委員会は、当該自主規制措置の対象となる製品に適用されるエコデザイン要求事項を採択することを決定することができる。
第19条 
マイクロ、スモール、ミディアムサイズの企業
1.	中小企業が恩恵を受けることができるプログラムについて、欧州委員会は、中小企業がエネルギー効率を含む環境持続可能性の側面をバリューチェーンに組み込むことを支援するイニシアティブを考慮するものとする。
2.	第4条に従って委任法を採択する場合、欧州委員会は、必要に応じて、中小企業による本規則の適用を促進するために、影響を受ける製品または製品グループの分野で活動する中小企業の特殊性を網羅したガイドラインを添付するものとする。 
3.	加盟国は、中小企業が第4条に従って採択された委任法に定めるエコデザイン要求事項を適用するのを支援するために、適切な措置を講じるものとする。 
これらの措置には、少なくとも、中小企業が要件に適応するための認識を高め、ネットワークの機会を創出するためのワンストップ・ショップまたは同様のメカニズムの利用可能性を確保することを含むものとする。 
さらに、適用される国家補助規則を害することなく、かかる措置は以下を含むことができる：
(a)	財政的な優遇措置の付与、物理的・デジタル的なインフラ投資の提供など、財政的な支援を行っている；
(b)	ファイナンスへのアクセス
(c)	専門的なマネジメントとスタッフのトレーニング；
(d)	組織的・技術的な支援を行う。
第六章 売れ残った消費財の破棄
第20条
売れ残った消費財の廃棄
1.	売れ残った消費財を直接、または他の経済事業者に代わって廃棄する経済事業者は、開示しなければならない：
(a)	製品の種類やカテゴリーごとに区別して、1年間に廃棄される売れ残り消費財の数；
(b)	製品を廃棄する理由； 
(c)	指令2008/98/ECの第4条で定義された廃棄物階層に従って、再使用、再製造、リサイクル、エネルギー回収および廃棄作業の準備のために廃棄された製品を提供すること。 
経済事業者は、第3項に従って採択された委任法が当該事業者が廃棄する売れ残り消費財のカテゴリーに適用を開始するまで、その情報を自由にアクセスできるウェブサイト上で開示し、またはその他の方法で一般に利用可能にするものとする。 
2.	欧州委員会は、種類又はカテゴリー及び情報の検証方法を含む、第1項にいう情報の開示のための形式を定める実施法を採択することができる。
これらの実施法は、第67条(3)にいう審査手続きに基づいて採択されるものとする。
3.	欧州委員会は、特定の製品群に属する売れ残り消費財の破棄が環境に重大な影響を与える場合、経済事業者が連合内で売れ残り消費財を破棄することを禁止することにより本規則を補足するため、第66条に基づき委任法を採択する権限を有するものとする。 
第1号に従って採択された委任行為において、委員会は、以下の観点から適切な場合には、これらの禁止事項に対する一定の適用除外を定めるものとする：
(a)	健康や安全への配慮
(b)	製品の取り扱いに起因する損害、または消費者による製品の返品後に発見された損害；
(c)	該当する場合、欧州連合および国内の法律および技術基準を考慮し、製品が意図された目的に対する適合性；
(d)	製品の寄贈を拒否し、再利用や再製造を準備すること。
4.	第3項の規定により採択された委任行為を作成するときは、委員会は、次のとおりとする：
(a)	特定の消費財の破壊の普及率と環境への影響を評価する； 
(b)	第1項に基づき経済事業者が開示した情報を考慮する；
(c)	入手可能な最善の証拠と分析、および必要に応じて追加調査に基づき、影響評価を実施すること。
欧州委員会は、禁止事項を定めた委任法の作成に先立ち、第17条のエコデザインフォーラムに相談し、第3項の売れ残った消費財の廃棄を禁止する可能性について、その意見を考慮するものとする。
5.	売れ残った消費者製品が第3項第2号に掲げる免責事項に基づいて破棄される場合、責任ある経済事業者は、自由にアクセスできるウェブサイト上で、またはその他の方法で一般に公開するものとする：
(a)	売れ残った消費財の廃棄数
(b)	適用される免責事項を参照しながら、その破棄の理由を説明する；
(c)	指令2008/98/ECの第4条で定義された廃棄物階層に従って、破壊された製品をリサイクル、エネルギー回収、および廃棄業務に提供すること。 
第2項の規定により採択された実施法に定める情報の開示の内容及び様式は、第3項の規定により採択された委任法に別段の定めがある場合を除き、この項の規定により開示すべき情報についても適用される。
6.	本条は、中小企業には適用されないものとする。 
ただし、委員会は、第3項に従って採択された委任法において、第3項にいう売れ残った消費者製品の廃棄の禁止又は第4項にいう開示義務を適用する旨を規定することができる： 
(a)	中堅企業が、売れ残った消費財の廃棄のかなりの割合を占めていることを示す十分な証拠がある場合；
(b)	第3項にいう売れ残った消費者製品の廃棄の禁止または第4項にいう開示義務を回避するために使用される可能性があるという十分な証拠がある場合、零細企業、小規模企業または中堅企業である。
第VII章 経済事業者の義務
第21条
製造者の義務
1.	第4条に従って採択された委任法の対象となる製品を市場に出し、又は使用に供する場合、製造者は、以下を確保しなければならない：
(a)	これらの製品は、第6条に規定された要件および第4条に従って採択された委任行為に従って設計および製造されたものである；
(b)	これらの製品には、第7条および第4条に従って採択された委任状により要求される情報が添付されています；
(c)	第8条および第4条に従って採択された委任法に基づき、製品パスポートを入手することがでく。 
2.	製造者は、第4条に従って採択された委任法の対象となる製品を市場に出し、又は使用に供する前に、第4条に従って採択された委任法に規定された適合性評価手続を実施し、必要な技術文書を作成し、又はその代行を依頼するものとする。
第4条に従って採択された委任法の対象となる製品の適用要件への適合がその手続きによって証明された場合、製造者は、第37条に従ってEU適合宣言を作成し、第39条に従ってCEマーキングを付すものとする。ただし、第4条第3項第(f)号に従って欧州委員会が代替規則を定めた場合、製造者は、その規則に従って適合宣言書を作成し、適合表示を付すものとする。
3.	製造者は、技術文書及びEU適合宣言書を、製品が上市又は使用開始された後10年間保管しなければならない。第4条に従って採択された委任法は、関係する製品または要求事項の性質を考慮するため、10年より長い期間または短い期間を指定することができる。 
4.	製造事業者は，連続生産が適用される要求事項への適合を維持するための手順が整備されていることを確 認しなければならない。製造工程、製品設計又は特性の変更、並びに製品の適合性が宣言され又はその適合性が検証される基準となる整合規格、共通仕様又はその他の技術仕様の変更は、製造業者が適切に考慮しなければならず、製品の適合性に影響があることが判明した場合、製造業者は、第4条に従って採択された委任法に規定する適合性評価手続に従って再評価を実施し又はその代わりに実施させるものとする。
5.	製造者は、製品に型番、バッチ番号、シリアル番号又は識別可能なその他の要素が付されていること、又は製品のサイズ又は性質がそれを許さない場合には、必要な情報が包装上又は製品に添付された文書に提供されていることを保証しなければならない。 
6.	製造者は，製品に，その名称，登録商標又は登録商標，連絡可能な郵便住所及び可能な場合には電子的通信手段，又はそれが不可能な場合には，その包装，製品に添付された文書又は可能な場合には製品パスポートに表示しなければならない。住所は、製造者に連絡できる一箇所を示すものとする。連絡先の詳細は、明確で、理解しやすく、読みやすいものでなければならない。
7.	製造者は、第4条に従って採択された委任法の対象となる製品に、当該加盟国が定めるところにより、消費者及びその他のエンドユーザーが容易に理解できる言語で、当該製品を安全に組立、設置、操作、保管、保守、修理及び廃棄することを可能にする説明書を添付することを確実にしなければならない。当該指示は、明確で、理解しやすく、読みやすいものでなければならず、少なくとも、第4条に従って採択された委任法及び第7条（2）（b）の点（ii）に従って指定された情報を含む。
8.	第4条に従って採択された委任法の対象となる製品で、その製品が市場に出され、又は使用に供されたものが、これらの委任法に定める要件に適合していないと考え、又はそう信じる理由がある製造業者は、当該製品を適合させるために必要な是正措置を直ちにとり、適切であれば撤回又は回収するものとする。 
製造者は、製品を入手可能にした加盟国の市場監視当局に、違反の疑いがあること、および講じた是正措置を直ちに報告する。
9.	製造者は、管轄の国家当局からの理由ある要求があれば、当該当局が容易に理解できる言語による技術文書を含む、製品の適合性を実証するために必要なすべての情報及び文書を提供するものとする。その情報及び文書は、紙又は電子のいずれかの形式で提供されなければならない。関連文書は、管轄の国家機関の要請を受けた日から10日以内に提供されなければならない。
製造者は、第4条に従って採択された委任法に規定された要求事項への不遵守を是正するためにとられた措置で、当該製品が対象となるものについて、管轄の国家当局と協力しなければならない。 
第22条
正規代理店
1.	製造者は、書面による委任により、公認代理人を任命することができる。
第21条(1)に定める義務及び技術文書の作成は、公認代理人の職務権限の一部を構成しないものとする。
2.	認定代理店は、製造者から受領した委任状で指定された業務を行うものとする。委任状は、認定代理人が少なくとも以下のことを行うことを許可するものとする：
(a)	第4条に従って採択された委任法の対象となる製品が上市または使用開始された後10年間、EU適合宣言書および技術文書を各国の市場監視当局の手元に置いておくこと；
(b)	権限のある代理人の委任の対象となる製品の不適合に関して取られた措置について、その要請に応じて、管轄の国家当局と協力すること；
(c)	管轄の国家機関から合理的な要求があった場合、製品の適合性を証明するために必要なすべての情報および文書を、その国家機関が容易に理解できる言語で提供すること； 
(d)	管轄の国家機関からの要請があった場合、当該要請を受領してから10日以内に関連文書を提供すること；
(e)	製造者が本規則及び第4条に従って採択された委任行為に基づく義務に反する行為を行った場合、委任を終了すること。
第23条
輸入者の義務
1.	輸入者は、第4条に従って採択された委任法の対象となる製品のうち、適用される委任法に定める要件に適合するもののみを市場に投入するものとする。
2.	第4条に従って採択された委任法の対象となる製品を市場に出す前に、輸入者は、以下のことを確認しなければならない：
(a)	製造者によって適切な適合性評価手順が実施され、製造者が技術文書を作成したこと；
(b)	の製品には、第7条および第4条に従って採択された委任状で要求される情報が添付されています；
(c)	第8条および第4条に従って採択された委任法に基づき、製品パスポートを入手することがでく。 
輸入者は、さらに、製品が第38条にいう要求されるCEマーキング、又は第4条第3項第(f)号に従って採択された委任法に規定される代替適合マーキングを付し、要求される文書を添付し、かつ、製造者が第21条第5項及び第6項に規定する要求事項に適合していることを確認しなければならない。  
輸入者は、製品が第4条に従って採択された適用される委任法に定める要件に適合していないと考え、またはそう考える理由がある場合、製品が適合するようになるまで、製品を市場に出し、または使用させてはならない。 
3.	輸入者は、製品に、その氏名、登録商標又は登録商標、連絡可能な郵便住所及び可能な場合は電子通信手段を表示するか、それが不可能な場合は、包装、製品に添付する文書又は可能な場合は製品パスポートに表示しなければならない。連絡先の詳細は、明確で、理解しやすく、読みやすいものでなければならない。
4.	輸入者は、消費者が製品の組立、設置、操作、保管、保守、修理及び廃棄を行うことができるような説明書を、当該加盟国が定める消費者及びその他の最終使用者が容易に理解できる言語で、製品に添付することを確保しなければならない。当該説明書は、明確で、理解しやすく、読みやすいものでなければならず、少なくとも第4条に従って採択された委任行為に規定された情報を含むものとする。
5.	輸入者は、製品がその責任下にある間、保管又は輸送の条件が、その製品が対象とする第4条に従って採択された委任法に定める要件への適合を危うくしないことを保証するものとする。
6.	第4条に従って採択された委任法の対象となる製品であって、その製品を市場に出し、又は使用に供したものが、当該委任法に定める要件に適合していないと考え、又はそう信じる理由がある輸入者は、当該製品を適合させるために必要な是正措置を直ちにとり、適切な場合には、当該製品を撤回し、又は回収する。 
輸入者は、製品を入手可能にした加盟国の市場監視当局に、違反の疑いおよび取られた是正措置について直ちに報告するものとする。
7.	輸入者は、10年間または第4条に従って採択された委任法が定める期間、EU適合宣言の写しを市場監視当局の自由になるように保管し、要求に応じて技術文書を同当局に提供できるようにしなければならない。 
8.	輸入者は、管轄の国家当局からの理由ある要請があった場合、当該当局が容易に理解できる言語で、技術文書を含む製品の適合性を証明するために必要なすべての情報及び文書を提供するものとする。当該情報及び文書は、紙又は電子のいずれかの形態で提供されるものとする。関連文書は、加盟国の所轄官庁による要請を受けてから10日以内に提供されるものとする。
輸入者は、第4条に従って採択された委任法に規定された要求事項への不遵守を是正するためにとられた措置で、当該製品が対象となるものについて、管轄の国家当局と協力するものとする。 
第24条
ディストリビューターの義務
1.	第4条に従って採択された委任法の対象となる製品を市場で入手できるようにする場合、販売業者は、同法に定める要件に関連して、十分な注意を払って行動しなければならない。
2.	第4条に従って採択された委任法の対象となる製品を市場に出す前に、販売業者は以下のことを確認するものとする：
(a)	製品が、第38条及び第39条に基づくCEマーキング又は第4条第3項（f）に従って採用された代替適合マーキングを有し、かつ、関連する場合、当該委任法に基づく製品パスポートに表示され又は関連付けられていること；
(b)	製品が、消費者が製品の組立、設置、操作、保管、保守及び廃棄を行うことができるように、必要な文書及び説明書が、製品が市販される加盟国が定めるところにより、消費者及びその他の最終使用者が容易に理解できる言語で添付されており、当該説明書が明確で理解可能かつ読みやすく、少なくとも第4条に従って採択された委任法に規定する第7条（2）項（b）項（ii）の情報を含んでいる場合であること；
(c)	製造者及び輸入者が、第21条第5項及び第6項並びに第23条第3項に規定する要件を満たしていること。
3.	販売業者は、製品を市場に出す前に、製品またはその製造者が第4条に従って採択された委任法に定める要件に適合していないと考え、またはそう信じる理由がある場合、製品が適合され、または製造者が適合するまで、製品を市場に出してはならないものとする。 
販売業者は、製品がその責任下にある間、保管または輸送の条件が、第4条に従って採択された委任法に規定された要件への準拠を危うくしないことを保証するものとする。
4.	自らが市場に出した製品が第4条に従って採択された委任法に定める要件に適合していないと考え、又はそう考える理由がある販売業者は、当該製品を適合させるために必要な是正措置、適切な場合には撤回又は回収を行うことを確認する。 
販売業者は、違反の疑いおよび是正措置をとったことを、製品を販売した加盟国の市場監視当局に直ちに報告するものとする。 
5.	販売業者は、所轄官庁からの合理的な要求があった場合、当該所轄官庁に対し、自らがアクセスできる、製品の適合性を実証するために関連する全ての情報及び文書を提供するものとする。当該情報および文書は、紙または電子のいずれかの形式で提供されるものとする。 
販売店は、第4条に従って採択された委任法の不遵守の事例で当該製品が対象となるものを改善するためにとられた是正措置について、当該当局と協力するものとする。 
第25条
ディーラーの義務
1.	販売業者は、遠隔販売の場合を含め、第4条に従って採択された委任法が要求する関連情報を顧客が入手できるようにしなければならない。 
2.	販売店は、第8条及び第4条に従って採択された、製品の対象となる委任法に規定されているように、遠隔販売の場合を含め、製品パスポートを顧客が容易に入手できるようにするものとする。 
3.	販売店は、以下のとおりとする： 
(a)	オンライン通信販売の場合を含め、第26条第2項または第3項に従って提供されたラベルを、顧客に見やすい方法で表示すること；
(b)	製品が対象となる第4条に従って採択された委任法に従い、特定のモデルの視覚的広告又は技術的販促物において、第26条第2項又は第3項に従って提供されるラベルに含まれる情報を参照すること；
(c)	ラベルに含まれる情報に関して、お客様を誤解させ、または混乱させる可能性のある他のラベル、マーク、シンボルまたは銘記を提供または表示しないこと。
第26条
ラベルに関連する債務
1.	第4条に従って採択された委任法が製品に第14条にいうラベルを要求する場合、製品を市場に出し、又は使用に供する経済事業者は、製品に、個々の単位ごとに、当該委任法に従った印刷ラベルを無料で添付することを保証しなければならない。
2.	第4条に従って採択された委任法が、製品に第14条のラベルを付けることを要求する場合、製品を市場に出し、又は使用に供する経済事業者は、販売店の要求から速やかに、いかなる場合にも5営業日以内に、印刷ラベル又はラベルのデジタルコピーを販売店に無償で交付するものとする。
3.	第4条に従って採択された委任法が製品に第14条のラベルを要求する場合、製品を市場に出し、又は使用させる経済事業者は、そのラベルが正確であることを保証し、適用される適合性評価手続の一環として、正確さを評価できるような技術文書を作成しなければならない。
4.	第4条に従って採択された委任法が、製品に第14条のラベルを付けることを要求する場合、製品を市場に出し、又は使用させる経済事業者は、以下のことを行う：
(a)	第4条に従って採択された関連する委任法に従い、ラベルに含まれる情報、特定のモデルに関する視覚的広告または技術的販促資料に言及すること；
(b)	ラベルに含まれる情報に関して、お客様を誤解させ、または混乱させる可能性のある他のラベル、マーク、シンボルまたは銘記を提供または表示しないこと。
第27条
フルフィルメントサービスプロバイダーの義務
フルフィルメントサービスプロバイダーは、第4条に従って採択された委任法の対象となる製品を取り扱う場合、倉庫保管、包装、宛名書き又は発送の際の条件が、当該委任法に定める要件への製品の適合を危うくしないことを確実にしなければならない。
第28条
製造者の義務が輸入者・販売者にも適用されるケース
輸入業者又は販売業者は、本規則において製造業者とみなされ、第21条に基づく製造業者の義務に服するものとする：
(1)	第4条に従って採択された委任法の対象となる製品を、その名称または商標の下に市場に置くこと； 
(2)	第4条に従って採択された委任法に規定された要求事項の遵守に影響を与える方法で、既に上市されている当該製品を修正すること。 
第29条
オンラインマーケットプレイスおよびオンライン検索エンジンの義務
1.	規則（EU）2019/1020の第7条（2）で言及される協力は、オンラインマーケットプレイスに関して、また本規則の目的のために、特に含むものとする： 
(a)	効果的な市場監視手段の確保に協力すること（当該手段に対する障害の設置を断念することを含む）； 
(b)	市場監視当局に、取られた措置を通知すること； 
(c)	オンラインマーケットプレイスが本条に基づき削除したオファーについて、定期的かつ構造的な情報交換を確立すること； 
(d)	市場監視当局が運営するオンラインツールが、非対応製品を特定するために、そのインターフェースにアクセスできるようにする； 
(e)	市場監視当局の要請により、オンラインマーケットプレイスまたはオンライン販売者が、そのオンラインインターフェースからのデータ抽出に技術的障害を設けている場合、市場監視当局は、要請した市場監視当局が提供する識別パラメータに基づいて、製品コンプライアンス目的のために当該データをスクレイピングすることができる。
2.	規則（EU）.../...［デジタルサービス法］の［第22条（7）］の要件のために、オンラインマーケットプレイスは、販売業者が第25条に定める義務を果たし、経済事業者が本規則第30条（1）に基づく義務を果たすことができるように、そのオンラインインターフェースを設計し整理するものとする。
提供する商品ごとに提供でき、商品一覧表に表示するなど、お客様が容易にアクセスできるようにすること。 
特に、第4条に従って採択された委任法が、特定の製品のオンライン視覚広告に、表示機構に表示されるオンライン電子情報を添付することを要求する場合、オンラインマーケットプレイスは、販売業者がそれを表示できるようにしなければならない。この義務は、当該製品のオンライン視覚広告を提供するオンライン検索エンジンおよびその他のオンラインプラットフォームにも適用されるものとする。
3.	規則（EU）2019/1020の第14条に従って加盟国が付与する権限に関する限り、加盟国は、第4条に従って採択された関連委任法の対象となるすべての製品について、オンラインマーケットプレイスに対し、そのオンラインインターフェースから非適合製品に言及する特定の違法コンテンツを削除する、そのアクセスを無効にする、またはエンドユーザがアクセスする際に明示的警告を表示することを命令する権限をその市場監視当局に付与されるものとする。当該命令は、規則（EU）.../...［デジタルサービス法］の［第8条（1）］に準拠するものとする。 
4.	オンラインマーケットプレイスは、規則（EU）.../...［デジタルサービス法］の［第8条］に従って、第2項の注文を受け取り、処理するために必要な措置を講じるものとする。 
5.	オンラインマーケットプレイスは、本規則および第4条に従って採択された委任法の遵守に関連して、加盟国の市場監視当局と直接連絡を取ることができる単一の窓口を設置するものとする。 
この窓口は、規則（EU）.../...［一般製品安全規則］の［第20条（1）］または規則（EU）.../...［デジタルサービス法］の［第10条（1）］で言及されている窓口と同じである可能性がある。
第30条 
経済事業者の情報提供義務
1.	関連する経済事業者がオンラインまたはその他の遠隔販売手段を通じて製品を市場に提供する場合、関連する製品の提供は、少なくとも以下の情報を明確かつ目に見える形で提供するものとする： 
(a)	製造者の名称、登録商標または登録商標、および連絡可能な郵便または電子メールアドレス； 
(b)	製造者が連合国内に設立されていない場合、規則（EU）2019/1020の第4条の意味において連合国内に設立された経済運営者の名前、住所、電話番号および電子メールアドレス； 
(c)	製品を識別するための情報（製品の種類、可能であればバッチ番号またはシリアル番号、その他の製品識別子を含む）。
2.	経済事業者は、要求に応じて、市場監視当局に提供しなければならない：
(a)	第4条に従って採択された委任法の範囲内にある製品を供給した経済事業者の名前；
(b)	そのような製品を供給したすべての経済事業者、数量、正確なモデル。
経済事業者は、関連製品の供給を受けてから10年間、および当該製品を供給してから10年間、当該情報を提供することができるものとする。第4条に従って委任行為を採択する際、欧州委員会は、関連する製品または要件の性質を考慮し、10年を超えるまたは下回る期間を指定することができる。
3.	第4条第3項第(a)号に従って、製造業者、その正規代理人又は輸入業者に対し、当該製品に関連する技術文書の一部をデジタルで利用可能にすることを求める場合、委員会は、以下の基準を考慮するものとする：
(a)	市場監視当局による適用要件への準拠の検証を容易にする必要があること；
(b)	経済事業者に不釣り合いな行政負担を与えないようにする必要があること。  
欧州委員会は、技術文書の関連部分を利用できるようにする方法を指定しなければならない。利用可能な場合、技術文書は、製品パスポートを通じて利用できるようにしなければならない。
第31条
経済事業者の監視・報告義務
1.	製造業者、その認定代理人または輸入業者に対し、第4条第3項第(b)号に従って採択された委任法の対象となる製品の数量に関する情報を委員会に提供するよう求める場合、委員会は、以下の基準を考慮するものとする：
(a)	当該製品に適用される第4条に従って採択された委任法の審査を容易にするために、当該製品の市場浸透に関する証拠を入手すること；
(b)	経済事業者に不釣り合いな行政負担を与えないようにする必要があること。  
欧州委員会は、第1項にいう情報が関連する期間を指定する。その情報は、製品モデルごとに区別されるものとする。
欧州委員会は、結果として得られたデータが、安全かつEU法に準拠して処理されることを保証するものとする。
欧州委員会は、これらの委任行為において、関連情報を利用可能にする手段およびその定期性を指定する。
2.	第4条第3項第(c)号に従って、使用中に消費するエネルギー又は附属書Ⅰにいう他の関連製品パラメータに関連する性能を測定できることを製品に要求する場合、委員会は、以下の基準を考慮するものとする：
(a)	エンドユーザーが製品のエネルギー使用または性能を理解し管理するための使用中データの有用性；
(b)	使用中のデータを記録することの技術的な実現可能性；
(c)	経済事業者に不釣り合いな行政負担を与えないようにする必要があること。
第4条第3項第(c)号に従って設定された要求事項の対象となる製品は、結果として生じる使用中のデータを記録し、エンドユーザーがそれを閲覧できるようにするものとする。
3.	第4条第3項第(d)号に従って、製造業者、その認定代理人又は輸入業者に対して、第2項にいう使用中データの収集、匿名化又は委員会への報告を求める場合、委員会は、以下の基準を考慮するものとする：
(a)	欧州委員会がエコデザインの要件を検討する際や、市場監視当局がリスクベースの分析を行う際の統計情報を支援する際に、使用中データの有用性を示す； 
(b)	経済事業者に不釣り合いな行政負担を与えないようにする必要があること。
第 1 項で言及される当該要求は、特に以下の内容から構成される： 
(a)	エンドユーザーがデータの提供を明確に拒否しない限り、インターネットを介してリモートアクセスできる場合は、使用中のデータを収集すること； 
(b)	ポイント(a)に基づいて収集されたデータを匿名化し、少なくとも年に1回、欧州委員会に報告すること。経済事業者は、規則（EU）No 2017/1369の第12条（5）にいうモデルの製品データベース識別番号と、性能に関連する場合、製品の地理的情報を含めるものとする。 
欧州委員会は、第2号ポイント(b)にいう使用中データの報告の詳細および形式を規定するものとする。 
4.	委員会は、第3項に従って受領した使用中データを定期的に評価し、適切な場合には、集計したデータセットを公表するものとする。 
第8章 製品の適合性
第32条
テスト、測定、計算方法
1.	エコデザイン要求事項への適合及び検証のために、試験、測定及び計算は、一般に認められた最先端の方法を考慮した、信頼性が高く、正確で再現性のある方法を用いて行われるものとする。当該方法は、第4条に従って採択された関連する委任法に定められた試験、測定および計算の要件を満たすものとする。
2.	第4条第3項第(e)号に従って採択された委任法に定めるエコデザイン要件の遵守を確保するために必要な場合、欧州委員会は、適用される計算要件を反映した付属書Iに言及する関連製品パラメータに関する製品の性能計算のためのオンラインツールの使用を要求できる。
オンラインツールの使用に関する当該要件を設定する場合、欧州委員会は、以下の基準を考慮するものとする：
(a)	計算要件の調和された適用を確保する必要性；
(b)	関連する要求事項を遵守する経済事業者に課される管理上の負担を最小限にする必要があること。
オンラインツールは、関連する要件に準拠する経済事業者が自由にアクセスできるものとする。
第33条
サーキュエーション
1.	第4条に従って採択された委任法の範囲に属する製品は、製品が対象となる第4条に従って採択された委任法で規制された製品パラメータのいずれかについて、より好ましい結果を得るために、試験されたときの挙動又は特性を変更するように設計されている場合、上市又は使用開始されてはならない。 
本項において、試験を受けていることを検知し、それに応じて自動的に性能を変化させることができるように設計された製品、および試験時に性能を変化させるように予め設定された製品は、試験時にその挙動または特性を変化させるように設計された製品に該当するものとする。  
2.	第4条に従って採択された委任法の対象となる製品を配置する経済事業者は、製品が対象となる第4条に従って採択された委任法で規制される製品パラメータのいずれかについてより好ましい結果を得るために、製品の挙動または特性を変更する試験に特有の指示を規定してならない。 
本項において、製品の性能を変更する試験の前に、製品の手動による変更を導く指示は、製品の挙動又は特性を変更する試験に特有の指示に該当するものとする。    
3.	第4条に従って採択された委任法の範囲に属する製品は、製品が対象となる第4条に従って採択された委任法で規制される製品パラメータのいずれか、または使用者の観点から見た機能性能の悪化につながる製品を使用開始後短期間でその挙動または特性を変更するよう設計されている場合、市場に投入または使用開始されてはならないものとする。
4.	ソフトウェアまたはファームウェアの更新は、更新前にエンドユーザーの明示的な同意がある場合を除き、製品が対象となる第4条に従って採択された委任法で規制された製品パラメータまたは適合性評価に用いられた試験方法で測定したときのユーザーの観点からの機能性能に関連して、製品の性能を悪化させないものとする。更新を拒否した結果、性能の変化が生じることはないものとする。
ソフトウェアまたはファームウェアの更新は、当該製品の上市時または使用開始時に適用される第4条に従って採択された委任法に定める要件に当該製品が適合しなくなる程度に、第1項にいう性能を悪化させないものとする。
第34条
適合性の推定
1.	第32条にいう試験、測定又は計算方法で、欧州連合官報に引用文献が掲載されている整合規格又はその一部に適合するものは、当該整合規格又はその一部によってその要求が網羅されている限りにおいて、同条に定める要求並びに第4条に従って採択された委任行為に定める試験、測定及び計算要求と適合するものと推定されるものとする。 
2.	欧州連合官報に引用文献が掲載された整合規格またはその一部に適合する製品は、当該整合規格またはその一部によってカバーされる限りにおいて、第4条に従って採択された委任法に定められたエコデザイン要件に適合していると推定されるものとする。
3.	第 4 条に従って採択された委任法の対象となる製品で、規則（EC）No 66/2010 に従って EU エコラベルを授与されたものは、規則（EC）No 66/2010 の第 16 条（2）に従って設定された EU エコラベル基準により、その要件がカバーされている限りにおいて、当該委任法に定められたエコデザイン要件に準拠しているものと推定される。
第35条 
共通仕様
1.	欧州委員会は、以下の状況において、エコデザイン要求事項、第10条にいう製品パスポートの必須要件、または第32条にいう試験、測定もしくは計算方法に関する共通仕様を定めた実施法を採択することができる：
(a)	欧州連合官報に引用文献が掲載されている整合規格またはその一部でカバーされていないエコデザイン要件または方法に関して、整合規格を起草するよう1つまたは複数の欧州標準化機関に要請し、標準化手続きに不当な遅延があるか、その要請がいずれの欧州標準化機関によっても受理されていない場合； 
(b)	欧州委員会が、規則（EU）No 1025/2012 の第 11 条（5）に定める手続に従い、エコデザイン要件または方法が適用される整合規格またはその一部への参照を制限付きで維持または撤回することを決定した。
これらの実施法は、第67条(3)にいう審査手続きに基づいて採択されるものとする。
2.	共通仕様又はその一部に適合する第32条の試験方法、測定方法及び計算方法は、同条に定める要件並びに第4条に従って採択された委任行為に定める試験、測定及び計算要件が当該共通仕様又はその一部によってカバーされている限りにおいて、当該要件に適合するものと推定されるものとする。
3.	共通仕様またはその一部に適合する製品は、共通仕様またはその一部に含まれる限りにおいて、当該製品が対象となる第4条に従って採択された委任法に定められたエコデザイン要件に適合していると推定される。
第36条
適合性評価
1.	第4条第2号の規定により適用される適合性評価手続を特定する場合、委員会は、以下の基準を考慮するものとする：
(a)	当該モジュールが製品の種類に適切であり、追求される公共の利益に比例しているかどうか；
(b)	関連するエコデザイン要求の根拠となる附属書 I で言及される製品パラメータの性質、特に、これらの製品パラメータに関連する性能が製品自体で検証できるかどうか、である；
(c)	第三者の関与が必須である場合、製造者は、決定番号768/2008/ECの付属書IIに規定された品質保証と製品認証モジュールのいずれかを選択する必要性がある。
2.	関連する場合、適合性評価に関連する記録及び通信は、第1項にいう適合性評価手続に関与する通知機関が設立されている加盟国の公用語又は当該機関が認める言語で作成されるものとする。
第37条
EU 適合性宣言
1.	EU適合宣言は、第4条に従って採択された該当する委任法に規定されたエコデザイン要求事項の充足が証明されたことを記載しなければならない。
2.	EU適合宣言は、付属書Vに定めるモデル構造を有し、適用される適合性評価手順で規定される要素及び第4条に従って採択された適用される委任法への参照を含まなければならない。また、継続的に更新されなければならない。また、製品が設置され又は利用可能となる加盟国が要求する言語又は言語に翻訳されなければならない。
3.	第4条に従って採択された委任法の対象となる製品が、EU適合性宣言を必要とする複数の連合法の対象となる場合、当該連合法すべてに関して単一のEU適合性宣言を作成しなければならない。当該宣言には、関係するEU行為及びその公表文献を記載しなければならない。この宣言は、関連する個々のEU適合宣言から構成される書類であってもよい。
4.	EU適合宣言書を作成することにより、製造者は製品の適合に責任を持つものとする。
第38条 
CEマーキングの一般原則
CE マーキングは、規則 (EC) No 765/2008 の第 30 条に規定される一般原則に従うものとする。
第39条 
CEマーキング貼付のルールと条件
1.	CEマーキングは、製品に見やすく、読みやすく、消えないように貼付しなければならない。製品の性質上、それが不可能な場合又は保証されない場合は、包装及び付属文書に貼付しなければならない。
2.	CEマーキングは、製品を市場に出す前に貼付すること。 
3.	通知機関が参加する適合性評価の製品については、CE マーキングに続いて、その通知機関の識別番号を付すものとする。
通知された機関の識別番号は、その機関自身によって、またはその指示に基づき、製造者またはその認定代理人によって貼付されるものとする。
4.	CEマーキング及び該当する場合、通知機関の識別番号の後に、特別なリスク又は用途を示すピクトグラム又はその他のマーキングを付すことができる。
5.	加盟国は、CEマーキングを管理する制度の正しい適用を確保し、マーキングの不適切な使用があった場合には適切な措置を講じるために、既存のメカニズムを構築するものとする。 
第40条 
代替適合宣言およびマーキング
第4条第3項第(f)号に基づき、連合法に基づく適用要件に適合することを示す適合宣言又は表示に関する代替規則を規定する場合、委員会は、以下の基準を考慮するものとする：
(a)	経済事業者の行政負担を最小限にする必要があること；  
(b)	特定の製品に適用される他の適合性宣言やマーキングとの一貫性を確保する必要性； 
(c)	他のEU法における適合性宣言やマーキングの意味についての混乱を防ぐ必要性。 
第IX章 適合性評価機関の届出
第41条
お知らせ
加盟国は、第4条に従って採択された委任法の下で規定された第三者適合性評価業務を実施する権限を有する団体を欧州委員会及び他の加盟国に通知するものとする。
第42条
当局への通知
1.	加盟国は、第47条の規定の遵守を含め、適合性評価機関の評価及び届出並びに届出機関の監視のために必要な手続の設定及び実施に責任を有する届出機関を指定するものとする。
2.	加盟国は、第1項にいう評価及び監視を、規則（EC）No 765/2008の意味するところに従い、国家認定機関によって実施することを決定できる。 
3.	通知機関が、第1項の評価、通知又は監視を政府機関でない機関に委任又は委託する場合、当該機関は法人でなければならず、第43条に定める要件に準ずるものとする。  また、当該団体は、その活動から生じる負債をカバーするための取り決めをしなければならない。
4.	通知機関は、第3項の機関が行う業務について、全責任を負うものとする。
第43条
通知先に関する要求事項
1.	通知機関は、適合性評価機関又は通知機関との利益相反が生じないように設置されなければならない。
2.	通知機関は、その活動の客観性及び公平性を保護するように組織され、運営されるものとする。
3.	通知機関は，適合性評価機関の通知に関する各決定が，評価を実施した者とは異なる能力者によって行われるように組織されなければならない。
4.	届出機関は，適合性評価機関が行う活動，又はコンサルタント業務を，商業ベース又は競争ベースで提供又は提供してはならない。
5.	届出機関は、取得した情報の機密を保護しなければならない。ただし、要求に応じて、欧州委員会、他の加盟国の届出機関及び他の関連する国内当局と、届出機関に関する情報を交換するものとする。
6.	届出機関は，届出を申請した特定の適合性評価機関のみを届出の基礎とし，親会社又は姉妹会社の能力又は要員を考慮してはならない。  当局は，すべての関連する要求事項及び適合性評価業務に対して，その機関を評価しなければならない。
7.	届出機関は、その任務を適切に遂行するために、十分な数の有能な職員及び十分な資金を自由に利用できるようにしなければならない。
欧州委員会は、特定の適合性評価業務に関連して適切な場合には、届出機関の適切な監視のために十分と考えられる常勤の同等者の最低人数を定めた実施法を採択することができる。監視が国家認定機関又は第42条(3)にいう機関によって行われる場合、この最低人数は、当該機関に適用されるものとする。
これらの実施法は、第67条(3)にいう審査手続きに基づいて採択されるものとする。
第44条
通知先への情報提供義務
加盟国は、適合性評価機関の評価及び届出並びに届出機関の監視に関する手続並びにその変更について、欧州委員会に報告するものとする。
委員会は、その情報を一般に公開するものとする。
第45条
ノーティファイドボディに関連する要求事項
1.	届出のために、適合性評価機関は、第2項から第11項までに定める要件を満たさなければならない。
2.	適合性評価機関は、加盟国の国内法に基づいて設立され、法人格を有するものとする。
3.	適合性評価機関は、評価する組織又は製品から独立した第三者機関でなければならない。適合性評価機関は、評価する製品と利害関係のある組織、特に製造者、その取引先及びその株式保有投資家と、いかなるビジネス関係も持ってはならない。ただし、適合性評価機関が競合する製造業者のために適合性評価活動を実施することを妨げるものであってはならない。
4.	適合性評価機関、そのトップレベルの管理者及び適合性評価業務の遂行に責任を持つ要員は、評価する製品の設計者、製造者、供給者、輸入者、流通業者、設置者、購入者、所有者、ユーザー又は保守者、又はこれらの者の代表者であってはならない。ただし、適合性評価機関の業務に必要な評価対象製品の使用や、個人的な目的での使用を妨げるものではないものとする。
適合性評価機関、そのトップレベルの管理者及び適合性評価業務の遂行に責任を有する要員は、製品の設計、製造又は建設、販売、設置、使用又は保守に直接関与してはならず、又はこれらの活動に従事する当事者を代表してはならない。また、通知された適合性評価業務に関して、判断の独立性又は完全性に抵触する可能性のある活動に従事してはならない。これは特にコンサルタント業務に適用されるものとする。
適合性評価機関は、その親会社または姉妹会社、子会社または下請業者の活動が、適合性評価活動の機密性、客観性または公平性に影響を及ぼさないようにしなければならない。
社内手続き、一般方針、行動規範またはその他の社内規則の制定および監督、特定の業務への人員の割り当て、適合性評価の決定は、下請業者または子会社に委任することはできない。
5.	適合性評価機関及びその職員は、最高度の専門的誠実さ及び特定の分野における必要な技術的能力をもって、適合性評価活動を実施しなければならない。審査機関は、審査機関の判断又は適合性評価活動の結果に影響を及ぼす可能性のあるあらゆる圧力及び誘因（特に金銭的なもの）から、特に、これらの活動の結果に利害関係を有する者又は集団に関して、自由でなければならない。
6.	適合性評価機関は、第4条に従って採択された関連する委任法の下で、通知された関連する適合性評価機関に割り当てられたすべての適合性評価業務を、その業務が適合性評価機関自身によって実施されるか、又はその機関に代わり、その責任の下で実施されるかどうかにかかわらず、実施する能力を有するものとする。
適合性評価機関は、常に、各適合性評価手順について、また、通知された製品の種類又はカテゴリーごとに、必要なものを自由に使用できるようにしなければならない：
(a)	適合性評価業務を実施するための技術的知識及び十分かつ適切な経験を有する要員。評価の決定に責任を有する要員は、通知加盟国の国内法に基づき適合性評価機関に雇用され、他の潜在的な利益相反があってはならず、他の職員、外部専門家又は下請け業者が行った評価を検証する能力を有するものでなければならない。このような人員の数は、事業の継続性及び適合性評価への一貫したアプローチを確保するために十分なものでなければならない；
(b)	適合性評価が実施される手順の記述、これらの手順及びそれを再現する能力を確保すること。これには、適合性評価機関内の関連する要員、それぞれの地位及び業務を、その機関が通知を受けることを意図している適合性評価業務と一致させる資格マトリックスを含まなければならない；
(c)	通知機関として行う業務を他の活動と区別するための適切な方針および手続き；
(d)	事業規模、事業分野、事業構造、製品技術の複雑さ、生産工程の大量生産または連続生産の性質を十分に考慮した、活動遂行のための手順。
適合性評価活動に関連する技術的及び管理的な業務を適切に遂行するために必要な手段を有し、必要なすべての機器又は設備にアクセスすることができるものとする。
7.	適合性評価活動の実施に責任を持つ要員は、以下のものを持たなければならない：
(a)	適合性評価機関が通知されたすべての適合性評価活動を網羅する、健全な技術及び職業訓練；
(b)	関連法規、試験、測定及び計算の要求事項、適用される整合規格又は共通仕様、本規則の関連規定、並びに第4条に従って採択された委任法の適切な知識及び理解を含む、自らが実施する評価の要求事項に関する十分な知識及びこれらの評価を実施するための適切な権限を持っていること；
(c)	アセスメントが実施されたことを証明する証明書、記録、報告書を作成できること。
8.	適合性評価機関及びそのトップレベルの管理者並びに評価担当者の公平性を保証しなければならない。
適合性評価機関のトップレベルの管理者及び審査担当者の報酬は、実施された審査の数又はその結果に依存しないものとする。
9.	適合性評価機関は、国内法に従って国が責任を負う場合、又は加盟国自体が適合性評価に直接責任を負う場合を除き、賠償責任保険に加入するものとする。
10.	適合性評価機関の職員は、その活動が実施される加盟国の通知当局及びその他の国家当局との関係を除き、第4条に従って採択された関連委任法の下で適合性評価業務を実施する際に得たすべての情報について職業上の秘密を守るものとする。所有権は保護されるものとする。
11.	適合性評価機関は、関連する標準化活動に参加し、又はその評価担当者に情報を提供することを保証し、そのグループの作業の結果として作成された行政上の決定及び文書を一般的な指針として適用するものとする。
第46条
適合性評価機関の適合性の推定
適合性評価機関が、欧州連合官報に引用文献が掲載された関連する整合規格又はその一部に規定された基準に適合することを証明する場合、適用される整合規格がこれらの要件を網羅する限りにおいて、第45条に規定する要件に適合するものと推定されるものとする。
第47条
届出団体の子会社および下請け会社
1.	届出機関が適合性評価に関連する特定の業務を外注し、又は子会社に依頼する場合、当該外注先又は子会社が第45条に定める要件を満たしていることを確認し、それに従って届出機関に通知しなければならない。
2.	通知機関は，下請業者又は子会社が設立された場合には，それらが行う業務について全責任を負うものとする。関連する届出団体は、第45条(6)にいう資格マトリックスを考慮し、その下請業者又は子会社の能力、活動及び実績を継続的に監視するための手順を確立するものとする。
3.	クライアントの同意がある場合に限り、活動の下請けまたは子会社による実行が可能である。
4.	届出機関は、第4条に従って採択された関連委任法に基づき、下請業者又は子会社の資格の評価及び監視並びにこれらの者が実施する業務に関する関連文書を届出機関の手元に保管するものとする。 
第48条
届出申請
1.	適合性評価機関は、その設立された加盟国の届出機関に届出申請書を提出しなければならない。
2.	その申請書には、適合性評価活動、適合性評価モジュール又はモジュール及び当該機関が能力を有すると主張する製品又は製品の説明、第45条（6）にいう資格マトリックス、並びに、適合性評価機関が第45条に定める要件を満たすことを証明する国家認定機関が発行する認定証明書がある場合は、それを添付しなければならない。認定証明書は、届出を申請する正確な法人にのみ関連し、関連する整合規格に加えて、第4条に従って採択された関連委任法に規定された特定の要件及び適合性評価業務に基づくものでなければならない。
3.	当該適合性評価機関が認定証明書を提供できない場合、当該適合性評価機関は、第45条に定める要求事項への準拠の検証、承認及び定期的な監視に必要なすべての証拠書類を通知機関に提供するものとする。
第49条
通知手順
1.	通知機関は、第 45 条に定める要件を満たした適合性評価機関にのみ通知する。
2.	欧州委員会及び他の加盟国に対し、欧州委員会が開発・管理する電子通知ツールを用いて通知するものとする。
3.	通知には、適合性評価活動、適合性評価モジュール及び製品、並びに関連する能力証明の全詳細が含まれるものとする。
4.	届出が第48条(2)にいう認定証明書に基づかない場合、届出機関は、適合性評価機関の能力及び当該機関が定期的に監視され、第45条に定める要件を引き続き満たすことを確保するために行われている取り決めを証明する文書証拠を委員会及び他の加盟国に提供するものとする。
5.	認定証を用いる場合は届出から2週間以内に、認定証を用いない場合は届出から2ヶ月以内に、欧州委員会又は他の加盟国が異議を述べない場合、当該機関は、届出機関の活動を行うことができる。
このような団体のみが、本規則の目的上、届出団体とみなされる。
6.	届出は、当該団体が欧州委員会により第50条第2項にいう届出団体リストに掲載された翌日から有効となる。当該機関は、届出が有効になった後に限り、通知された機関の活動を行うことができる。 
欧州委員会は、当該届出機関が第45条に定める要件を満たしていないことを認識し、又は認識するようになった場合には、届出を公表しないものとする。  
7.	欧州委員会及び他の加盟国は、通知に対するその後の関連する変更について通知されるものとする。
第50条
識別番号とノーティファイドボディのリスト
1.	委員会は、届出団体に識別番号を付与するものとする。
また、複数の連邦法の下で通知された機関であっても、単一の番号を割り当てるものとする。
2.	欧州委員会は、本規則に基づき通知された団体のリストを、当該団体に割り当てられた識別番号及び当該団体が通知された活動を含めて、一般に公開するものとする。
委員会は、そのリストが最新の状態に保たれるようにしなければならない。
第51条
通知事項の変更について
1.	通知機関が、もはや第45条に定める要件を満たしていないこと、又はその義務を果たしていないことを確認した場合、又は通知された場合、通知機関は、これらの要件を満たしていないこと又はこれらの義務を果たしていないことの深刻さに応じて、適宜、通知を制限、停止又は撤回しなければならない。通知機関は、それに応じて、直ちに欧州委員会および他の加盟国に通知しなければならない。
2.	届出の制限、停止若しくは撤回、又は届出機関がその活動を停止した場合、届出加盟国は、この機関のファイルが他の届出機関によって処理されるか、又は担当の届出機関及び市場監視当局の要請に応じて利用できるようにするために適切な措置を講じるものとする。
第52条
ノーティファイドボディの能力への挑戦
1.	欧州委員会は、通知機関の能力、又は通知機関が受ける要件及び責任の継続的な履行に関して疑義が生じた場合、又は疑義が生じた場合は、すべて調査しなければならない。
2.	通知する加盟国は、要求に応じて、委員会に対し、通知の根拠又は関係機関の能力の維持に関連するすべての情報を提供するものとする。
3.	委員会は、調査の過程で得られたすべての機密情報が秘密裏に取り扱われることを保証するものとする。
4.	欧州委員会は、届出機関がその届出の要件を満たしていない又は満たさなくなったことを確認した場合、届出加盟国に対し、必要な場合には届出の取り下げを含む必要な是正措置をとることを求める実施法を採択するものとする。当該実施法は、第67条(2)にいう勧告的手続に従って採択されるものとする。 
欧州委員会は、実施法が採択されてから2週間以内に、第50条第2項にいう通知機関のリストを更新するものとする。
第53条
ノーティファイドボディの運用義務
1.	届出機関は、第4条に従って採択された委任行為に規定された適合性評価手続に従って、適合性評価を実施する。
2.	適合性評価は、経済事業者の不必要な負担を回避し、比例した方法で実施されなければならない。適合性評価機関は、事業者の規模、その事業が営まれる部門、その構造、問題となっている製品技術の複雑さの程度、及び生産工程の大量又は連続の性質を十分に考慮して、その活動を行うものとする。
ただし、その際、製品が関連する要求事項に適合するために必要な厳しさの程度と保護のレベルを尊重するものとする。
3.	通知機関は、製造者が関連する要求事項又は対応する整合規格、共通仕様若しくはその他の技術仕様を満たしていないと認める場合、その製造者に対し、欠陥を改善することができない場合を除き、2回目の最終適合性評価の観点から適切な是正措置をとるよう求めるものとし、この場合、証明又は承認決定を発行しない。
4.	認証又は承認決定の発行後の適合性の監視の過程で、製品又は製造者が適合していない又は適合しなくなったことを通知機関が発見した場合、製造者に適切な是正措置をとるよう求め、必要に応じて認証又は承認決定を停止又は撤回しなければならない。
5.	是正措置が講じられない場合又は要求される効果が得られない場合、通知機関は、適宜、証明書又は承認決定を制限、停止又は撤回するものとする。
6.	不適合の可能性に鑑み、認証または承認の決定を一時停止または撤回する必要性を決定する場合を含め、適合性評価の決定を行う場合、通知機関は、明確かつ事前に決定された基準を適用するものとする。
7.	届出機関は、異なる適合性評価業務を遂行する要員の交代を確保するものとする。
第54条
届出団体への情報提供義務
1.	通知機関は、以下の事項を通知機関に通知するものとする：
(a)	証明書の拒否、制限、停止または撤回を行うこと；
(b)	通知の範囲および条件に影響を及ぼすあらゆる事情；
(c)	適合性評価活動に関して市場監視当局から受けた情報提供の要請；
(d)	は、要求に応じて、その通知の範囲内で行われた適合性評価活動、および国境を越えた活動や下請けを含めて行われたその他の活動。
2.	届出機関は、本規則に基づき届出された、同一の製品を対象とする類似の適合性評価活動を行う他の機関に対し、否定的な適合性評価結果及び要求に応じて肯定的な適合性評価結果に関連する問題についての関連情報を提供するものとする。
3.	欧州委員会又は加盟国の市場監視機関が、他の加盟国の領域内に設立された届出機関に対し、当該届出機関が実施した適合性評価に関する要請を提出する場合、当該要請の写しを当該他の加盟国の届出機関に送付するものとする。当該届出機関は、当該要請に対し、遅滞なく、遅くとも15日以内に回答しなければならない。通知機関は、そうしない正当な理由がない限り、当該要求が通知機関によって解決されることを確保しなければならない。
4.	通知された機関が、以下の証拠を有するか、または受け取る場合： 
(a)	他の届出機関が第45条に定める要件又はその義務を遵守していない場合。
(b)	上市された製品が、第4条に従って採択された、当該製品が対象となる委任行為に定められたエコデザイン要件に適合していない場合。
(c)	発売された製品が、その物理的な状態により、重大なリスクを引き起こす可能性がある場合；
彼らは、適切な場合、当該証拠を関連する市場監視機関または通知機関に警告し、共有するものとする。 
第55条
経験交流
欧州委員会は、通知政策を担当する加盟国の当局間の経験交流の組織化について定めるものとする。
第五十六条
ノーティファイドボディの調整
1.	欧州委員会は、本規則に基づき届出された機関間の適切な調整及び協力が、グループ又は届出機関のグループという形で行われ、適切に運用されることを確保するものとし、必要に応じて、第4条に従って採択された同一の委任法の下で届出された機関又は同様の適合性評価業務に関連する機関のグループを含む。
届出機関は，直接又は指定された代表者により，関連するグループの作業に参加しなければならない。 
2.	届出機関は、第1項のグループの作業の結果として作成された関連文書を一般的なガイダンスとして適用するものとする。 
3.	第1項にいうグループにおける調整及び協力は、本規則及び第4条に従って採択された委任法の調和のとれた適用を確保することを目的とする。その際、グループは、規則（EU）2019/1020の第30条（2）に従って設置された行政協力グループが作成する関連文書を一般的な指針として従うものとする。  
第X章 インセンティブ
第57条
加盟国のインセンティブ
1.	第4条に従って採択された、第7条(4)に従って性能クラスを決定する委任法の対象となる製品に関する加盟国のインセンティブは、当該委任法に別段の定めがない限り、連合レベルで人口に膾炙している最高性能クラス2つ、または関連する場合は、EUエコラベルを有する製品に関するものとする。
2.	第4条に従って採択された委任法が、附属書Iで言及される複数の製品パラメータに関連して、第7条（4）に従って性能クラスを定める場合、又は規則（EU）2017/1369及び本規則の両方に基づいて性能クラスが定められる場合、委員会は、第4条第3サブパラグラフ、ポイント（g）に従って採択した委任法において、加盟国がどの製品パラメータに関する奨励を行うかをさらに指定することができる。
その際、欧州委員会は、以下の基準を考慮するものとする： 
(a)	各クラスの性能の製品数が多いこと； 
(b)	各性能のクラスにおける製品の相対的な値ごろ感；
(c)		より環境的に持続可能な製品に対する十分な需要を確保する必要があること。
3.	第4条に従って採択された委任法が性能等級を定めていない場合、欧州委員会は、第4条第3項（g）に従って採択された委任法において、加盟国の奨励措置が関係する製品が満たすべき製品パラメータに関する要件を規定できる。 
その際、欧州委員会は、以下の基準を考慮するものとする： 
(a)	その要件を満たす製品の相対的な価格；
(b)		より環境的に持続可能な製品に対する十分な需要を確保する必要があること。
第58条
グリーン公共調達
1.	指令2014/24/EUの第2条（1）又は指令2014/25/EUの第3条（1）に定義される契約当局、又は指令2014/25/EUの第4条（1）に定義される契約主体が発注する公共契約に関する第4条第3サブパラグラフ、ポイント（h）に基づく要件は、適宜、必須の技術仕様、選定基準、授与基準、契約履行条項又は目標の形態をとることがある。 
2.	委員会は、公契約について第4条第3号チの規定による要件を定める場合、次の基準を考慮するものとする：
(a)	その製品グループ、またはその製品グループを使用するサービスや工事に関して締結された公共契約の金額と量； 
(b)	より環境的に持続可能な製品に対する十分な需要を確保する必要があること； 
(c)	契約当局または契約団体が、不釣り合いなコストを伴わずに、より環境的に持続可能な製品を購入するための経済的実現可能性。
第XI章 市場監視  
第59条
市場サーベイランスの行動計画 
1.	規則（EU）2019/1020の第13条を損なうことなく、各加盟国は、少なくとも2年ごとに、本規則及び第4条に従って採択された委任行為に関連して適切なチェックが適切な規模で行われることを確保するために計画される市場監視活動の概要を示す行動計画を作成するものとする。各加盟国は、［2024年7月16日］までに、当該最初の行動計画を作成するものとする。
第1項の行動計画には、少なくとも、以下の内容が含まれるものとする： 
(a)	第62条第1項第(a)号に基づき行政協力グループにより特定された共通の優先事項を考慮し、第5項の実施法に基づき、市場監視の優先事項として特定された製品又は要求事項をいう；
(b)	優先事項として特定された製品または要求事項のコンプライアンス違反を減らすために計画された市場監視活動（行動計画の対象期間中に実施されるチェックの性質と最小数を含む）。 
2.	第1項第(a)号にいう市場サーベイランスの優先順位は、以下のような客観的な基準に基づいて特定されるものとする： 
(a)	市場で観察されるコンプライアンス違反のレベル；
(b)	コンプライアンス違反が環境に与える影響
(c)	国内市場で入手可能になった関連製品の数。
(d)	これらの市場で活動する関連経済事業者の数。  
3.	第1項第(b)号に基づき計画されるチェックの性質及び数は、第2項に従い優先順位を特定するために使用される客観的基準に比例するものである。
4.	加盟国は、規則（EU）2019/1020の第34条にいう情報通信システムを通じて、その行動計画を欧州委員会及び他の加盟国に伝達するものとする。
5.	欧州委員会は、第1項第(a)号に従って、加盟国が少なくとも市場監視の優先事項として考慮しなければならない製品または要求事項を列挙した実施法を採択することができる。 
これらの実施行為は、第67条(2)にいう諮問手続に従って採択されるものとする。
第60条
最低限必要なチェック項目数
1.	欧州委員会は、第66条に従って委任法を採択し、第4条に従って採択された委任法の対象となる特定の製品について、または当該委任法に定められた特定の要件に関連して、各加盟国の市場監視当局が実施すべき最低限のチェックの数を定めることにより、本規則を補足する権限を有する。委任法は、関連する場合、要求される検査の性質および使用される方法を規定することができる。
チェックの最低回数は、以下の基準に基づいて設定するものとする： 
(a)	第59条第2項に記載された基準を満たすものであること；
(b)	加盟国の行動計画で計画された活動；
(c)	第62条第1項第(a)号に基づき、行政協力会が特定した共通の優先事項；
(d)	関連する場合、第59条(5)に言及する実施行為に含まれる優先事項がある。
2.	市場監視当局は、第4条に従って採択された委任行為に準拠していない場合、責任ある経済事業者から文書検査および物理的製品検査の費用を回収する権利を有するものとする。
第61条
レポーティングとベンチマーキング
1.	市場監視当局は、規則（EU）2019/1020の第34条で言及された情報通信システムに、本規則の不遵守に関連して課されるペナルティの性質及び厳しさに関する情報を入力しなければならない。
2.	欧州委員会は、2年ごとに、市場監視当局が規則（EU）2019/1020の第34条にいう情報通信システムに入力した情報に基づいて、6月30日までに報告書を作成しなければならない。これらの報告書の最初のものは、［OP：日付を追加してほしい：本規則の適用日から2年後］までに公表されるものとする。
を含む報告書とする： 
(a)	規則（EU）2019/1020の第34条（4）及び（5）に基づき、前2暦年に市場監視当局が行ったチェックの内容及び数に関する情報； 
(b)	本規則の第4条に従って採択された委任法の対象となる製品に関して、前2暦年において特定された不遵守のレベル、ならびに課せられた罰則の内容および程度に関する情報；
(c)	この情報と、第59条第1項に従って作成された行動計画の文脈で計画された活動との比較；
(d)	チェックの頻度、科される罰則の性質と厳しさに関連する市場監視当局の指標となるもの。 
3.	欧州委員会は、本条第2項の報告書を規則（EU）2019/1020の第34条にいう情報通信システムで公表し、報告書の概要を公表するものとする。
第62条
市場サーベイランスの調整とサポート
1.	本規則の目的のため、規則（EU）2019/1020の第30条（2）に従い設置された行政協力グループ（「ADCO」）は、定期的に、また必要に応じて、欧州委員会または2つ以上の参加市場監視当局の理由ある要請があった場合に、会合を開く。 
規則（EU）2019/1020の第32条に定められた任務を遂行する文脈において、ADCOは、第59条（1）に従って策定されたアクションプランの実施を支援し、特定するものとする：
(a)	第59条(2)にいう客観的な基準に基づき、第59条(1)の(a)にいう市場監視のための共通の優先順位；
(b)	第2項に基づき、ユニオンが支援する優先順位；
(c)	第4条に従って採択された委任行為に規定された要件のうち、適用または解釈が異なるもので、本条第2項に従って共通の研修の組織またはガイドラインの採択に優先的に取り組むべきもの。   
2.	ADCOが特定した優先順位に基づき、委員会は以下を行う：
(a)	共通の関心分野での共同市場サーベイランスおよびテストプロジェクトを組織する；
(b)	機器やITツールなど、市場監視能力への共同投資を行う；
(c)	市場監視当局、届出機関及び通知機関の職員に対し、第4条に従って採択された委任行為に定められた要件の正しい解釈及び適用、並びに当該要件の適用又は遵守の検証に関連する方法及び技術に関する研修を含む、共通の研修を組織する； 
(d)	第4条に従って採択された委任行為に規定された要件の適用及び執行のための精緻なガイドライン（効果的な市場監視のための共通の慣行及び方法論を含む）。
組合は、適切な場合、(a)、(b)および(c)に言及された行為に資金を提供するものとする。 
3.	欧州委員会は、ADCOが規則（EU）2019/1020の第32条および本条に定める任務を遂行できるように、技術的および後方支援を提供するものとする。
第十二章 セーフガード手続き
第63条
国レベルでリスクを提示する製品に対応するための手順
1.	ある加盟国の市場監視当局は、第4条に従って採択された委任法の対象となる製品がリスクをもたらすと信じる十分な理由がある場合、リスクに関連し、本規則または関連する委任法に規定されているすべての要件を網羅する評価を実施するものとする。関連する経済事業者は、必要に応じて市場監視当局と協力するものとする。
その評価の過程で、市場監視当局が、製品が第4条に従って採択された該当する委任行為に定められた要件に準拠していないことを発見した場合、市場監視当局が定める合理的な期間内に、不適合の性質及び関連する場合にはその程度に相応して、不適合を終わらせるために適切かつ相応の是正措置をとることを関連経済事業者に遅延なく要求する。経済運営者がとることが要求される是正措置には、規則（EU）2019/1020の第16条（3）に列挙された措置が含まれ得る。 
市場監視当局は、それに応じて関連する通知機関に通知するものとする。
2.	市場監視当局が、コンプライアンス違反が自国の領域に限定されないと考える場合、市場監視当局は、評価の結果及び経済事業者に要求した措置を欧州委員会及び他の加盟国に通知するものとする。
3.	経済事業者は、その経済事業者がEU全域で市場に流通させたすべての関係製品について、すべての適切な是正措置がとられることを確保するものとする。
4.	関連する経済事業者が第1項第2号にいう期間内に是正措置をとらない場合又は不遵守が継続する場合、市場監視当局は、自国市場における当該製品の入手を禁止又は制限し、当該製品を当該市場から撤去し又は回収するためのあらゆる適切な暫定的措置をとるものとする。
これらの措置については、遅滞なく欧州委員会及び他の加盟国に通知するものとする。
5.	第4項にいう欧州委員会及び他の加盟国への情報は、規則（EU）2019/1020の第34条にいう情報通信システムを通じて伝達されるものとし、利用可能なすべての詳細、特に、不適合製品の特定に必要なデータ、製品の原産地、申し立てられた不適合の性質及び関与した不適合、とられた国内措置の性質及び期間並びに関連経済事業者が提示した論拠を含めるものとする。また、市場監視当局は、非遵守が以下のいずれかによるものであるかどうかを示さなければならない：
(a)	製品が第4条に従って採択された関連する委任法に規定された要件を満たしていない場合。
(b)	第34条及び第35条で言及された整合規格又は共通仕様の欠点は、適合の推定を与えるものである。
6.	手続を開始した加盟国以外の加盟国は、採択された措置及び当該製品の不適合に関連する入手可能な追加情報について、また、通知された国内措置に不服がある場合には、その異議について、遅滞なく欧州委員会及び他の加盟国に通知しなければならない。
7.	第4項にいう情報を受領してから3月以内に、加盟国がとった暫定措置について加盟国又は欧州委員会のいずれからも異議が出なかった場合、当該措置は正当なものとみなされるものとする。措置は、関係する製品又は要求事項の特殊性を考慮するため、3ヶ月より長い期間又は短い期間を指定することができる。
8.	加盟国は、当該製品又は製造者について、当該製品の市場からの撤去等の適切な制限的措置が遅滞なく講じられることを確保する。
第64条
ユニオンセーフガードの手順
1.	第63条（3）及び（4）に定める手続の終了後、加盟国がとった措置に対して異議が提起された場合、又は欧州委員会が国内措置が連合の法令に反すると考える場合、欧州委員会は、遅滞なく、加盟国及び関連経済事業者と協議に入り、国内措置を評価しなければならない。その評価の結果に基づき、欧州委員会は、実施法によって、当該国内措置が正当化されるか否かを決定するものとする。 
その実施法は、第67条(3)にいう審査手続に従って採択されるものとする。
2.	欧州委員会は、その決定をすべての加盟国に宛てて、加盟国および関連する経済事業者または事業者に直ちに伝達するものとする。
国内措置が正当とみなされた場合、すべての加盟国は、非適合製品が自国の市場から撤退することを確実にするために必要な措置をとり、それに従って欧州委員会に通知しなければならない。 
国内措置が不当とみなされた場合、当該加盟国はその措置を撤回するものとする。
3.	国内措置が正当化され、製品の不適合が本規則第34条に言及する整合規格の欠点に起因すると考えられる場合、欧州委員会は、規則（EU）No 1025/2012の第11条に規定する手続を適用すること。
4.	国内措置が正当化され、製品の不適合が第35条にいう共通仕様の欠点に起因すると考えられる場合、委員会は、遅滞なく、当該共通仕様を修正又は廃止する実施法を採択しなければならない。
第1号の実施法は、第67条第3項の審査手続に従って採択されるものとする。
第65条
正式なコンプライアンス違反
1.	加盟国は、以下のいずれかの所見を行った場合、当該経済事業者に対し、当該不遵守を解消するよう求めるものとする：
(a)	規則(EC) No 765/2008の第30条または本規則の第39条に違反してCEマーキングが貼付された場合；
(b)	CEマーキングが貼られていない；
(c)	第39条の規定に違反して届出機関の識別番号が付されている、または必要な箇所に付されていない場合；
(d)	EU適合宣言は作成されていない；
(e)	EU 適合宣言が正しく作成されていない；
(f)	技術文書が利用できない、完全でない、または誤りを含んでいる；
(g)	第21条第6項または第23条第3項の情報がない、虚偽または不完全である場合；
(h)	第21条、第23条または第4条に従って採択された適用される委任行為に規定されるその他の管理上の要件が満たされていない場合。
2.	第1項にいう不順守が継続する場合、当該加盟国は、製品が市場で入手可能となることを制限若しくは禁止し、又は製品が市場から回収若しくは撤回されることを確保するためのあらゆる適切な措置を講じるものとする。
第XIII章 委任された権限と委員会の手続き
第66条
委任事項の行使
1.	委任行為を採択する権限は、本条に定める条件に従い、欧州委員会に付与される。
2.	第4条、第9条第1項第2号、第11条第4項、第20条第3項および第61条第1項にいう委任行為を採択する権限は、［この法律の施行の1ヵ月後］から6年間、委員会に付与されるものとする。委員会は、6年間の期間の終了の9ヶ月前までに、権限の委譲に関する報告書を作成しなければならない。権限の委譲は、各期間の終了の3カ月前までに欧州議会または理事会が反対しない限り、同一の期間について黙示的に延長されるものとする。
3.	第4条、第9条第1項第2号、第11条第4項、第20条第3項及び第61条第1項にいう権限の委任は、欧州議会又は理事会によりいつでも撤回することができる。取消しの決定は、その決定で指定された権限の委譲を終了させるものとする。取消しの決定は、欧州連合官報にその決定が掲載された翌日またはその中で指定された後の日に効力を生じるものとする。この決定は、既に施行されている委任行為の効力に影響を及ぼさない。
4.	委任法を採択する前に、欧州委員会は、より良い法作りに関する2016年4月13日の機関間合意に定められた原則に従って行動する各加盟国が指定する専門家に相談するものとする。 
5.	委員会は、委任法を採択するとすぐに、欧州議会および理事会に同時に通知するものとする。
6.	第4条、第9条第1項第2号、第11条第4項、第20条第3項及び第61条第1項に従って採択された委任法は、当該委任法が欧州議会及び理事会に通知されてから2か月の期間内に欧州議会又は理事会のいずれからも異議が述べられなかった場合又はその期間の満了前に欧州議会及び理事会が共に異議を述べない旨を欧州委員会に通知した場合に限り、効力を生ずる。この期間は、欧州議会または理事会の発意により、2ヶ月延長される。
第67条
委員会の手続き
1.	委員会は、委員会によって支援されるものとする。当該委員会は、規則（EU）No 182/2011の意味における委員会でなければならない。
2.	本項に言及する場合、規則（EU）No 182/2011 の第 4 条が適用されるものとする。 
3.	本項に言及する場合、規則（EU）No 182/2011 の第 5 条が適用されるものとする。 
第十四章 最終規定
第68条
罰則について
加盟国は、本規則の違反に適用される罰則に関する規則を定め、その実施を確保するために必要なすべての措置を講じるものとする。規定される罰則は、違反の程度および連合市場に置かれた違反製品の台数を考慮し、効果的、比例的かつ抑止的でなければならない。加盟国は、遅くとも［この規則の適用日から1年後］までに、これらの規定を欧州委員会に通知するものとし、また、これらの規定に影響を及ぼすその後の改正については、遅滞なく欧州委員会に通知しなければならない。
第69条
評価
欧州委員会は、［本規則の適用日から8年後］までに、本規則の評価、および、域内市場の機能および製品の環境持続可能性の向上に対する本規則の貢献についての評価を実施するものとする。欧州委員会は、欧州議会、理事会、欧州経済社会委員会および地域委員会に対し、主な調査結果に関する報告書を提出するものとする。加盟国は、その報告書の作成に必要な情報を欧州委員会に提供しなければならない。 
欧州委員会が適切と認める場合、報告書には、本規則の関連条項の改正に関する立法案を添付するものとする。
第70条
廃止および経過措置
1.	指令 2009/125/EC は廃止される。 
2.	廃止された指令への言及は、本規則への言及と解釈され、附属書 VIII の相関表に従って読み替えられるものとする。
3.	OP：本規則の適用日の前日を挿入してほしい]に適用される指令2009/125/ECの第1条3項、第2条、第3条1項、第4条、第5条及び第8条、第9条3項、第10条並びに付属書IV、V及びVIは、当該指令の第15条に従って採択された実施措置に引き続き適用されるものとする。
4.	本規則の第 3 条、第 33 条及び第 59 条から第 65 条は、指令 2009/125/EC の第 15 条に基づき採択された実施措置に適用されるものとする。 
5.	同一製品を対象とする本規則第4条に従って採択された委任法の適用日前に指令2009/125/ECに従って上市または使用開始された製品について、製造者は、当該製品の最後の製造日から10年間、市場監視当局または委員会から受けた要請から10日以内に適合性評価および適合宣言に関する文書の電子版を閲覧に供しなければならない。
第71条
発効
本規則は、欧州連合官報に掲載された日の翌日から20日目に施行されるものとする。 
本規則は、その全体が拘束力を持ち、すべての加盟国において直接適用されるものとする。 
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[bookmark: _Toc514938007][bookmark: _Toc520485025][bookmark: _Toc514938011][bookmark: _Toc520485027]1.	提案・イニシアチブの枠組み 
[bookmark: _Toc514938008][bookmark: _Toc520485026]1.1.	提案/イニシアチブのタイトル
持続可能な製品に対するエコデザインの要求事項を設定するための枠組みを確立し、指令2009/125/ECを廃止するための欧州議会および理事会規則の提案書 
[bookmark: _Toc514938014][bookmark: _Toc520485028]1.2.	関係する政策領域（複数可 
03 - シングルマーケット
09 - 環境・気候変動対策
1.3.	提案・イニシアチブは、以下のことに関連する： 
しんこうさく 
a pilot project/preparatory actionに続く新しいアクション [footnoteRef:87] [87: 	金融規制法第58条第2項（a）または（b）に規定するとおりです。] 

えんこう 
合従連衡 
[bookmark: _Toc514938015][bookmark: _Toc520485029][bookmark: _Toc514938018][bookmark: _Toc520485031]1.4.	目的(複数)
[bookmark: _Toc514938016][bookmark: _Toc520485030]1.4.1.	一般的な目的(複数可)
本規則の目的は、製品の環境持続可能性を向上させ、持続可能性の要求が設定された製品の域内市場における自由な移動を確保することである。 
これは、製品の耐久性、再利用性、アップグレード性、修理可能性、製品中の懸念物質の存在、製品のエネルギーおよび資源効率、製品中のリサイクル含有量、製品の再製造および高品質のリサイクル、製品の炭素および環境フットプリント削減に関する要件を含む委任法の採択を規定することで実現されている。また、デジタル製品パスポート（「製品パスポート」）の作成、グリーン公共調達の必須基準の設定、売れ残った消費者製品の廃棄を防ぐための枠組みの構築についても規定している。
1.4.2.	具体的な目標（複数可）
一般的な目的に続いて、具体的な目的は以下の通りである： 
1. サプライチェーンにおける製品の環境サステナビリティとサステナビリティ情報へのアクセスを改善する。
より持続可能な製品やビジネスモデルを奨励し、価値保持を向上させる。
持続可能な製品に関する法的枠組みの適用を改善する
[bookmark: _Toc514938019][bookmark: _Toc520485032]1.4.3.	期待される成果および影響
提案/イニシアティブが対象とする受益者/グループに与えるべき効果を明示する。
本規則の実施により期待される成果及び影響は以下の通りである：
製品の環境サステナビリティの向上と、サプライチェーンにおけるサステナビリティ情報へのアクセスという点で
対象商品（非食品）の増加
製品のバリューチェーン、循環の側面、持続可能性情報へのアクセスをよりよくカバーする製品要件
製品のライフサイクルにおける環境負荷の低減、エネルギー・資源効率の向上（製品寿命や使用材料への対応を含む）。
より持続可能な製品やビジネスモデルへのインセンティブという点で 
より持続可能な製品の設計、生産、アフターサービスへの投資が増加し、その市場シェアが高まる。
リサイクル、修理・再利用分野の経済価値の向上
サステイナブル製品に関する法律の枠組みの適用を改善するという点で
サステナビリティ要求の対象となる製品数の増加
製品のバリューチェーン、循環の側面、持続可能性情報へのアクセスをよりよくカバーする製品要件
EU市場に投入される製品の持続可能性要件に対する不遵守のレベルが低下した。
EUの国境を越えて活動する企業にとって、EUレベルでの調和された要件は、国レベルでの様々な既存または計画された要件に取って代わるため、全体的なコンプライアンスコストを削減する可能性がある。また、一次原料から二次原料への加工、製品の生産からメンテナンス、再利用、改装、修理、中古品販売への活動の移行など、企業の競争力にも直接的なメリットがあり、これらの分野での活動が活発な中小企業には大きなメリットが期待される。
また、この規則が消費者の行動を変えることも期待されている。経済事業者や市民が持続可能な購買を選択するには、関連する情報や手頃な価格の選択肢が不足しているため、まだ困難であるという特定された問題に対応するものである。持続可能性の低い製品を市場から排除し（したがって消費者の選択を簡素化する）、一部の製品については性能等級や場合によっては関連ラベルを含む、より明確でアクセスしやすい情報を提供することにより、消費者をより環境に優しい購入へと導くことがでく。デジタル製品パスポートは、利用可能な情報をさらに増やし、アクセスを容易にするものである。これにより、民間事業者は、消費者の製品評価や比較の能力を向上させるアプリやサービスを開発できるようになる。
また、デジタル製品パスポートは、関連する製品情報を市場監視当局（MSA）および場合によっては税関当局がデジタルで利用できるようにし、コンプライアンスの検証を容易にし、加盟国による執行活動の効率を向上させる。しかし、より高い持続可能性を目指すエコデザインの枠組みは、欧州委員会と加盟国双方のリソースがその目標に見合ったレベルまで強化されなければ成功しない。
[bookmark: _Toc514938023][bookmark: _Toc520485033]1.4.4.	性能に関する指標
進捗と成果をモニタリングするための指標を明記する。
本規則の実施と影響を監視するために、以下の中核的な指標セットを使用する：
製品の環境サステナビリティの向上と、サプライチェーンにおけるサステナビリティ情報へのアクセスという点で
第5条の規定に基づき委任された法律が適用される製品グループの数
EU域内市場に規制対象製品を供給する製造バリューチェーンからの汚染物質および温室効果ガス（GHG）排出量（除去を含む）の推定変化量。 
EU域内市場に投入された規制対象製品のエネルギー使用量と効率、水使用量と効率、資源生産性（材料効率）の推定変化量
(1) 本来の耐久性、(2) メンテナンス、修理、アップグレード作業、(3) 歴代使用者の数の結果として、関連する規制対象製品の平均寿命。
非貴金属、重要原材料、プラスチックの内部市場の原材料需要に対する消費者再利用後の材料の貢献度。
循環型材料使用率-二次原材料が材料需要を満たす割合（全材料使用量に占める割合） 
より持続可能な製品やビジネスモデルへのインセンティブという点で 
活動別の付加価値とその構成要素 
グリーン公共調達-EUの基準値を超える公共調達手続きのうち、環境要素を含む手続きの割合（件数・金額）。
製品のコスト変化や使用による価値の変化による消費者への影響
リサイクル部門と修理・再利用部門の「有形固定資産への総投資額」「雇用者数」「要素費用による付加価値額」。
サステイナブル製品に関する法律の枠組みの適用を改善するという点で
デジタルプロダクトパスポートを含む各種要件セット
委任された法律が適用される製品に設定された要求事項への不適合率
[bookmark: _Toc514938025][bookmark: _Toc520485034][bookmark: _Toc514938026][bookmark: _Toc520485035]1.5.	提案・発案の根拠 
1.5.1.	短期的または長期的に満たすべき要件（イニシアチブの実施のロールアウトの詳細なタイムラインを含む）。
この提案は、15年以上にわたって二次法を通じてエネルギー関連製品を規制するために使用されてきた既存の指令と構造を基盤としている。同様に、この規則で導入されるほとんどの措置は直ちに適用されるものではなく、委任法および実施法の採択を通じて、法律行為の採択に従うべきである。直ちに適用されるのは、回避に関する措置と、売れ残った消費者製品の破棄の開示に関する措置のみである。
法律が採択された後、欧州委員会は、第4条に従って委任法を採択する予定の製品群の指標となるリストを記載した作業計画を採択しなければならない。これにより、新規則の下で行われる現行の指令に基づく継続的な作業が引き継がれることになる。
これらの委任法は、特定の製品群に適用されるエコデザイン要件、または製品群に共通するエコデザイン要件の設定を可能にする類似性がある場合、一連の製品群に適用されるエコデザイン要件を定めるものとする。これらの委任法には、公契約やデジタル製品パスポートの作成に適用される要件が含まれる場合がある。 
また、売れ残った消費財の廃棄の禁止や、市場監視当局が実施するチェックの回数についても、委任法を採択することができる。
売れ残った消費財の廃棄に関する情報の開示形式を規定し、加盟国が市場監視活動の優先事項として少なくとも考慮しなければならない製品または要件を列挙するために、実施法を採択することができる。
委任法および必要に応じて実施法は、「Better Regulation」のガイドラインに沿って、影響の徹底的な評価と利害関係者の協議を経て採択される。
エコデザインの要件と売れ残った消費財の廃棄の禁止に関する委任法は、経済主体、特に製造業者、輸入業者、流通業者によって実施される。産業界は、循環型ビジネスモデル（CBM）に関するガイドラインの提供によって支援され、循環型ビジネスモデルの導入を支援するEU全体のハブによって、啓発、協力、研修の提供、成功事例の交換などの情報やサービスが提供される。 
[bookmark: _Toc514938029][bookmark: _Toc520485036]1.5.2.	欧州連合が関与することによる付加価値（それは、調整の利益、法的確実性、より大きな効果、補完性など、さまざまな要因から生じる可能性がある）。本項目において、「欧州連合の関与による付加価値」とは、加盟国が単独で創出したであろう価値に加え、欧州連合の介入によってもたらされる価値のことである。
欧州レベルでの行動（事前）の理由 
既存のエコデザイン法の根拠と同様に、加盟国だけでは、経済事業者に対する要求事項の乖離、製品の自由な移動に対する障害、経済事業者に対する規制負担や過剰なコストを生じることなく、適切な措置を制定する可能性はないだろう。さらに、加盟国だけで開発したツールは、必然的に乖離し、消費者の選択をより複雑なものにするだろう。したがって、加盟国が個別に行動する場合、特に域内市場で取引される製品について、異なる手法やアプローチに基づく競合するシステムが存在することになり、市場の断片化が生じ、製品の環境性能に関する認識や情報レベルがEU全体で不均一になり、国境を越えて取引する企業にとって追加コストが生じる可能性が高くなる。
期待されるユニオン付加価値の創出（事後的） 
EUの行動のみが、調和された共通の製品要件と持続可能性の特性に関する情報要件を設定し、商品の自由な移動を保証し、消費者がどの加盟国で購入した製品であっても、持続可能な特性や循環型の特徴に関する適切で信頼できる情報を処分できるようにできるため、国レベルの行動よりもEUレベルの行動のほうが効果的である。EUレベルで共通の要求事項を設定することには、明確な付加価値がある。なぜなら、これによって、すべての加盟国において調和され、十分に機能する域内市場が確保され、域内市場で活動する企業にとって公平な競争条件が確保されるからである。EUレベルで設定される調和された最低要件と情報要件により、持続可能な製品と循環型社会がすべての加盟国で促進され、より大きく効率的な市場が形成され、したがって、産業界がそれらを開発するインセンティブが高まる。最後に、域内市場の規模は、EUが製品の持続可能性を促進し、世界中の製品設計やバリューチェーン・マネジメントに影響を与えることを可能にするクリティカルマスである。 
[bookmark: _Toc514938030][bookmark: _Toc520485037]1.5.3.	過去の類似の経験から学んだ教訓
EUレベルでは、まずエネルギーを使用する製品、次にエネルギー関連製品を規制してきた長い経験がある。現行の指令2009/125、エコデザイン指令は、これまで採用されてきた製品別対策の基礎となるものである。その効果は、毎年発行されるエコデザイン影響評価報告書に記載されており、主にエネルギー面での効果に加え、その他の排出量や資源面での効果も示されている。 
エコデザイン指令に関する多くの評価では、規制ツールとしての明確な関連性と有効性が確認されている一方で、その実施と執行を改善する可能性が指摘されている。例えば、2012年の評価では、「SCP/SIP行動計画やEUの資源効率政策のエネルギー効率の側面は、エコデザイン指令とその実施措置によって果たされることが広く認識されているが、一部の加盟国の代表や環境NGOからは、その他の環境側面に関する実施措置の適用範囲が限られている結果、機会を逸しているという指摘もある」と指摘している。また、エネルギー効率以外の側面にも対応する指令の未開拓の可能性も強調されており、同じ評価では「製品範囲、政策選択、基礎的な技術分析の結果として、対応できなかった非エネルギー改善があったかもしれない」と結論付けている。さらなる取り組みの機会があることは間違いないが、これは常に、利用可能な資源と最大のメリットに焦点を当てた文脈で見る必要がある。
2019年3月、欧州委員会は「循環型経済における持続可能な製品-循環型経済に貢献するEU製品政策フレームワークに向けて」と題するスタッフ作業文書を発表した。これは、製品に影響を与えるEUの政策が、循環型経済への移行にどの程度貢献しているか、また、例えば、より一貫した実施、政策介入間のより良い相乗効果、政策手段による製品のより良いカバーなどを通じて、より強い貢献ができる可能性があるのはどこか、特に多くの特定の製品グループについて深く考察した。その結果、すべての製品の持続可能な生産と消費、および／または消費者が入手できるこれらの製品に関する情報の信頼性をカバーする、包括的で統合されたEUの政策手段は存在しないことがわかった。その代わりに、製品の循環性に関連する特定の側面に対処できるものの、それにもかかわらず、追加的な作業を行う余地を提供するツールのパッチワークが確認された。また、関連性の高い特定の分野（繊維や家具など）では、循環性を体系的に対象とするツールが存在しないこと、エネルギー関連製品の循環性を刺激するエコデザイン政策の成功は、他の関連分野ではまだ適用されていないことを指摘した。
[bookmark: _Toc514938033][bookmark: _Toc520485038]1.5.4.	多年度財政フレームワークとの整合性及び他の適切な手段との相乗効果の可能性
欧州連合（EU）は、次期多年次財政枠組みのための強化された長期予算と新たな復興手段である「ネクストジェネレーションEU」に基づく大規模な復興計画を承認した。
このイニシアチブは、EUの復興戦略の指針となる欧州グリーンディールの傘下にある。グリーンディールは、より公平で環境に優しく、よりデジタルな欧州を構築することで、競争力のある持続可能性に投資することの利点を認識している。これはまた、グローバルなバリューチェーンの持続可能性を確保するために第三国や貿易パートナーを巻き込み、炭素集約的な生産を欧州外に押し出すのではなく、欧州の排出削減が世界の排出量減少に寄与することを保証することを意味している。これにより、効率的で手頃な価格、長持ちし、環境にも優しい高品質の製品を市民に提供することができるようになる。 
このイニシアティブは、多年次財政枠組みのタイトル3（単一市場）の見出し1（単一市場、イノベーション、デジタル）およびタイトル9（環境と気候変動）の見出し3（天然資源と環境）に該当する。以下に詳述するように、この法律の実施には、追加の人的資源といくつかの支援費が必要となる。 
他の政策分野もサポートを提供し、特にEUの資金はイノベーションと企業への投資について提供される。欧州地域開発基金は、スマートスペシャリゼーション、LIFE、ホライゾンヨーロッパを通じて、民間のイノベーション資金を補完し、ソリューションを市場に投入することを目的としたイノベーションサイクル全体をサポートする。デジタル・ヨーロッパ・プログラムは、分野横断的な相互運用性の要件を含む、3つの分野におけるデジタル製品パスポートの設計とプロトタイプを提案し、関係者と合意するための18ヶ月にわたる協調行動を2022年末までに開始する予定である。イノベーションファンドは、革新的な低炭素技術やソリューションの実証のための世界最大の資金調達プログラムの一つである。2020年から2030年にかけて約100億ユーロの支援を行う予定で、欧州の脱炭素化を実現し、気候ニュートラルへの移行を支援する産業ソリューションを市場に投入することを目的としている。

[bookmark: _Toc514938036][bookmark: _Toc520485039]1.5.5.	再展開の範囲を含む、利用可能なさまざまな資金調達の選択肢の評価
予算への影響は、主に以下の要因によるものである：
1. 2022年から2026年にかけて、現行のエコデザイン指令に基づく33の欧州委員会規則の見直しと、2022年から2023年にかけての5つの新規則の採択は、現在エコデザインの実施に割り当てられているスタッフだけでは対応できない。2021年に見直した14の欧州委員会規則は、標準化や関係者への指導といったタスクにも引き続きスタッフの影響がある；
2024年から2027年にかけて、最大18の新しい委任法を準備し、採択する。多年度の作業計画は、製品グループを定義し、優先順位をつけるための重要なステップである。12 2028年から2030年の間に委任法も採択され、2025年から2027年にかけてスタッフおよび予算が影響するはずである。
 市場監視、売れ残り消費財の破棄に関する情報の開示、自主規制措置の承認など、本規則の実施のための統一的な条件を確保するために必要な場合、実施法を作成する（2024年から平均して1年に1回）こと。
デジタル製品パスポート、市場監視と税関管理、製品設計と製造に循環性を取り入れるための経済主体間の経験交換を支援する欧州循環ビジネスハブに関する水平方向のタスクを実行する。
既存の規制の見直しについては、経験に基づく合理的な見積もりでは、1つの製品をカバーするために平均で約0.5FTE（＋アシスタントサポート）が必要であり、標準化に関する作業を含むが、外注している見直しに伴う技術評価を除く。現在、3つのDGでエコデザインに割り当てられている11,5人（FTE）は、法的義務を果たすには十分ではない。2022年に13FTE、2023年に24FTE、2027年に19FTEと段階的に減少する追加リソースを、再配置と研究のアウトソーシングに加えて要求している。  
SPIの新製品群に関しては、新規要件と評価タスクの分析により、新製品1つあたり約0.9FTE（＋アシスタントサポート）の見積もりが出された。IA分析により、SPIの対象となる新製品グループまたは水平方向の施策は約30と見積もられた。このため、2023年には16FTEが必要となり、2027年には28.5FTEまで増加すると見積もられている。さらに、現在3つの主管部門においてSPIの準備やその他のタスクに割り当てられている8.5FTEが再配備されることになる。次の表は、1年ごとの追加ニーズの見積もりである。
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027年と続く。

	既存製品のエコデザインも含む
	13
	24
	23
	21
	20
	19

	DG GROW
	4,5
	7
	6,5
	5,5
	4,5
	3,5

	DG ENV
	4
	5
	4,5
	3,5
	3,5
	3,5

	DG ENER
	4,5
	12
	12
	12
	12
	12

	SPI新製品を含む。
	0
	16
	21,5
	23,5
	25,5
	28,5

	DG GROW
	0
	7
	10
	11
	12
	13,5

	DG ENV
	0
	7
	10
	11
	12
	13,5

	DG ENER
	0
	2
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	デジタルプロダクトパスポート、含む。
	0,5
	2
	2
	2
	2
	2

	DG GROW
	0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	DG ENV
	0,5
	1
	1
	1
	1
	1

	DG ENER
	0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	市場サーベイランスの支援（含む）。
	0,5
	0,5
	2
	2
	2
	2

	DG GROW
	0
	0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	DG ENV
	0
	0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	DG ENER
	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	1

	税関管理への支援（DG TAXUD）
	0
	1,5
	2
	2
	2
	2

	サーキュラー・ビジネスモデル・ハブ（DG GROW）
	0
	0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	合計 
	14
	44
	51
	51
	52
	54


影響評価報告書では、新しい法的枠組みを実施するために、さまざまな管理体制が想定されている。 
欧州委員会の中に「持続可能な製品センター」を設けるという選択肢もある。この場合、持続可能な製品政策に割り当てられたスタッフは、欧州委員会内の仮想的な「持続可能な製品センター」のもとで機能することになる、という違いがある。欧州委員会のスタッフは、所属する総局の下にとどまるが、常設のセンター／タスクフォースの一員となり、知識の共有を確保する全体的な調整を行い、水平的なタスクに責任を持つようになる。このオプションは、エコデザインの準備研究や、消費フットプリント、循環型経済戦略、炭素・環境フットプリントに関する水平的・方法論的作業にすでに貢献しているJRCの技術的ノウハウを活用し、完全に統合することができる。この経験と専門知識は、JRCが「サステナブル・プロダクト・センター」の一部として活用することができる。JRCは、方法論とデータの一貫性、新しいタイプの製品要件の試験、製品の優先順位付けといった科学技術的な側面で貢献することになる。この財務諸表では、このオプションは、必要な資源という点で、現状と大きく異なるとは考えられていない。 
この財務諸表の見積もりは、3つのDGに権限が分散され、製品グループの増加や追加要件に合わせて追加のスタッフや資金を動員している現状を基礎としている。アウトソーシングの可能性については、現状では、規制措置の準備（準備研究および審査研究）および影響評価の支援に、すでに外部支援を大幅に利用している。サーキュラー・ビジネス・ハブと市場監視当局への支援については、さらなる外部支援が想定されていますが、アウトソーシングできない法規制の中核的な実施作業については、さらなる（内部の）スタッフリソースの必要性があることに変わりはない。
また、輸入品に適用される新しい要件を実施するために、税関システムをサポートするための追加リソースが必要である。これには、TAXUD ITエコシステム、特にシングルウィンドウに対するSPIの影響の分析が含まれ、ビジネスケース、ビジネスプロセスモデリング、MS税関当局との調整、設計と実装の準備、適合性テストとロールアウトのサポート、メンテナンス、税関ビジネスグループの運営、MASP-Cへの貢献、ECCGミーティングへの参加が含まれる。
この財務諸表に記載されている追加リソースを見積もる際、エコデザインの実施と立法提案の準備に既に従事しているスタッフの再配置以外に、各DG内で可能なスタッフの再配置を慎重に評価した。まれな可能性のある再配置は、見積もりに組み込まれた。必要な人事のタイプについては、特に期間の最初の数年間は重要な部分をCAとして要請し、2023年からは3人のENDを追加要請している。これらは、2023年の26.5FTEから2027年の45FTEへと段階的に正社員化を促進するためである。とはいえ、決定手続きの調整、機関の代表、契約管理を確実に行うためには、常駐のスタッフが必要である。これは、87％のADと13％のASTで共有されている。
人件費以外の管理費については、対象製品数が倍増したことに伴い、算出根拠は以下のとおりである：
ミッションにかかる費用は、現在の予算（衛生危機の影響なし）に基づき見積もられ、2024年から2027年にかけては、範囲が拡大し、ステークホルダーに新しい枠組みを提示し説明する必要があるため、2倍になるとされている。
エコデザインフォーラムの会議費用は、DG ENERの現在の費用に基づき、対象製品の増加に伴い、会議の頻度を年平均6回から9回に増加させる。 
専門家グループの費用は、エコデザイン委員会に関連する現在の費用に基づき、会議の頻度を同じように増やした。実施法に関連する委員会の費用は、DG ENVにおける同等の費用に基づき、実施法が作成されるべき2024年から2026年の期間について見積もられたものである。
業務支出に関しては、以下の仮説を保持しています：
各レビューには、エコデザインにおける現在の費用に基づく30万ユーロの支援調査、各新製品には、エコデザインにおける現在の準備調査よりも複雑になると予想される40万ユーロの支援調査、および新製品の半数に予想される、必要に応じて製品環境フットプリント区分規則を作成するための追加費用80万ユーロ。レビューと準備調査の時期は、スタッフの場合と同じ仮説にしたが、対応予算は採用予定日の2年前に計上する。
方法論、作業計画、市場サーベイランスなどの水平的な研究は、2022年から2024年にかけて、DG GROWとDG ENVで分担して年間約100万ユーロを要すると推定される；
DG GROWの調整のもと、デジタル製品パスポートの準備に特化した研究が必要となる：データキャリア、アクセス権、セキュリティ、データ管理、レジストリに関する3つのサポートスタディとIT開発：2022年から2024年まで1Mユーロ、製品パスポートレジストリのメンテナンスは2025年から2026年まで0.1Mユーロと見積もられている。デジタル製品パスポートの準備には、SCIP高懸念物質データベース用のIT開発も必要かもしれないが、この財務諸表作成時点では正確な評価はできていない。IT開発および調達選択は欧州委員会の情報技術・サイバーセキュリティ委員会による事前承認の対象とすることになっている。
2024年から2027年まで、DG GROWの予算枠で、サーキュラー・ビジネスモデル・ハブの管理・技術支援を0.5Mユーロと推定している；
市場監視と税関への支援は、ガイダンスと実施法（水平的研究に含まれる）の形をとるが、研修の提供、協力への技術支援、共同適合試験の支援などのプロジェクトも含まれる。2024年に3Mユーロ、2027年に9Mユーロに増加する予算を、3主管庁間で配分し、2024年から2027年の間に毎年3～10プロジェクトに割り当てるべきである。
製品に関する新たな要件は、DG TAXUDのEU Customs Single Window-CERTEX活動に関するIT開発も必要となる可能性があり、2023年から2027年までに合計12億5000万ユーロが必要となり、運用開始後は年間160kユーロの保守料が必要となる。IT開発および調達の選択は、欧州委員会の情報技術・サイバーセキュリティ委員会による事前承認が必要となる。
これらの活動分野の一部では、本財務諸表に示された見積もりと枠の範囲内で、JRCの専門知識がサービス契約を通じて動員される。

[bookmark: _Toc514938039][bookmark: _Toc520485040]
1.6.	提案／イニシアチブの期間と財務的影響
制限期間
DD/MM]YYYY から[DD/MM]YYYY まで有効である。 
コミットメント充当の場合はYYYYからYYYYへ、支払い充当の場合はYYYYからYYYYへ財務的影響を与える。 
無制限期間
2022年から2027年までのスタートアップ期間での実施、
の後、フルスケール動作になる。
[bookmark: _Toc514938040][bookmark: _Toc520485041]1.7.	管理モード（複数可）予定 [footnoteRef:88] [88: 	経営形態の詳細および財務規則への言及は、BudgWebサイト（https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx）でご覧いただけます。 ] 

委員会による直接管理
 ユニオン代表団のスタッフを含む、その部門によるものである； 
	行政機関によって 
加盟国との共同管理 
予算執行業務を委託することで間接的に管理する：
 第三国または第三国が指定した機関
 国際機関およびその機関（指定されたもの）
 EIBと欧州投資基金がある；
 金融規制法第70条および第71条に規定する団体；
 公法上の団体である；
 適切な財政的保証が提供される限りにおいて、公共サービスの使命を持つ私法で管理される団体；
 官民パートナーシップの実施を委託され、適切な財政的保証が提供される、加盟国の私法に準拠する団体；
 TEUのタイトルVに基づき、CFSPにおける特定の行動の実施を委託され、関連する基本法で特定される者。
複数のマネジメントモードが示されている場合は、「コメント」欄に詳細をご記入ほしい。
コメント 


[bookmark: _Toc514938041][bookmark: _Toc520485042]2.	管理策 
[bookmark: _Toc514938042][bookmark: _Toc520485043]2.1.	モニタリングと報告のルール 
頻度と条件を指定する。
[bookmark: _Toc514938045][bookmark: _Toc520485044]本立法財政計算書には、スタッフの支出、調達、および場合によっては行政上の手配が含まれる。この種の支出に関する標準的な規則が適用される。
2.2.	管理・統制システム（複数可） 
[bookmark: _Toc514938046][bookmark: _Toc520485045]2.2.1.	管理方法、資金調達の実施メカニズム、支払い方法、および提案された管理戦略の正当性
このイニシアチブの管理形態は、欧州委員会による直接管理である。欧州委員会は、加盟国の代表と利害関係者からなる専門家グループ「エコデザイン・フォーラム」によって支援される。また、欧州委員会は、委員会の支援を受けることになる。
全体として、このイニシアティブは、スタッフの支出、調達、および場合によっては事務的な手配を必要とする。この種の支出に関する標準的なルールが適用される。
[bookmark: _Toc514938047][bookmark: _Toc520485046]2.2.2.	特定されたリスクとそれを軽減するために設定された内部統制システムに関する情報
全体として、このイニシアティブは、スタッフの支出、調達、および場合によっては事務的な手配を必要とする。この種の支出に関する標準的なルールが適用される。
このイニシアティブのほとんどの側面は、技術支援の調達、利害関係者の参加、二次法の採択といった標準的な手続きに則っている。主なリスクは、過去にも明らかになったように、作業計画を実行するための人的資源が不足していることである。また、採択された製品法に対して裁判沙汰になるリスクもある。
デジタル製品パスポートの確立と運用、EU域外のサプライチェーンに直接的・間接的に影響を与える要件など、SPIの枠組みの新しい側面によって新たなリスクが発生する可能性がある。
[bookmark: _Toc514938048][bookmark: _Toc520485047]2.2.3.	管理の費用対効果（「管理コスト÷管理される関連資金の価値」の比率）の見積もりと正当化、および（支払時および閉鎖時の）予想される誤りのリスクレベルの評価 
全体として、このイニシアティブは、スタッフの支出、調達、および場合によっては事務的な手配を必要とする。この種の支出に関する標準的なルールが適用される。
[bookmark: _Toc514938049][bookmark: _Toc520485048]2.3.	不正・不祥事防止のための対策 
既存の、あるいは想定される防止・保護策を明記する（例：不正防止戦略から）。
全体として、このイニシアティブは、スタッフの支出、調達、および場合によっては事務的な手配を必要とする。この種の支出に関する標準的なルールが適用される。
主な不正リスクは、経済事業者による製品要件の意図的な回避に関連するものである。これを防ぐには、市場の監視活動と税関の管理を強化することが重要である。


[bookmark: _Toc514938050][bookmark: _Toc520485049]3.	提案/イニシアチブの推定財務的影響 
[bookmark: _Toc514938051][bookmark: _Toc520485050]3.1.	多年度財政フレームワークの見出し（複数可）および影響を受ける支出予算ライン（複数可） 
既存の予算枠 
多年度財政フレームワークの見出しと予算枠の順で。
	多年間財務枠組みの見出し
	予算ライン
	タイプ 
消費
	貢献度 

	
	番号 

	Diff./Non-diff. [footnoteRef:89] [89: 	Diff.＝差分充当／Non-diff.＝非差分充当。] 

	EFTA諸国から[footnoteRef:90] [90: 	EFTA：European Free Trade Association（欧州自由貿易連合）。] 


	候補国から[footnoteRef:91] [91: 	候補国、および該当する場合、西バルカン諸国からの潜在的な候補者。] 


	第三国から
	金融規制法第21条第2項第2号に規定する意味において。 

	
	[XX.YY.YY.YY]である。

	Diff.・Non-diff.
	YES/NO
	YES/NO
	YES/NO
	YES/NO

	1
	03.02.01.01 - 商品とサービスの国内市場の運営と発展
	ディフ
	はい
	ノー[footnoteRef:92] [92: 	候補国および第三国の単一市場プログラムへの加盟交渉が進行中。] 

	ノー6
	ノー

	3
	09.02.02 LIFE 循環型経済とクオリティ・オブ・ライフ
	ディフ
	はい
	はい
	はい
	ノー

	3
	09.02.04 LIFE クリーンエネルギーへの転換 
	ディフ
	はい
	はい
	はい
	ノー


新規予算枠の要求 
多年度財政フレームワークの見出しと予算枠の順で。
	多年間財務枠組みの見出し
	予算ライン
	タイプ
消費
	貢献度 

	
	番号 

	Diff.・Non-diff.
	EFTA諸国から
	候補国から
	第三国から
	金融規制法第21条第2項第2号に規定する意味において。 

	
	[XX.YY.YY.YY]。

	
	YES/NO
	YES/NO
	YES/NO
	YES/NO



[bookmark: _Toc514938052][bookmark: _Toc520485051]3.2.	本提案が充当に与える財務的影響の見積もり 
[bookmark: _Toc514938053][bookmark: _Toc520485052]3.2.1.	業務用充当金への影響試算の概要 
	提案/イニシアチブは、業務用予算を使用する必要はない。 
	この提案/構想は、以下に説明するように、業務用経費の使用を必要とする：
百万ユーロ（小数点以下3桁まで）
	多年間財務の見出し 
フレームワーク 
	番号
	ヘディング1（単一市場、イノベーション、デジタル）



	DG：GROW
	
	
	年
2022
	年
2023
	年
2024
	年
2025
	年
2026
	年
2027 
	ポスト2027
	TOTAL

	 運営費交付金 
	
	
	
	
	
	
	
	

	予算ライン[footnoteRef:93] 03.02.01.01 - 商品とサービスの国内市場の運営と発展 [93: 	公式の予算命名法による。] 

	コミットメント
	(1a)
	3,402
	4,056
	3,770
	3,370
	4,370
	4,370
	
	23,338

	
	ペイメント
	(2a)
	1,021
	2,237
	3,709
	3,764
	3,830
	3,970
	4,807
	23,338

	予算ライン
	コミットメント
	(1b)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ペイメント
	(2b)
	
	
	
	
	
	
	
	

	特定プログラムのエンベロープから資金を調達する管理的性質の充当金[footnoteRef:94] [94: 	EUのプログラムおよび/またはアクション（旧BAライン）の実施を支援するための技術的および/または事務的支援および支出、間接研究、直接研究。] 


	
	
	
	
	
	
	
	

	予算ライン
	
	(3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	総支給額
DG GROWの場合
	コミットメント
	=1a+1b +3
	3,402
	4,056
	3,770
	3,370
	4,370
	4,370
	
	23,338

	
	ペイメント
	=2a+2b
+3
	1,021
	2,237
	3,709
	3,764
	3,830
	3,970
	4,807
	23,338




	
 運営費交付金合計 
	コミットメント
	(4)
	3,402
	4,056
	3,770
	3,370
	4,370
	4,370
	
	23,338

	
	ペイメント
	(5)
	1,021
	2,237
	3,709
	3,764
	3,830
	3,970
	4,807
	23,338

	 特定のプログラムのためのエンベロープから資金を調達する行政的性質の充当金合計。 
	(6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	総支給額 

多年間財務枠組みの見出し1において
	コミットメント
	=4+ 6
	3,402
	4,056
	3,770
	3,370
	4,370
	4,370
	
	23,338

	
	ペイメント
	=5+ 6
	1,021
	2,237
	3,709
	3,764
	3,830
	3,970
	4,807
	23,338


百万ユーロ（小数点以下3桁まで）
	多年間財務の見出し 
フレームワーク 
	番号
	見出し3（天然資源と環境）



	DG: ENV
	
	
	年
2022
	年
2023
	年
2024
	年
2025
	年
2026
	年
2027 
	ポスト2027
	TOTAL

	 運営費交付金 
	
	
	
	
	
	
	
	

	予算枠[footnoteRef:95] 09.02.02 LIFE 循環型経済と生活の質 [95: 	公式の予算命名法による。] 

	コミットメント
	(1a)
	2,276
	2,948
	2,180
	2,680
	3,680
	3,680
	
	17,444

	
	ペイメント
	(2a)
	0,683
	1,567
	2,449
	2,637
	2,780
	3,280
	4,048
	17,444

	予算ライン 09.02.02 LIFE 循環型経済とクオリティ・オブ・ライフ[footnoteRef:96] [96: 	この提案は、輸入製品に対する製品要件の実施を促進し、デジタル製品パスポートとの相互運用性を確保するために、税関のためのEUシングルウィンドウ環境におけるIT開発を予見しています。このような作業には、DG TAXUDが利用できる財源が必要である。現在、このような作業に対する適切なリソースのレベルは確実に決定することはできませんが、2024年から2027年の期間には最大で12億5000万ユーロの見積もり予算が必要となり、それ以降は毎年0.160万ユーロのメンテナンス料が必要になると推定されます。IT開発および調達の選択は、欧州委員会の情報技術・サイバーセキュリティ委員会による事前承認が必要となる。] 

	コミットメント
	(1b)
	0
	0
	0,400
	0,350
	0,350
	0,150
	
	1,250

	
	ペイメント
	(2b)
	0
	0
	0,280
	0,365
	0,350
	0,210
	0,450
	1,250

	特定プログラムのエンベロープから資金を調達する管理的性質の収用 [footnoteRef:97] [97: 	EUのプログラムおよび/またはアクション（旧BAライン）の実施を支援するための技術的および/または事務的支援および支出、間接研究、直接研究。] 


	
	
	
	
	
	
	
	

	予算ライン
	
	(3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	総支給額
DG ENVの場合
	コミットメント
	=1a+1b +3
	2,276
	2,948
	2,580
	3,030
	4,030
	3,830
	
	18,694


	
	ペイメント
	=2a+2b
+3
	0,683
	1,567
	2,729
	3,002
	3,130
	3,490
	4,093
	18,694





	DG: ENER
	
	
	年
2022
	年
2023
	年
2024
	年
2025
	年
2026
	年
2027 
	ポスト2027
	TOTAL

	 運営費交付金 
	
	
	
	
	
	
	
	

	予算ライン[footnoteRef:98] 09.02.04 LIFE クリーンエネルギー移行 [98: 	公式の予算命名法による。] 

	コミットメント
	(1a)
	1,622
	1,596
	4,250
	5,250
	6,250
	6,250
	
	25,218

	
	ペイメント
	(2a)
	0,487
	0,965
	2,403
	3,488
	5,150
	5,850
	6,875
	25,218

	予算ライン
	コミットメント
	(1b)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ペイメント
	(2b)
	
	
	
	
	
	
	
	

	特定プログラムのエンベロープから資金を調達する管理的性質の収用 [footnoteRef:99] [99: 	EUのプログラムおよび/またはアクション（旧BAライン）の実施を支援するための技術的および/または事務的支援および支出、間接研究、直接研究。] 


	
	
	
	
	
	
	
	

	予算ライン
	
	(3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	総支給額
DG ENER向け

	コミットメント
	=1a+1b +3
	1,622
	1,596
	4,250
	5,250
	6,250
	6,250
	
	25,218

	
	ペイメント
	=2a+2b
+3
	0,487
	0,965
	2,403
	3,488
	5,150
	5,850
	6,875
	25,218




	
 運営費交付金合計 
	コミットメント
	(4)
	3,898
	4,544
	6,830
	8,280
	10,280
	10,080
	
	43,912


	
	ペイメント
	(5)
	1,170
	2,532
	5,132
	6,490
	8,280
	9,340
	10,968
	43,912

	 特定のプログラムのためのエンベロープから資金を調達する行政的性質の充当金合計。 
	(6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	総支給額 

多年間財務枠組みの見出し3において
	コミットメント
	=4+ 6
	3,898
	4,544
	6,830
	8,280
	10,280
	10,080
	
	43,912


	
	ペイメント
	=5+ 6
	1,170
	2,532
	5,132
	6,490
	8,280
	9,340
	10,968
	43,912



複数の業務部門が提案/イニシアチブの影響を受ける場合は、上記のセクションを繰り返してほしい：
	 業務用充当金（全業務見出し）合計
	コミットメント
	(4)
	7,300
	8,600
	10,600
	11,650
	14,650
	14,450
	
	67,250


	
	ペイメント
	(5)
	2,191
	4,769
	8,841
	10,254
	12,110
	13,310
	15,775
	67,250


	 特定プログラムのためのエンベロープから資金を調達する管理的性質の充当金合計（すべての業務見出し）。
	
(6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	総支給額 

多年間財務枠組みの見出し1から6の下にある。
(参考金額)
	コミットメント
	=4+ 6
	7,300
	8,600
	10,600
	11,650
	14,650
	14,450
	
	67,250


	
	ペイメント
	=5+ 6
	2,191
	4,769
	8,841
	10,254
	12,110
	13,310
	15,775
	67,250






	
多年間財務の見出し 
フレームワーク 
	7
	'行政支出'


この部分は、サービス間の協議のためにDECIDEにアップロードされる「立法府の財務諸表付属書（内規付属書V）」で最初に紹介される「行政的性質の予算データ」を使って記入する。
百万ユーロ（小数点以下3桁まで）
	
	
	
	年
2022
	年
2023
	年
2024
	年
2025
	年
2026
	年
2027 
	TOTAL

	DG：GROW

	 人的資源 
	0,383
	1,740
	2,325
	2,469
	2,541
	2,656
	12,113

	 その他管理部門費 
	0,005
	0,005
	0,096
	0,097
	0,097
	0,090
	0,390

	TOTAL DG GROW
	アプロプリエーション 
	0,388
	1,745
	2,421
	2,566
	2,638
	2,746
	12,503

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	年
2022
	年
2023
	年
2024
	年
2025
	年
2026
	年
2027 
	TOTAL

	DG: ENV

	 人的資源 
	0,671
	1,756
	2,227
	2,371
	2,528
	2,656
	12,208

	 その他管理部門費 
	0,005
	0,005
	0,097
	0,096
	0,097
	0,090
	0,390

	TOTAL DG ENV
	アプロプリエーション 
	0,676
	1,761
	2,324
	2,467
	2,625
	2,746
	12,598

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	年
2022
	年
2023
	年
2024
	年
2025
	年
2026
	年
2027 
	TOTAL

	DG: ENER

	 人的資源 
	0,713
	2,070
	2,214
	2,214
	2,214
	2,214
	11,639

	 その他管理部門費 
	0,005
	0,005
	0,097
	0,097
	0,096
	0,090
	0,390

	TOTAL DG ENER
	アプロプリエーション 
	0,718
	2,075
	2,311
	2,311
	2,310
	2,304
	12,029

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	年
2022
	年
2023
	年
2024
	年
2025
	年
2026
	年
2027 
	TOTAL

	DG: TAXUD

	 人的資源 
	0,000
	0,236
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	1,492

	 その他管理部門費 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TOTAL DG TAXUD
	アプロプリエーション 
	0,000
	0,236
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	1,492



	総支給額

多年間財務枠組みの見出し7の下で 
	(コミットメント総額＝支払総額)
	1,781
	5,816
	7,370
	7,658
	7,887
	8,109
	38,621


百万ユーロ（小数点以下3桁まで）
	
	
	
	年
2022
	年
2023
	年
2024
	年
2025
	年
2026
	年
2027 
	ポスト2027
	TOTAL

	総支給額 

多年間財務枠組みの見出し1から7の下にある。 
	コミットメント
	9,081
	14,416
	17,970
	19,308
	22,537
	22,559
	
	105,871


	
	ペイメント
	3,972
	10,585
	16,211
	17,912
	19,997
	21,419
	15,775
	105,871



[bookmark: _Toc514938054][bookmark: _Toc520485053]3.2.2.	運営費交付金で賄われるアウトプットの見積もり 
具体的な目標
No 1：サプライチェーンにおける製品の環境持続可能性と持続可能性情報へのアクセスを改善する。
No 2: より持続可能な製品やビジネスモデルを奨励し、価値保持を向上させる。
No 3:	サステナブル製品に関する法的枠組みの適用を改善する。

コミットメント充当額（単位：百万ユーロ、小数点以下第三位まで）
	目的・アウトプットを明示する 


	
	
	年
2022
	年
2023
	年
2024
	年
2025
	年
2026
	年
2027年以降
	TOTAL

	
	OUTPUTS

	
	タイプ[footnoteRef:100] [100: 	アウトプットとは、供給される製品やサービスのことです（例：資金を提供した学生交流の数、建設した道路のキロ数など）。] 


	平均コスト
	No
	コスト
	No
	コスト
	No
	コスト
	No
	コスト
	No
	コスト
	No
	コスト
	No
	コスト

	SPECIFIC OBJECTION No.1[footnoteRef:101] [101: 	1.4.2項に記載されているとおり。具体的な目的(s)...」とある。] 

	サプライチェーンにおける製品の環境サステナビリティとサステナビリティ情報へのアクセスを改善する。
	
	

	- 出力
	委任された行為（レビュー）
	0,300
	-
	
	-
	
	7
	2,100
	6
	1,800
	5
	1,500
	5
	1,500
	23
	6,900

	- 出力
	委任行為（新製品）
	0,800
	-
	
	-
	
	4
	3,200
	6
	4,800
	4
	3,200
	12
	9,600
	26
	20,800

	- 出力
	実施行為（市場監視、売れ残り商品）。
	1,000
	-
	
	-
	
	1
	1,000
	1
	1,000
	1
	1,000
	
	
	3
	3,000

	特定目標小計 No.1
	-
	
	-
	
	12
	6,300
	13
	7,600
	10
	5,700
	17
	11,100
	52
	30,700

	SPECIFIC OBJECTIVE No.2
	より持続可能な製品やビジネスモデルを奨励し、価値保持を向上させる。

	- 出力
	サーキュラー・ビジネス・ハブへの支援[footnoteRef:102] [102: 	欧州循環ビジネスハブは、製品の設計や製造に循環性を取り入れる際の経済主体間の経験交換を支援する必要がある。] 

	0,500円/年
	-
	-
	-
	-
	1
	0,500
	1
	0,500
	1
	0,500
	1
	0,500
	4
	2,000

	具体的な目標No.2に対する小計
	-
	-
	-
	-
	1
	0,500
	1
	0,500
	1
	0,500
	1
	0,500
	4
	2,000

	SPECIFIC OBJECTIVE No.3
	持続可能な製品に関する法的枠組みの適用を改善する

	- 出力
	市場サーベイランスを支えるプロジェクト
	1,000円/1プロジェクト
	-
	-
	-
	-
	3
	3,000
	6
	6,000
	9
	9,000
	9
	9,000
	27
	27,000

	特定目的の小計 No.3
	-
	-
	-
	-
	3
	3,000
	6
	6,000
	9
	9,000
	9
	9,000
	27
	27,000

	TOTALS
	-
	-
	-
	-
	16
	9,800
	20
	14,100
	20
	15,200
	27
	20,600
	83
	59,700






EN	0		EN
[bookmark: _Toc514938055][bookmark: _Toc520485054]3.2.3.	行政処分への影響試算の概要 
	提案/イニシアチブは、管理的性質の充当を必要としない。 
	この提案は、以下のように、管理的な性質の充当を必要とするものである：
百万ユーロ（小数点以下3桁まで）
	
	年
2022
	年
2023
	年
2024
	年
2025
	年
2026
	年
2027 
	TOTAL



	ヘディング7
多年間財政枠の
	
	
	
	
	
	
	

	人的資源 
	1,766
	5,801
	7,080
	7,368
	7,597
	7,839
	37,451

	その他管理部門費 
	0,015
	0,015
	0,290
	0,290
	0,290
	0,270
	1,170

	小計 HEADING 7
多年間財政枠の 
	1,781
	5,816
	7,370
	7,658
	7,887
	8,109
	38,621



	外側 HEADING 7 [footnoteRef:103]
多年間財政枠の  [103: 	EUのプログラムおよび/またはアクション（旧BAライン）の実施を支援するための技術的および/または事務的支援および支出、間接研究、直接研究。] 


	
	
	
	
	
	
	

	人的資源 
	
	
	
	
	
	
	

	その他の支出 
ぎょうせいしゅ
	
	
	
	
	
	
	

	小計 
アウトサイドヘディング7
多年間財政枠の 
	
	
	
	
	
	
	



	TOTAL
	1,781
	5,816
	7,370
	7,658
	7,887
	8,109
	38,621


人的資源およびその他の管理的性質の支出に必要な充当金は、既にアクションの管理に割り当てられている、および／またはDG内で再配置されたDGからの充当金と、必要に応じて、年次配分手続きに基づき、予算の制約に照らして管理DGに付与される追加配分とで賄われる。


 

EN	0		EN
3.2.3.1.	人的資源の必要量の見積もり 
	この提案/イニシアティブは、人的資源の使用を必要としない。 
	本提案・取り組みでは、以下に説明するように人的資源の活用が必要である：
見積もりはフルタイム換算単位で表示すること
	
	年
2022
	年
2023
	年
2024
	年
2025
	年
2026
	年
2027年以降

	 設置計画ポスト（職員・臨時職員）

	20 01 02 01（本部および委員会の代表事務所）
	8
	28,5
	38
	42
	44
	45

	DG GROWを含む
	0
	7
	11
	13
	14
	15

	DG ENV
	4
	9
	12
	14
	15
	15

	DG ENER
	4
	11
	13
	13
	13
	13

	DG TAXUD
	0
	1,5
	2
	2
	2
	2

	20 01 02 03 (代表者)
	
	
	
	
	
	

	01 01 01 01（間接的な研究）
	
	
	
	
	
	

	 01 01 01 11 （直接研究）
	
	
	
	
	
	

	その他の予算枠（具体的に）
	
	
	
	
	
	

	 外部スタッフ（単位：Full Time Equivalent unit: FTE） [footnoteRef:104] [104: 	AC=契約スタッフ、AL=現地スタッフ、END=出向者国内専門家、INT=代理店スタッフ、JPD=出向者ジュニア専門家。] 



	20 02 01（「グローバルエンベロープ」よりAC、END、INT）
	6
	15,5
	13,0
	9,0
	8,0
	9,0

	DG GROWを含む
	4,5
	7,5
	7
	5
	4
	3,5

	DG ENV
	0,5
	4
	4
	2
	2
	3,5

	DG ENER
	1
	4
	2
	2
	2
	2

	20 02 03（代表でAC、AL、END、INT、JPD）。
	
	
	
	
	
	

	XX 01 xx yy zz  [footnoteRef:105] [105: 	運営費交付金（旧「BA」ライン）で賄われる外部スタッフのための小天井。] 


	- 本社にて

	
	
	
	
	
	

	
	- 代議員会 
	
	
	
	
	
	

	01 01 01 02（AC、END、INT-間接研究）。
	
	
	
	
	
	

	 01 01 01 12 (AC, END, INT - 直接研究)
	
	
	
	
	
	

	その他の予算枠（具体的に）
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	14
	44,0
	51,0
	51,0
	52,0
	54,0


XXは、当該政策分野または予算タイトルである。
必要な人的資源は、すでにアクションの管理に割り当てられているDGのスタッフおよび／またはDG内で再配置されたスタッフによって満たされ、必要に応じて、年次配分手続きのもと、予算の制約を考慮して管理DGに付与される追加配分も併用されるものとする。
実施するタスクの説明：
	職員・臨時職員
	デスクオフィサー向け：
準備調査、影響評価、整合規格の評価を支援するための外部契約の準備（委託条件またはAA、評価、モニタリング）。
作業計画、実施法、委任法の準備のための準備調査、検討調査、その他の調査の監督
エコデザインフォーラムの協議、WTOの協議、社内採択手続き、 
標準化の委任、調和された標準の監視と公表を含む委任法のフォローアップ、 
実施における産業界へのガイダンス、およびサーベイランス活動における市場監視当局へのガイダンス。
結果の評価、関係者への法規制の説明、ブリーフィングの準備、対応など、水平方向のタスクに貢献する。
をアシスタントに：
会議の開催（議題、招待状、事務手続き、議事録、専門家グループの登録）。 
決定手続き（Decideエントリー、証拠請求、委員会、法律編集を含む文書作成、翻訳・出版依頼など）。
財務手続き（経営計画の作成、入札やサービス発注、AAなどの募集、評価、コミットメントや支払いの要求、報告など）

	外部スタッフ
	作業計画、実施法、委任法の準備のための準備調査、検討調査、その他の調査の監督
エコデザインフォーラムの協議、WTOの協議、 
標準化の委任、調和された標準の監視と公表を含む委任法のフォローアップ、 
実施における産業界へのガイダンス、およびサーベイランス活動における市場監視当局へのガイダンス。
結果の評価、ステークホルダーへの法規制の説明、対応など、水平的なタスクに貢献する。



[bookmark: _Toc514938056][bookmark: _Toc520485055]3.2.4.	現行の多年度財政フレームワークとの適合性 
提案・イニシアチブのこと
は、多年次財政枠組み（MFF）の関連する項目の中で、再配分によって完全に賄うことができる。
この法律の実施を支援する調査、調達、プロジェクトは、MFFの見出し1および3にある、政策実施を支援する既存のプログラムおよび既存の予算枠によって賄われることになる。再プログラムの必要はない。予算の必要性は、年次管理計画に組み込まれ、標準的な手続きに従う。
該当する予算枠は、関係省庁のエコデザイン指令の実施をすでに支援している予算枠である：
03.02.01.01 - DG GROWのための商品とサービスの国内市場の運営と発展
09.02.02 LIFE DG ENVのための循環型経済と生活の質
09.02.04 LIFE ENER総局のためのクリーンエネルギー移行計画
	は、MFFの関連する見出しに基づく未割当証拠金の使用、および/またはMFF規則で定義された特別な手段の使用を必要とする。
必要なことを説明し、関連する見出しと予算枠、対応する金額、使用する手段を提案する。
	は、MFFの改定を必要とする。
必要なことを説明し、該当する見出しと予算枠、対応する金額を明記する。
[bookmark: _Toc514938058][bookmark: _Toc520485056]3.2.5.	第三者からの寄稿 
提案・イニシアチブのこと：
	第三者による協調融資を行わない。
	は、以下のように見積もられた第三者による共同資金を提供する：
単位：百万ユーロ（小数点以下第三位）。
	
	年
N[footnoteRef:106] [106: 	N年は、提案/イニシアチブの実施が開始される年です。N」を実施予定初年度に置き換えてください（例：2021年）。次の年についても同様です。] 

	年
N+1
	年
N+2
	年
N+3
	影響の持続期間を示すために必要な年数を入力する（ポイント1.6参照）。
	合計

	協調融資機関の指定 
	
	
	
	
	
	
	
	

	共同出資の合計計上額 
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc514938059][bookmark: _Toc520485057]
3.3.	収入への影響の試算 
	この提案/取り組みは、収入に金銭的な影響を与えるものではない。
	この提案／イニシアチブは、以下の財務的影響を及ぼす：
1. 	自己資源で 
	その他の収入について
収益が支出項目に割り当てられている場合は、その旨ご記入ほしい。 	
     百万ユーロ（小数点以下3桁まで）
	予算の収益ライン：
	当会計年度に使用可能な充当金
	提案/イニシアチブのインパクト[footnoteRef:107] [107: 	伝統的な自己財源（関税、砂糖税）については、表示された金額は純額、すなわち徴収費用の20％を差し引いた総額のことでなければなりません。] 


	
	
	年
N
	年
N+1
	年
N+2
	年
N+3
	影響の持続期間を示すために必要な年数を入力する（ポイント1.6参照）。

	記事...............。
	
	
	
	
	
	
	
	


割り当てられた収入については、影響を受ける予算支出ラインを明記すること。

その他の備考（例：収益への影響の算出方法・計算式、その他の情報）。




[image: 91EC5683-5330-4484-88B1-D0ACE32ACFC3]
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ANNEX I 
製品パラメーター
以下のパラメータは、必要に応じて、また必要に応じて他のパラメータによって補完され、第5条(1)に言及する製品側面を改善するための基礎として使用することができる：
0. 製品の保証寿命、技術寿命、平均故障間隔、製品の実使用情報の表示、応力や経年変化に対する耐性などを通じて表現される、製品またはその部品の耐久性と信頼性；
0. スペアパーツの特性、入手可能性、納期、モジュール性、一般に入手可能なスペアパーツとの互換性、修理・メンテナンス説明書の入手可能性、使用する材料や部品の数、標準部品の使用、部品や材料を識別するための部品・材料コード規格の使用、必要な工程や工具の数と複雑さ、非破壊分解・再組み立ての容易性、製品データへのアクセス条件、必要なハードウェアやソフトウェアへのアクセスや使用条件を通して表される修理・メンテナンスの容易性；
0. アップグレード、再使用、再製造、改修の容易性：使用する材料や部品の数、標準部品の使用、部品や材料を識別するための部品・材料コード化基準の使用、必要な工程や工具の数や複雑さ、非破壊分解・再組立の容易さ、製品データへのアクセス条件、必要なハードウェアやソフトウェアへのアクセスや使用条件、テストプロトコルや一般に入手できないテスト機器へのアクセス条件、再生・改造製品特有の保証の有無、知的所有権で保護されている技術へのアクセスや使用条件、モジュール化；
0. リサイクルしやすい材料の使用、リサイクル可能な部品・材料または有害物質を含む部品・材料への安全、容易かつ非破壊的なアクセス、材料の組成と均質性、高純度選別の可能性、使用する材料と部品の数、標準部品の使用、部品と材料の識別のための部品・材料コーディング基準の使用、必要とする工程と工具の数と複雑さ、非破壊的分解・再組立の容易性、製品データのアクセス条件、必要とするハードウェアとソフトウェアへのアクセス条件と使用条件を表すものである；
0. 製品および部品の再使用、アップグレード、修理、メンテナンス、改装、再製造およびリサイクルに有害な技術的解決策を回避する；
0. 製品の製造工程で、物質単体、物質の構成要素、または混合物として使用すること、または製品に含有させること（これらの製品が廃棄物になった場合を含む）； 
0. 製品の1つまたは複数のライフサイクルステージにおけるエネルギー、水、およびその他の資源の消費量。物理的要因またはソフトウェアおよびファームウェアの更新が製品効率に与える影響を含み、森林破壊への影響を含む；
0. リサイクル材料の使用または含有量； 
0. 製品および包装の重量・容積、製品・包装比；
0. ユーズドコンポーネントの組込み
0. 適切な使用と保守のために必要な消耗品の量、特性および入手可能性； 
0. 製品の環境フットプリントは、適用される委任法に従い、製品のライフサイクル環境影響の定量化として表現され、1つ以上の環境影響カテゴリーまたは影響カテゴリーの集合に関連しているかどうか；
0. 製品のカーボンフットプリント
0. マイクロプラスティックリリース
0. 製品の1つまたは複数のライフサイクルステージで放出される大気、水質、土壌への排出物； 
0. プラスチック廃棄物、包装廃棄物などの廃棄物発生量とその再利用の容易さ、有害廃棄物の発生量；
0. を使用条件としている。
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ANNEX II
性能要件を定義する手順 
性能要件は、以下のように設定する：
1. 技術的、環境的及び経済的分析は、市場に流通している当該製品又は製品の代表的なモデルを複数選択し、製品固有の又は水平方向の要求事項を考慮した上で、付属書 I で言及されているパラメータに関する製品性能を改善するための技術オプションを特定し、オプションの経済性を考慮し、他のライフサイクル環境影響の著しい増加及び性能又は消費者に対する有用性の著しい損失を回避するものとする。
また、技術・環境・経済分析では、検討中のパラメータについて、市場で入手可能な最も性能の良い製品・技術を特定すること。
国際市場で入手可能な製品の性能および他国の法令で設定されたベンチマークは、第1項にいう分析時および要求事項を設定する際に考慮されるものとする。
この分析に基づき、主要な資源や技術の利用可能性を含む経済的・技術的実現可能性、および改善の可能性を考慮し、水準または非定量的要件を定義する。 
附属書 I の(f)に記載される物質の濃度制限は、当該物質及びその代替物質の持続可能性の徹底的な分析に基づき、人の健康又は環境に著しい悪影響を及ぼさないものでなければならない。附属書Iの(f)の物質に関する性能要件は、関係する物質について連合の関連機関が実施した既存の化学安全性評価、および委員会が作成した化学物質および材料の設計基準による安全性および持続可能性を考慮するものとする。提案された濃度限界は、分析的検出限界のような強制力の側面も考慮しなければならない。
関連する場合、第1パラグラフで言及される分析は、予測される耐用年数中に気候変動が製品に与える可能性のある影響と、ライフサイクルを通じて気候の回復力を改善する製品の可能性を考慮するものとする。
エネルギーやその他の資源の価格、原材料や必要な技術のコスト、生産コスト、割引率、そして必要に応じて、回避された温室効果ガス排出を含む外部環境コストなどの関連要因を網羅する感度分析を実施しなければならない。
1. 技術的、環境的、経済的な分析の展開のために、他の連合活動の枠組みで利用可能な関連情報を考慮するものとし、規則（EC）No66/2010、指令2010/75/EU、グリーン公共調達基準の基礎として使用またはそこから派生する技術情報を含むものとする。
また、EUの経済パートナーとの間で取引される製品の特定のエコデザイン要件を設定するために、世界の他の地域で適用されている既存のプログラムから入手できる情報についても適用されるものとする。
1. 性能要求事項の発効日は、関連する場合、製品設計及び製造工程を適応させるために必要な時間を考慮するものとする。

ANNEX III 
デジタルプロダクトパスポート
(第8条)
第4条に従って採択された委任法に定める製品パスポートに関する要件は、以下の要素のうち、製品パスポートにどのような情報を記載しなければならないか、または記載することができるかを規定する：
3. 第7条2項および第8条2項、または該当する製品群に適用される他のEU法に基づき要求される情報；
3. 第4条に従って採択された適用される委任法に示されたレベルの一意の製品識別子を有すること；
3. 製品またはその部品のISO/IEC 15459-6規格に規定された世界貿易識別番号またはその同等品であること；
3. 理事会規則（EEC）No 2658/87[footnoteRef:108] で定義されている TARIC コードなど、関連する商品コード； [108: 	関税・統計名目および共通関税率に関する1987年7月23日理事会規則（EEC）No2658/87（OJ L 256, 7.9.1987, p. 1）.] 

3. 適合宣言書、技術文書、適合証明書など、本規則または製品に適用される他の連合法の下で要求される適合文書および情報；
3. 本製品に適用される他の連邦法令により要求される、ユーザーマニュアル、指示、警告または安全情報； 
3. 事業者固有の識別子や第21条7項の情報など、製造者に関連する情報；
3. 製造者以外の事業者固有の識別子；
3. ユニークな施設識別子を持つ； 
3. 輸入者に関連する情報（第23条第3項の情報、EORI番号など）；
3. 規則（EU）2019/1020の第4条、または一般製品安全に関する規則（EU）[.../...]の第15条、または製品に適用される他のEU法令に基づく同様の業務を遂行する責任を負う、連合国内に設立された経済事業者の名称、連絡先、および固有の事業者識別コード。
第4条に従って採択された委任法は、第8条2項（a）に従って要求される情報に加えて、製造者が製品パスポートに含めることができるエコデザイン要件に関連する情報（製品に適用される特定の任意ラベルに関する情報を含む）を特定するものとする。これには、規則（EC）No 66/2010に基づきEUエコラベルが製品に付与されているか否かが含まれるものとする。

ANNEX IV
内部生産管理
(モジュールA)
1. 内部製造管理とは、製造者が第2、3、4項に規定する義務を果たし、製品が第4条に従って採択された委任法の要求事項を満たすことを自らの責任で保証し宣言する適合性評価手続きのことである。
1. 技術資料
製造者は、技術文書を作成するものとする。当該文書により、第4条に従って採択された委任法の要求事項に対する製品の適合性を評価することが可能となるものとする。技術文書は、適用される要求事項を規定し、評価に関連する限りにおいて、製品の設計、製造及び運用を網羅しなければならない。技術文書は，該当する場合，少なくとも次の要素を含まなければならない：
1. 製品およびその使用目的についての一般的な説明、 
コンポーネント、サブアセンブリ、回路などの概念設計および製造図面、回路図。 
図面や図案を理解し、製品を操作するために必要な記述や説明、 
欧州連合官報に引用文献が掲載されている整合規格，共通仕様又はその他の関連技術仕様のリストで，その全部又は一部が適用されており，整合規格が適用されていない場合には，要件を満たすために採用した解決策の記述。整合規格が一部適用されている場合、技術文書には適用されている部分を明記しなければならない、 
設計計算の結果、試験の結果など、 
エコデザイン要件に関連して実施された測定の結果（第4条に従って採択された委任法に定めるエコデザイン要件と比較した当該測定の適合性の詳細を含む）、
テストレポート、および
第7条に基づく情報提供義務に基づき提供された情報の写し、
1. 製造業
製造者は、製造工程及びその監視により、製品が第2項で言及された技術文書及び第4条に従って採択された委任法の要求事項に適合することを保証するために必要なすべての措置を講じるものとする。
1. CEマーキングとEU適合宣言
製造者は、第4条に従って採択された委任法の要件を満たす個々の製品に、必要な適合性表示を付すものとする。
製造者は、第37条に基づき、各製品モデルについて書面による適合性宣言を作成し、技術文書とともに、製品が上市され又は使用開始された後10年間、管轄の国家当局の手元に保管しなければならない。適合性宣言は、それが作成された製品を特定するものとする。
適合宣言のコピーは、要求に応じて関係当局に提供されるものとする。
1. 正規代理店
ポイント4に定める製造者の義務は、委任状に明記されていれば、製造者の代理人によって、製造者に代わって、その責任の下で履行されることができる。

ANNEX V
EU 適合性宣言
(第三十七条)
EU適合宣言は、以下の要素を含むものとする：
1. No ...（製品固有の識別情報）。
1. メーカーおよび該当する場合はその正規代理店の名前と住所；
1. このEU適合宣言は、製造者の単独責任で発行されるものである。
1. 申告の対象（製品を明確に識別し、トレーサビリティを可能にするのに十分な製品の説明、EUの肥料製品の識別に必要な場合は、画像を含むことができる）；
1. 上記の宣言の目的は、本規則、第4条に従って採択された委任法、および該当する場合は他の連合調和法に適合していることである；
1. 関連する整合規格または使用される共通仕様への言及、または適合性が宣言されている他の技術仕様への言及；
1. 該当する場合、ノーティファイドボディ...（名称、番号）は...（介入の記述）を実施し、証明書または承認決定...（番号）を発行しました；
1. 適切な場合、適用されるCEマークの貼付を規定する他のEU法令への言及。
1. 製造者またはその承認された代理人を拘束する権限を持つ人物の識別と署名。
1. 追加情報である：

のために署名し、それを代表する：
(発行地・発行日)である：
(名前、関数) (シグネチャ)を使用する：


ANNEX VI
委任された行為の内容 
(第4条)
第4条に従って採択された委任契約は、以下の技術的要素を規定するものとする：
1. 対象製品群の定義；
1. 第4条に従い、付属書Iで言及されたパラメータに基づき、対象となる製品群のエコデザイン要求事項を定める； 
1. 関連する場合、エコデザイン要求が不要な付属書 I に記載されたパラメータを記載する；
1. 第32条の規定により使用される試験、測定または計算の基準または方法； 
1. 関連する場合、使用する経過措置、整合規格（参照番号が欧州連合官報に掲載されたもの）、または共通仕様書；
1. 決定 768/2008/EC の附属書 II に基づき設定された、第 4 条第 2 項に従って使用される適合性評価モ ジュールを記載する。適用されるモジュールが附属書IVに定めるモジュールと異なる場合、その特定の手順を選択するに至った要因。
決定 768/2008/EC の附属書 II で言及されている異なる適合性評価モジュールが、同一の製品について他の連合法に従って使用される場合、当該エコデザイン要件については、第 4 条に従って採択された委任行為で定義されたモジュールが優先されるものとする；
1. エコデザイン要求事項への製品の適合性の検証を可能にする技術文書の要素を含む、製造者が提供すべき情報に関する要求事項。関連する場合、第30条及び第31条に基づく追加情報の要求事項；
1. 中小企業または中小企業が主に製造する特定の製品群に起こりうる影響を考慮し、実施日、段階的または経過的な措置または期間；
1. 加盟国が、第4条に従って採択された委任法の採択日に自国の領域で有効な規制に準拠した製品の上市または使用開始を許可する経過措置期間の期間；
1. 技術的進歩を考慮した委任法の評価と改訂の可能性がある日。

ANNEX VII
自己規制対策の基準
(第18条)
本規則第4条に従って採択された委任法に代わる自主規制措置の評価には、以下の非網羅的な指示基準のリストを用いることができる：
1.	参加の自由度
自主規制措置は、準備段階および実施段階の両方において、第三国の事業者を含む、自主規制措置の対象となる製品を市場に出すあらゆる事業者の参加に開かれていなければならない。自主規制措置を設けることを意図する経済事業者は、措置の策定プロセスを開始する前に、その意図を公表すべきである。
2.	サステナビリティと付加価値
自主規制措置は、本規則の政策目標に対応し、持続可能な開発の経済的・社会的側面と整合的でなければならない。自主規制措置は、消費者の利益、健康、生活の質および経済的利益を保護するための統合的なアプローチを有していなければならない。
3.	代表性
自主規制措置に参加する業界およびその団体は、第18条第3項第1号（b）に従い、関連する経済部門の大多数を代表していなければならない。欧州連合の競争法、特に反競争的協定に関する欧州連合の機能に関する条約第101条の尊重を確保するために注意を払わなければならない。 
4.	定量化・段階化された目標
加盟国が自主規制措置で定める目標は、明確に定義されたベースラインから出発し、明確で曖昧さのない言葉で設定されなければならない。自主規制措置が長期に及ぶ場合は、中間目標を含める必要がある。明確で信頼性の高い指標を用い、目標や中間目標の遵守状況を、安価で信頼できる方法で監視することができなければならない。 
5.	市民社会の参画
透明性を確保する観点から、自主規制措置は、オンラインおよびその他の電子的な情報発信手段を含め、公表されなければならない。
加盟国、産業界、環境NGO、消費者団体を含む利害関係者は、自主規制措置についてコメントを求められる必要がある。 
6.	モニタリングとレポーティング
独立検査官は、署名者の自主規制措置の遵守を監視しなければならない。自主規制措置は、自主規制措置の要求事項の遵守を確認する権限を、独立した検査員に与えなければならない。また、独立した検査官を選ぶ手順や、検査官に利害関係がなく、自主規制措置に定められた要件の遵守を確認するために必要なスキルを有していることをどのように確認するのかについても定めなければならない。
毎年、各署名者は、独立検査官が署名者の自主規制措置の遵守状況を確実に検証するために必要なすべての情報およびデータを報告しなければならない。
独立検査官は、1年間の報告期間終了後、コンプライアンスレポートを作成しなければならない。 
署名者が自主規制措置の要求事項を遵守していない場合、是正措置を講じなければならない。
7.	自己規制尺度を実施する際の費用対効果
自主規制措置の管理コスト、特に監視に関しては、その目的や他の利用可能な政策手段と比較して、不釣り合いな管理負担をもたらすものであってはならない。
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